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４－３ 知のストックと他の分野とのネットワークづくり 
４－３－１ はじめに 
『広義の設計』を行っていくためには、設計者は幅広い知識を有して広い
視野で港湾計画の立案、構造物の設計、維持管理をすることが求められ
る。これを遂行していくには、技術をストックしていくことや他分野との連携・
ネットワークづくりが非常に重要で必要不可欠である。このため、技術ストッ
クや他分野との連携・ネットワークづくりをしていく上で必要と思われる事項
について述べる。 

４－３－２ 計画・設計した施設のフィードバック 
港湾計画や設計をした技術者には、自分たちが計画・設計した施設に
対してフィードバックが必要である。 
現状では、施工中や施工完了後の状況をあまり把握していないと思わ
れる。設計した時には問題ないと思っていた事項が、実際は施工できずに
断面諸元の変更や施工方法の変更がなされている場合がある。しかし、
設計者は変更されたことが把握できていないことが多いことから、同様な条
件の施設を設計すると同じ設計をして、その結果として施工できない断面と
なり、これが繰り返される可能性がある。 
従って、国が情報をストックして、その情報を民間の設計者でも自由に閲
覧できるなど、設計者が情報を得られる仕組みづくりが必要である。具体
的には、以下のようなことが挙げられる。 
①施工中及び施工完了時の施工情報データなどについて、設計者が
発注者に要望すれば提供してもらえるようにする。 
②港湾工事において、ＢＩＭ/ＣＩＭが導入されているので、ＢＩＭ
/ＣＩＭのデータを有効活用する。 
③港湾施設の維持管理データを更新、蓄積し、これらデータを設計す
る際に有効活用する。 
④現在、国土交通省が推進している｢港湾関連データ連携基盤｣(図
４-３-1参照)を有効活用する。 

また、計画する者（コンサルタントの計画担当者）は、完成後の施設の
利用状況が把握できていないなど、利用状況のフィードバックがなされてい
ないことが多い。港湾計画や事業評価などを計画する時には、利用者や
管理者にヒアリングをしているが、完成後に対して、計画したとおりに運用で
きているか確認できていないのが実情である。更に、設計者は、設計した
施設に対して完成後の利用状況の確認がなされていない。例えば、係船
柱、防舷材等は技術基準に準拠した諸元や配置で設計しているが、実際
の運用では利用しづらい施設になっている可能性がある。従って、設計者
が施設完成後の利用状況に関する情報が得られる仕組み作りが必要であ
る。具体的には以下のようなことが挙げられる。 
①定点カメラ（監視カメラ）や衛星データなどの情報が提供してもらえ
るようにする。（但し、監視カメラは保安上の観点から非常にハード
ルが高いと想定される。） 
②施設完成後に施設の利用者にヒアリングを行い、施設利用に関する
情報を蓄積する。この際、ヒアリング業務を別途業務として発注しても

らうことにより業務として実態調査を行うことが望ましい。 
上記のことを実行すれば、「要求機能」を規定するための基礎資料に
なり、「要求機能」を幅広く設定することが可能になると考える。但し、実
行されなければ、今まで通りの基準に準拠又は過去の事例をもとに「要
求性能」「性能規定」を規定することになる。 

図 ４-3-1 港湾関連データ基盤の概要（港湾インフラ）1)

４－３－３ 設計・施工の技術開発の推進 
産官学が連携して技術開発を行い、設計・施工の技術をストックしていく
必要がある。 
技術基準に示された方法を用いるだけでは、基準にない特殊な構造や
断面を設計することができないことから、現状では、自由で幅広な性能設
計がほとんど行われていない。性能設計で活用できそうな FLIP や
CADMAS-SURF等は、港空研や民間会社の有志による研究会により解
析ソフト開発がされてきた背景がある。しかしながら、図 4-3-2 に示すよう
に我が国の建設業の売上高に対する研究開発費の割合は、全産業平均
が 3%程度に対して建設業平均が 0.5%程度で 2 割にも満たない状態
で推移している。また、近年では全産業の平均値が微増傾向にあるが、建
設業は低下傾向となっている。このような建設業の状況及び長期に亘る国
内市場の減退により、企業の研究開発費も減少していることから、今後、
有志による組織や企業単独で解析ソフト開発をしていくことは非常に難し
いと考える。従って、技術開発をしていく新たな仕組みづくり（技術開発す
るための補助金支援等）が必要である。 

←全産業平均 

←建設業平均 

図 4-3-2 我が国産業の対売上高研究費割合の推移2)
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４－３－４ 特許出願・新技術認定・著作権 
(1)特許出願・新技術認定 
技術ストックをするためには、研究開発を行い、特許出願件数を増加さ
せていくことが重要である。しかし、建設分野における主要国の特許出願の
推移は図 4-3-3 に示すように、他の諸外国は右肩上がりで伸びているが、
日本は 2000 年以降出願件数が減少している。これは建設業界の研究
開発費の減少が影響していることが原因と考えられる。 
従って、特許がある工法、材料、製品が採用されやすい仕組みづくりが
必要である。特に、特許があるものは公共事業では採用されない傾向にあ
ることから、これらの仕組みを変えていく必要がある。 
また、新技術の促進のために、「新技術情報提供システム（NETIS）」
や「港湾関連民間技術の確認審査・評価事業（沿岸技術研究センタ
ー）」で評価されたものが、もっと設計の段階から積極的に有効活用され
る仕組みづくりが必要である。 
(２)著作権 
著作権については、公共事業では、工事を行うための調査・設計業務
は主に建設コンサルタントに発注されているが、その報告書や計算した時の
計算プログラム、解析データ、CAD データなどは、全て発注者に著作権が
移行されるような契約になっている。このため、以下のような障害がある。 
①業務で得た技術やデータを別の業務へ有効活用ができないため、技術
の蓄積・効率化の妨げになっている。 
②業務の内容について自由に論文等を執筆することができないと言うことで、
企業の技術力がアピールできない。 
このようなことから、技術の蓄積、業務の効率化がなかなか進んでいない
と考える。また、建設コンサルタント地位が向上していない。 
従って、委託業務の報告書などの著作権の取り扱いについて、契約の見
直しなどが必要である。 

図 4-3-3 主要国の建設分野の特許出願件数(各年公開件数)の推移2)

４－３－５ 国際市場の進出・拡大 
国際市場における我が国の建設業界の現状は、図 4-3-4 に示すよう
に我が国の建設業の海外受注額が、ほぼ横ばいとなっており、海外市場が
拡大されていない。また、図 4-3-5 に示すように、建設コンサルタントの国
内、海外の契約件数についても、ほぼ横ばいであり、契約金額は、国内で

は増加しているが、海外では、ほぼ横ばいとなっており、海外市場が拡大さ
れていない。 
このように、長期に亘る国内市場の縮小している中で、幅広く技術ストッ
クをするためには、国際市場に進出・拡大することにより海外事業を多く経
験し、幅広な知識を蓄積していくことが重要である。 
また、海外では、岸壁の増深・改良が盛んに行われており、図 4-3-5に
示すように国内では見慣れない構造断面が現場条件に応じて採用されて
いることから、海外事業を経験することにより、国内にも多様な構造断面を
積極的に取り込んでいくことが必要である。 

中国は右肩上がり↓ 
↓日本は減少傾向 

図 4-3-6(1) 海外の岸壁改良事例（その１）5)

「国土交通省 「建設関連業等の動態調査報告」のデータをもとに作成」 
図 4-3-5(2) 建設コンサルタント(50社）国内海外別契約金額4)

「国土交通白書2020 データをもとに作成」  
図 4-3-４ 我が国の建設業の海外受注額の推移3)

「国土交通省 「建設関連業等の動態調査報告」のデータをもとに作成」 
図 4-3-5(1) 建設コンサルタント(50社）国内海外別契約件数4)
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４－３－６ 次世代を担う設計技術者の育成、確保 
技術ストックやデータが蓄積されたとしても、それを活用して設計できる優
秀な技術者がいなければ、『広義の設計』は進展していかない。 
建設業の就業者数は、図 4-3-7に示すようにピーク時である1997年
(H9年)の685万人から2015年(H27年)で約28％減少している。年
齢構成別の推移は図 4-3-8 に示すように 55 歳以上が約 34%を占め
ており、29 歳以下が約 11%程度となっており、全産業と比べても建設業
界は、就業者の高齢化が著しく進行していることが分かる。更に、今後 10
年間で60歳以上の高齢者(83万人 全体の約25%)の定年による大
量離職が見込まれている。建設コンサルタント業界においても図 4-3-9に
示すように、この20年間で20代が大幅に減少している。また、産業別の
就業者数の推移は、図 4-3-10 に示すように、産業全体では 2012 年

以降は増加傾向となっている一方で、建設業界では 2002 年からの
2010年の8年間で約10万人以上減少しており、近年は500万人付
近を横ばいで推移している。このように産業全体や公共サービス（運輸業、
郵便業）と比較して建設業界の人材不足は深刻な悩みである。特に、若
手建設技術者の減少、担い手不足が深刻化していることは、非常に大き
な問題となっている。従って、次世代を担う設計技術者の確保、技術伝承
などの育成が非常に重要な課題である。 
これらの方策として、①港湾施設への理解を深めるための現場見学会
等の実施、②港湾・海岸工学等の専門分野に関する講義の実施、②イン
ターンシップの実施、③学生向けの出前講座が実施されている。しかし、国、
地方自治体、協会、民間企業が、個別にバラバラに実施されていることか
ら、これら関係者が一致団結して統一的な行動、情報発信をする必要が
ある。そのためには、建設業界が世の中に提供する価値（存在意義）を
お互いに共通認識した上で、今後、社会に対して提供する新たな価値を
明確にして、その実現に向けて戦略的に行動していくことが重要である。こ
れは、他業界の民間企業が行っている「リブランディング」※１の取り組みと
同じようなことである。（※１ 「リブランディング」とは、時代や顧客にあわ
せ、既存ブランドの再構築を含めた新たなブランドを構築すること 8））  
また、技術者の社会的な認知度の向上、建設コンサルタントの役割の
明確化や地位向上が必要である。 
人材確保の観点では、定年退職者の増加していることから、経験が豊
富な技術者を再雇用し、若手の教育、指導やアドバイザー、設計照査など
で活躍していただくことが重要である。 
人材育成としては、AI を活用した人材教育が有効な手段の１つである。
既に、教育業界では AI を使った受験教育システムとしてタブレットで学習
する教育が試行されている。 

図 4-3-6(2) 海外の岸壁改良事例（その2）5)

図 4-3-6(3) 海外の岸壁改良事例（その2）5)

図 4-3-7 建設業就業者の推移6)
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４－３－７ 建設分野以外の分野との連携 
技術ストックのために、IoTや AI などの新たな技術を活用する必要があ
る。そのためには、建設分野以外の企業（AI関連、IoT関連、ロボット関
連、金融関連等）と連携が不可欠である。 
近年、交通分野では、「MaaS(マース)」9)(Mobility as a Service)の
取り組みが進められている。「MaaS」とは、出発地から目的地まで利用者
にとっての最適経路を提示して、複数の交通手段やその他のサービスを含
め、一括して提供するサービスである。様々な移動手段の価格を統合して、
一つのサービスとして価格設定することにより、「複合一貫サービス」を新た
に生み出し、価格面における利便性の向上により、利用者の移動行動に
変化をもたらして、移動需要・交通流のマネージメント、供給の効率化が
期待されている。これは、小売・飲食などの商業、宿泊・観光、物流などの
サービス分野との連携や医療、福祉、教育などとの連携により、移動手段・
サービスの高付加価値化などが期待されている。今後、港湾分野において
も、このような仕組みを活用し、様々な分野と連携していくことが、新たな
技術開発や幅広い人材確保につながるものと考える。 
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図 4-3-8 建設業就業者の高齢化6)

図 4-3-9 建設コンサルタント従事者の年齢構成7)

図 4-3-10 産業別の就業者数の推移3)

（執筆者 鈴木信夫） 
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4－4 技術開発の推進と技術の伝承 
4－4－１ はじめに 
(1)技術開発 
技術開発のテーマは、その時々のニーズに対応し、時代とともに変化して
いる。高度経済成長期においては、船舶の大型化や貨物量の増加に伴う
係留施設の絶対量の不足により、港湾の沖合展開が計画され、防波堤の
建設、軟弱地盤、急速施工等に関する技術開発が実施された。平成以
降においては、環境創造技術（エコポート）、耐震・耐津波・防災・減災
技術の高度化（阪神淡路大震災、東日本大震災）、大水深で高規格
なターミナルの整備・情報化技術（国際競争）、インフラの老朽化対策、
長寿命化、点検・診断技術（トンネル落下事故）、i-constructionへの
転換（労働力の減少、生産性の向上）、高潮、高波災害の軽減（気
候変動）等に関する技術開発が実施されてきた。 
 また、「第5期国土交通省技術基本計画」（令和4年4月）では、社
会経済的な課題への対応を図るため、「強靭性の確保」、「持続可能性の
確保」、「経済成長の実現」という３つの方向性の下、以下の６つの重点
分野の技術開発や技術基準の策定等に取り組む計画である。 
  ①防災・減災が主流となる社会の実現 
  ②持続可能なインフラメンテナンス 
  ③持続可能で暮らしやすい地域社会の実現 
  ④経済の好循環を支える基盤整備 
  ⑤デジタル・トランスフォーメーション 
  ⑥脱炭素化・インフラ空間の多面的な利活用による生活の質の向上 

(2)技術伝承 
少子高齢化が加速し、人口減少・労働力減少していく日本国内におい
て、港湾整備に関する技術力の喪失が懸念されている中、技術力を維
持・向上させていくためには、人材の育成（技術伝承）が欠かせない。 
国土交通省においても、厚生労働省と連携し、建設業の人材確保・育
成に向けた取り組みや検討が継続して行われている。また、「第 5 期国土
交通省技術基本計画」（令和4年4月）においても、技術伝承の一環
として、技術政策を支える人材の育成等の重要な取組が定められている。 

4－4－２ 技術開発の推進について 
(1)港湾に求められる機能の変化（社会ニーズの変化） 
高度経済成長期では、港湾に求められる機能は「物流機能」であり、生
産者の視点による産業・物流分野の港湾整備に注力されてきた。その結
果、人々を港湾から遠ざけてしまうこととなった。 
社会の成熟化により港湾に求められる機能が多様化・高度化しているこ
とを受け、今後は利用者の視点に立った「機能提供型」の港湾整備が必
要となる。PORT2030 でも、港湾政策の基本的理念（図 4-4-1）とし
て、「施設提供型」から「ソリューション提供型」への対応が求められており、
単なる施設の提供から港湾での先導的な取り組みによる社会価値の提供
へと移行していくものと考えられる。 

図 4-4-1 PORT2030（国土交通省）1)

(2)機能論を導入した次世代型の港湾計画への転換 
現行の港湾計画では、以下に示すように施設の規模及び配置を決定す
ることを目的としており、機能に関する事項がないため、近年の技術開発に
おいては、単一機能についての構造に係わる範囲にとどまり、技術開発へ
の意欲が低下している要因の１つになっていると考えられる。施設は「機能」
によって「構造」が決まるため、機能が単一であれば、構造の多様性が生じ
なくなり、技術開発の幅も狭くなる。 
現行の「港湾法 第三条の三（抜粋）」 
２ 港湾は、基本方針に適合し、かつ、港湾取扱可能貨物量その
他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模
及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する
事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事
項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなけれ
ばならない。 

以下に示すように機能を追加することにより、港湾計画において、国民・
企業などの利用者に提供する機能も決定することになる。つまり、提案する
次世代型の港湾計画では、「あるべき姿（規模・配置論）」から「なすべ
き姿（価値・機能論）」への転換を図ることになる（価値提供による目的
論的港湾計画）。 
提案する「港湾法 第三条の三（抜粋）」 
２ 港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の機能及び取扱
可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の機能・能力に
応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の
整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事
項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準
に適合したものでなければならない。 

(3)機能論を導入した設計体系への転換 
港湾施設の設計（技術基準）は、施設の材料・寸法・工法・設計方
法等の仕様を定める仕様設計体系から、施設に要求される性能のみを規
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定する性能設計体系へと2007年に移行された。しかし、この性能設計体
系に移行してから10年以上が経過したが、自由な発想に基づく設計法の
導入や新技術の導入促進・コスト縮減に資するなど期待された効果が得ら
れていない。 
現行の設計体系（図 4-4-2）のように単一機能による性能規定では、
多様な性能の必要性が乏しく、さらに性能照査法を開発する意欲が出てこ
ない。 

図 4-4-2 現行の設計体系2)

図 4-4-3に示すように目的を価値・機能の提供に変更し、目的の直下
位に「機能規定」を追加して、それを満たす「要求性能・性能規定」を下位
に位置づける（「機能規定」ごとに「要求性能・性能規定」が多様に設定さ
れる）。「機能規定」を性能設計体系の枠組みに位置づけることによって、
この機能を確保するための技術開発や新技術の導入による照査法が検討
されることになる。つまり、利用者による利用面や施設管理者による維持管
理面に関わる機能向上や新たな機能を創出する検討が、概念設計や機
能設計において実施され、構造設計の際には、その機能に応じて設計の
バリエーションが生じることになると考えられる。 

図 4-4-3 提案する新たな設計体系2)

 また、「第5期国土交通省技術基本計画」（令和4年4月）では、技
術研究開発の推進の取組として技術基準の策定を挙げており、技術基準
には以下のような役割がある。 
 ・技術基準は、既存技術の整理や新しく研究開発された技術の安全性
や信頼性の評価・確認を通じて整備されるもので、技術の実用化や社
会への適用・還元が促進される。 
 ・技術基準の整備に当たっては、国内外の優れた知見を収集し、将来的
な方向性を技術目標として示すことにより、企業における技術研究開発
を誘導し、方向付けることも可能である。 

(4)技術開発の方向性について 
これまでの技術開発は、コスト低減、急速施工、施設建設のための技
術課題が主要な内容だった。しかし、社会（利用者）が施設に要求する
のは、機能（付加価値）であるため、「機能規定」の概念を取り入れ、施
設の機能性を価値工学（VE）によって検討し、その性能の規定化、さら
にその性能の照査法に関わる技術開発が必要である。 
また、VE による価値は、図 4-4-4 の式で定義され、価値を上げるため
には、機能を向上させる手段を検討することが重要である。 

図 4-4-4 価値の定義及び価値向上の形態2)

4－4－３ 技術の伝承について 
建設業界では、熟練技術者の高齢化が進むとともに、土木の魅力が減
退して、大学で土木工学を専攻した学生であっても、他の分野へ就職する
という若者の土木離れ等を背景に、技術伝承が大きな課題となっている。 
土木工学は、経験工学と言われるように経験（現場）の中から培われ
ている技術が多く、熟練技術者から若手技術者に技術が伝承されていくこ
とが不可欠である。技術の伝承とは、ただ伝えることでは伝承されない、新
しいことへの挑戦や改善する中で、技術の伝承が行われる。工場の技術を
例に挙げると、「5 年作るのをやめたら、技術はなくなる」と言われている。こ
れは、同じことを5年やったらつながるのではなく、5年間、常に改善を続け
ることによって、技術が伝わるということである（吉村顧問）。
港湾施設の設計に当てはめると、技術は既設の機能及び構造の経年
的な変化に対する観察と気付きによって伝承される。不変の機能や構造
（壊れない構造）は、技術が伝承される機会が失われ、可変の機能や
構造によって技術が伝承される機会が生み出される。そのためには、機能
の向上や新たな機能を創造することによって構造を可変化させる必要があ
る。 
まずは、機能論を導入した次世代型の港湾計画への転換を実施し、港
湾計画において、「施設の機能規定、規模及び配置」を決定する。次に、
機能論を導入した設計体系への転換を実施し、「機能規定」ごとに「要求
性能・性能規定」が多様に設定される。機能規定によって機能の向上や新
たな機能の創造が生まれ、それに応じた改良や新たな構造が開発されるこ
とになり、そのことによって技術も伝承されることになる。つまり、今後の若手
技術者にとって、やりがいと創造性のある業務環境が提供されることになる。
また、時代とともに技術は変化していくため、古い技術をそのまま伝承してい
くのではなく、現代化させ、新しい技術を創造していくことも必要である。 
最後に、その他として、技術伝承のツールとして、ICT、DX、BIM/CIM
の活用も期待されている。 
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4－4－４ 事例による具体的な提案と行動 
(1)開発された技術の活用が進んでいない事例（その１） 
津波漂流物対策施設設計ガイドライン（一般財団法人沿岸技術開発
センター）が発刊されており、津波漂流物対策が低コストで実施可能にも
かかわらず、様々な要因によって実績が少なく活用が進んでいない。活用
が進んでいない要因として、防潮施設とは津波漂流物だけでなく、津波の
浸水も防ぐべきという既成概念が挙げられるが、津波漂流物の衝突により
多くの人命や財産が失われること及び漂流物が海域や港内に流出すること
によって、物流・人流機能の低下をもたらすことの認識が十分ではないこと
も考えられる。また、港湾施設として、津波漂流物対策施設が定義されて
いないことや、面的な計画がされていないことも要因の一つだと考えられる。 
施設に津波漂流物を防ぐという機能を港湾計画において位置づけること
により、漂流物対策の安全性への理解も広がり、ガイドラインも活用される
ようになると考えられる。 

図 4-4-5 津波漂流物対策施設の基本構造3)

図 4-4-6 津波漂流物対策施設（釧路港）3)

(2)建築（民間公募による性能規定の検討）の事例 
2008 年より、建築基準法に係る技術基準整備のための検討について、
民間の能力を積極的に活用して、基準の整備、見直しを図ることを目的と
した「建築基準整備促進補助事業（民間事業者等の知見を活用した建
築基準整備の推進事業）」が実施されている。 
国（住宅局建築指導課及び国土技術政策総合研究所）が建築基
準の整備を促進する上で必要となる事項について提示し、これに基づき、

基礎的なデータ・技術的知見の収集・蓄積等の調査及び技術基準の原
案の基礎資料の作成（以下「調査」という。）を行う民間事業者、公益
法人、国立大学法人等を、公募によって募り、最も適切な調査の内容、
実施体制等の計画を提案した者に対して、予算の範囲内において、国が
当該調査に要する費用を補助している。 

図 4-4-7 事業の流れ（国土交通省ＨＰより）4)

令和４年度（2022 年）では、表 4-1-1 に示す新規の６事業が検
討予定であり、また、昨年度からの継続課題（13課題）も検討が実施さ
れる予定である。機能論を導入した設計体系への転換を図るために、港
湾でもこのような方式が参考にできる。 

表 4-4-1 令和４年度新規公募事業（国土交通省ＨＰより）4)

(3)道路（体系的な新技術導入の仕組み）の事例 
道路局では、「学」の知恵、「産」の技術を幅広い範囲で融合することに
より、道路政策の質を向上させるため、新道路技術会議を設置している。
新道路技術会議は、国土技術政策総合研究所の協力の下、道路分野
に携わる広範な研究者から技術開発の提案を募っている。港湾でもこのよ
うな仕組みが導入さると技術開発が促進されると考えられる。 

番号 調査事項名 事業主体 事業主体以外の関係者

Ｓ38 省エネ化に伴い重量化する木造建築物
の基準に関する検討

Ａ社
○○大学○○研究所

・有識者委員会及びＷＧ設置予定
・建築研究所より技術指導

Ｓ39 木質系混構造建築物の保有水平耐力
計算の方法に関する検討

一般財団法人Ａ ・有識者委員会及びＷＧ設置予定
・建築研究所より技術指導

Ｆ23 避難安全検証法等の合理化に係る検討
一般社団法人Ａ
Ｂ社

・有識者委員会及びＷＧ設置予定
・建築研究所と共同研究

Ｆ24 仕上げ及び下地への不燃化要求の
合理化等に係る検討

一般財団法人Ａ ・有識者委員会及びＷＧ設置予定
・建築研究所と共同研究

Ｅ17 共同住宅の省エネ性能評価における暖
冷房負荷モデルの精緻化に関する検討

Ｃ社
Ｄ社

・有識者委員会及びＷＧ設置予定
・建築研究所と共同研究

Ｅ18 既存建築物の実用的な省エネ性能
診断法・評価法に関する検討

一般社団法人Ｂ ・有識者委員会及びＷＧ設置予定
・建築研究所と共同研究
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図 4-4-8 体系的な新技術導入の仕組み 
（国土交通省ＨＰより）5)

(4)開発された技術の活用が進んでいない事例（その２） 
自由な設計の場合、照査による信頼性の証明や適切な審査が必要に
なるため、既存のマニュアルや施工実績のある汎用化された技術をベース
に検討する傾向になる。たとえば、海外では自動係船設備が導入されてい
て、非常に便利な技術ではあるが、日本ではほとんど導入されていない
（敦賀港において実証試験等の検討が2022年に実施）。その理由とし
て、新技術の適用を認証するルールが確立していないことが考えられる。 

図 4-4-9 自動係船設備の設置事例（日本作業船協会ＨＰより）6)

新技術の適用を促進する案として、ISO の製品認証制度（Guide 
65など）や沿岸センターの民間技術評価などで認証された新技術を活用
するために、「公共工事等における新技術活用システム」の発注者指定型
の工事を拡張することが考えられる。これにより、新技術の採用が促進され、
技術開発意欲も向上すると考えられる。 

(5)技術伝承の事例 
不変の機能及び不変の構造であるピラミッド建造技術は、現在に伝承さ
れていない。他方、伊勢神宮の20年に1回の遷宮は、神殿という単一の
機能であるものの、あえて解体・復元することによって建築技術やノウハウな
どを伝承させる機会を持つ仕組みになっている(日本人の知恵)。つまり、実
際の現場で建築技術やノウハウなどを伝える実地訓練が行われている。 

図 4-4-10 ピラミッド（大林組HPより）7)

図 4-4-11 伊勢神宮 正殿（内宮）（国土交通省ＨＰより）8)

日本は「木の文化」であることに対し、西洋は「石の文化」であるといわれ
ている。ギリシャの神殿やエジプトのピラミッドなどのように、ヨーロッパや中近
東では、石材による建築物や工芸品を作っていた。建造したときは永久不
滅のものであったが、今ではその多くが廃墟になっている。しかも、建造物が
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壊れて廃墟になっただけではなく、それを建造した技術、さらには、信仰や
精神も消滅しているといわれている。 
一方、日本民族は、物も心も有限であるという考え方を基底にもってい

るといわれている。有限であるがゆえに、たえず新しいものに更新し続け、
確実に後世に伝えていくという努力と作業を繰り返してきた。結果として、物
が常に瑞々しい形を保ち続けるとともに、技術も継承され、物も心も永く久
しく伝えることができるといわれている。式年遷宮の思想は日本民族の叡智
として世界から賞賛されている。 
式年遷宮は正宮の遷宮が終わった後に別宮の遷宮があるため、2 年間

は約160 名の技能者の雇用が続く。別宮の遷宮終了後、若手や技能優
秀者30名ほどを神宮の常勤職員として残し、その他の技能者は解散とな
り、以後 12 年間、30 名の技能者は摂社・末社の修繕・造り替え等を行
う。 
本殿の遷宮終了後15年目に、次の遷宮のための木材加工が始まるが、

この頃から作業量や進捗に応じて全国から技能者を雇い入れていく。この
時、遷宮を経験している 30 名が新たに参加する技能者の教育を行う。こ
の20年の周期によって多い人で3回の遷宮に携わることができる。 

図 4-4-12 伊勢神宮が雇用している技術者の推移と作業内容 
（国土交通省ＨＰより）8)

特筆すべき点としては、最低限技能を伝承するのに必要な技能者
（30 名）を遷宮終了後も常勤職員としてその雇用を確保していることで
ある。一方で、ピーク時に雇い入れる技能者は、特に宮大工のみを採用し
ているわけではなく、一般の大工等を採用した後に必要な技能を教育して
いる。このことは、中核となる技能者を継続雇用し維持・更新業務に従事
させることによって技術力が維持されているゆえに可能となっている。 
このように、伊勢神宮の式年遷宮においては、次回の遷宮を見越して、

人材の確保（ピーク時に向けた弾力的な雇用）と技術伝承（中核的な
技能者の雇用維持）の取組が実践されている。社会インフラの維持管
理・更新の担い手不足が大きな問題となっている昨今、1300 年前から続

いてきたこの仕組みから学ぶべき点も多い。（国土交通省 コラム 式年
遷宮に見る技術継承と技術者確保、平成２５年度国土交通白書, 
pp.118~119.の内容を紹介） 

図 4-4-13 社殿造営の様子（国土交通省ＨＰより）8)
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４－５ プロジェクトマネージャーの設置・Totally thinking,locally 
acting 

４－５－１ はじめに 
次世代の港湾整備の在り方に求められるのは、「新しい価値の創造」で

ある。 
港湾に新しい価値を創造するためには、港湾区域全体の施設と空間の

機能を最適化した港湾計画を立案し、機能を発揮するための施設に求め
る性能を定め、性能を担保できる構造設計と照査を行い、構造物を建設・
供用し、維持管理の全ての事業を通して、利用者である国民と事業者が
望む、安心、安全、豊かさ、経済発展などの、使用価値を実現する必要が
ある。 
そのためには、社会経済状況を理解して利用者の望む使用価値に基づ

き港湾に求められる機能全体を俯瞰して港湾計画を提案・立案し
「Totally thinking」、港湾計画で立案されたら機能とその設計情報を引
き継ぎ、設計、施工、供用、維持管理の各プロセスで機能を実現するため
に責任感をもって組織を率いて行動できる「Locally acting」、プロジェクト
マネージャーが必要となる。 
以下に、プロジェクトマネージャーの必要性とその役割について、説明す

る。 

４－５－２ 次世代の港湾整備のあり方、新しい価値の創造 
(1)次世代の港湾整備のあり方 
PORT2030 では、港湾施設は、これまでの提供型からソリューション提

供型への対応が求められる。5カ年計画では、国民資産、経営、ストックな
どの今までない新しいキーワードが現れている。 

図 4-5-1 PORT2030（国土交通省）1) 

次世代の港湾整備は、限られた予算の中で、効率的な公共投資を行う
ために、利用者の視点で機能を提供し、その機能の最大化を目指すことが
求められている。 
そのためには、港湾計画で機能を位置付けて、利用者に機能を提供で

きるシステムである、機能論に立脚した広義の設計を導入し、よりよい機能
をより安く提供する、価値の最大化を目指すことになる。 
価値（V:Value）=機能（F:Function）／総費用（C:Cost） 

                               ・・・式(4-5-1) 
 ここで、機能 F は、機能もしくは要求（提供）機能であり、利用者が求
める効率性、快適性、安全・安心などに基づく機能である。総コスト C は、
初期建設費、維持管理費、資機材費、利益、賃金、など、施設を建設お
よび維持するための総費用である。建設コンサルタントやコントラクターの会
社を経営する費用も含まれる。 

(2)港湾空間に求められる機能 
港湾空間に求められる機能は、PORT2030 では 3 つの機能が提示さ

れている。 
・①ネットワーク機能 国際・バルク戦略港湾の機能強化、など。 
・②空間機能 カーボンニュートラルポート（CNP）、洋上風力発電施

設、など。 
・③スマートポート機能 港湾関連データ基盤機能強化、サイバーポート、

など。 

図 4-5-2 カーボンニュートラルポートの形成 
イメージ（国土交通省）2) 

特に港湾空間は、インフラの中でも公共と民間が共存する特殊性がある。
新たな機能として、カーボンニュートラルポート、洋上風力発電の施策、民
間のプロジェクトへの空間の利活用が期待される。港湾システム全体の機
能を高め、国民・利用企業の持続可能な発展に貢献する、社会的な共通
資本を提供することが、機能計画および機能設計の大きな目的となる。 

(2)現状の課題と次世代の港湾計画と技術基準 
現状の港湾計画と設計体系は、港湾計画で決定された各個別施設を

必要とする理由である目的、目的を達成するための施設が保有すべき性
能である要求性能として、使用性、修復性、安全性、施工性、維持管理
性を考慮したうえで、施設の構造的な諸元である性能規定が決定される。 
性能規定である施設の構造的な諸元（延長、幅、水深、天端高さ）

を実現できるように、建設コンサルタントが構造設計、コントラクターが建設
施工に関わることになる。 
施設の水深、延長、などの構造をより安く提供できる構造設計が、性能

設計であるとの共有認識もある。 
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図 4-5-3 次世代の港湾計画と技術基準の流れ 

図 4-5-4 次世代港湾技術基準の性能設計体系 

現状の港湾計画と設計体系を、機能設計の視点でみると、港湾計画で
立案された機能が、性能規定や構造設計、照査の段階で引き継げないシ
ステムとなっている（上図の赤い部分が現在のシステム上抜けている）。
本来、利用者が求める機能である供用性や維持管理性が、港湾計画お
よび構造設計を経て、利用者に提供できるシステムとしてなっていなのでは
ないか。公共が利用者への提供する機能を利用者まで届けることができる
システム確立が必要である。 

４－５－３ プロジェクトマネージャーの必要性と役割 
(1)プロジェクトマネージャーの必要性 
プロジェクトマネージャーは、プロジェクト全体を見渡して、意思決定を行

い、プロジェクトを成功に導く、全体の管理、予算、品質、納期に対して、
責任を持つ役職と定義できる。 
計画および事業実施の全体を俯瞰し、各個別プロセスの段階をローカル

な視点での実践を指揮管理できる、役職である。全体のリスクを減らして、
利益を最大化する、機能が求められる。1950 年のアメリカ国防総省のマ
ンハッタン計画から発案されたシステムであり、基本的には PDCA サイクル
体系を基にした管理システムである。現在にもプロジェクトの管理手法とし
て引き継がれている。 
企業マネジメントに関しては、ピーター・ドラッカーによると、企業唯一の目

的は顧客創造であり、企業が持つべき機能は、マーケティングとイノベーショ
ンの 2 つだと結論付けられている。マーケティングとは、顧客ニーズを探って

製品やサービスを提供する機能であり、イノベーションとは、顧客の新しい満
足を創り出していく機能である。これからの港湾経営という視点では、利用
者視点で機能を提供するマーケティング、利用者の満足を実現する機能で
あるイノベーションと、親和性があり、企業管理手法とその実践管理を担う
プロジェクトマネージャーが港湾管理と運営にも必要といえる。 

(2)プロジェクトマネージャーの役割 
プロジェクトマネージャーの役割と素養について、海洋・港湾構造物設計

士会（以下、設計士会）の研修会・勉強会を通じて議論してきた。 
その役割としては、「技術や情報が細分化・専門化しても、全体最適を

行える技術者である（日下部先生）」、「よい設計情報と機能を計画、設
計、施工、維持管理、の一連のプロセスできちんと流していく（藤本先
生）」、「設計情報を高めながら、引き継ぐ。後工程である施工が前工程
である設計に設計情報を積極的にとりにいく。（吉村顧問）」ということに
なる。 
さらに「建設システム全体（設計、調査、設計、施工、維持管理）を

通じて、利用者ニーズを理解して、機能を最大化できることが、今後のプロ
マネの役割だと考える（藤本先生「円卓会議」論）。 

施設＝機能F＋構造S                 ・・・式(4-5-2) 

図 4-5-5 ものづくり、アーキテクチャー論 
（藤本3）に加筆） 

藤本先生の提言では、機能と製品を繋ぐマッピング、アーキテクチャ（擦
り合わせ技術）が日本のものづくりの原点であり、強みである。例えば桟橋
だと、鋼管や床版の構造と、船舶の係留し易さや、港湾全体の中での施
設の役割などの機能を結び付ける役割が、プロジェクトマネージャーには求
められることになる。 



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        4-5-3 

(3)港湾事業におけるプロジェクトマネージャー 
港湾事業におけるプロジェクトマネージャーの役割については、港湾計画

で最も大切な事業計画の段階でトータル・全体最適の視点で計画や目的
を立案し、調査、設計、施工、維持管理の各プロセスで価値の最大化を
目指し、計画段階での設計情報を引き継ぐ役割が求められる。 

図 4-5-6 港湾事業におけるPM4）

（八尋に加筆） 

現状の公共事業においても、プロジェクトマネジメント管理手法が運用さ
れている。例えば、国土技術政策総合研究所の手引書では、プロジェクト
マネージャーは判断指示が行える所長・副所長クラスが担うことになってい
る。工程、品質、安全管理が役割として示されている。 
但し、機能向上は言及されておらず、将来的に港湾の機能計画に対応

するためには、BIM/CIM活用、民間マネジメント等も活用して、機能の最
大化（F↑↑）を目指す方向性が期待される。 

図 4-5-7 PDCAサイクル（国総研、PM手引き）5）

図 4-5-8 PM実施体制（国総研、PM手引き）5）

(4)港湾計画論の特殊性・多機能性とそのプロジェクトマネージャー 
小林先生の講演「プラットフォームとしてのインフラ価値の創造」において、

港湾の特殊性として、利用者が多岐にわたり、港湾施設空間に求められる
機能も多機能となる。このため、港湾施設空間の価値の創造は、港湾シ
ステムの多機能性と個々の施設の間のインターフェースをどの様に最適化し
ていくのかが重要であり、最適化を実現するためにはニーズや情報が集まり、
マネジメントに役立つ、プラットフォームの構築が必要であると示唆された。
港湾は、システム・オブ・システムズ、であり、多機能であるがゆえに、各機
能毎のプラットフォームと、港湾機能全体を管理運営する全体プラットフォー
ムが必要であると示唆された。 

図 4-5-9 港湾空間の4つの機能4）

港湾には、交通機能、産業機能、生活機能、新たな展開機能を有する。
それぞれが個別のシステムが構築されており、個別システムの機能に基づき、
機能を実現できるように個別施設の性能が規定される。 
港湾空間全体の機能を最適化するために、プロジェクトマネージャーには、

これら4つの機能を横串して、俯瞰して、全体最適な機能計画を定め、全
体最適化を実現する施設の性能を定める能力、調整力が求められるので
はないか。 
野城先生の講演において、建築分野でもプロジェクトマネージャーの役

割は重要であることが示唆された。建築プロジェクトでは、どの様な価値・機
能を有する構造を創り出すのか（what to build?）、その構造をどの様
にして実際に施工するのか(Haw to build )、計画段階から施工段階ま
で、施主、施設利用者、施工者、多くの関係が「設計者」を中心として、
様々な協議・調整を行いながら、プロジェクトは進められる 3)。このため、設
計情報の本質を理解できる「設計者」がプロジェクトマネージャーを担うこと
が多くなる。 
今後は、カーボンニュートラル、洋上風力など、民間大規模プロジェクトが

港湾空間において実現されていくことになる。公共空間に民間事業者が共
存することも港湾の特殊性である。さらに、港湾が多機能であるため、時間
とともに利用者が求める機能も変化していく。 
プロジェクトマネージャーには、この様な港湾の特殊性の中であっても、港

湾全体機能の最適化を図っていく役割が期待される。 
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４－５－４ 理想のプロジェクトマネージャー像 
最後に、設計士会では見学会・研修会を開催しており、プロジェクトマネ

ージャーの有り方を再考した。 
理想の港湾技術者、プロジェクトマネージャーとして、厳島神社で、最古

の人工港湾と海洋港湾構造物をプロデュースし、神戸開港、日宋貿易を
確立した、平清盛を挙げることができる。 

図 4-5-10太政大臣 平清盛 

図 4-5-11 厳島神社全景 

厳島神社は、神事の内容と重要度に応じた機能設計が行われている。
最重要の玉殿は、床よりも 1.5 メーター高いところに設置されていて、これ
まで浸水したことがない。床は浸水し、床板が浮き上がり、消波機能を発
揮しながら、本殿だけは絶対に浸水させない機能設計が行われている。 

図 4-5-12 厳島神社の玉殿と最大浸水位 

さらに、暴風に対しては背後山稜の地形から暴風の通り道を避けて本殿
を配置することで、本殿はこれまで被災したことがない。850年前の技術者
は、自然を観察して、熟知して、設計を思考する姿勢が、現代の理想的な
プロジェクトマネージャーと重なる。 

図 4-5-13 本殿の位置と暴風の通り抜け 

宮島には現代の防災技術であるフラップゲートが建設されており、現代で
の景観と防災を両立する技術が引き継ぐ礎を築いたことに感銘を受けた。 

図 4-5-14 フラップゲート 

第 6 回見学会では、仙台港を視察した。仙台港では、公共バースと民
間施設が共存する港湾空間が形成されており、その利用調整は協議会で
図っているということが、港湾を経営視点で大変参考となる。相馬港では、
国と県と民間事業者で連携して、総合エネルギー施設の拠点港への取組
みを視察できた。港湾区域だけでなく、臨海道路も含めて、民間投資や雇
用創出に取り組まれていた。 
厳島および仙台港への視察の報告書は、海洋・港湾構造物設計士会

のホームページに掲載されているので参考にしていただきたい。 

参考文献 
1） 国土交通省 港湾局、港湾の中長期政策「PORT 2030」 （平

成30年7月31日公表） 
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_PORT_2030.ht
ml 

2） 国土交通省 港湾局、カーボンニュートラルポート（CNP）の形成
について（令和3年4月2日報道発表資料） 
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/0013985
01.pdf 

3） 建築ものづくり論 藤本隆宏・野城智也・安藤正雄・吉田敏、有斐
閣. 

4） 八尋明彦 広義の設計のあり方を考える/VE の性能設計体系への

最大浸水位▽
玉殿▽

フラップゲート



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        4-5-5 

連動、一般財団法人沿岸技術研究センター機関誌 2021.1 
Vol.55, pp.13~19.  

5） プロジェクトマネジメントの手引き 第 1 編 基礎編、国土技術政策
総合研究所 建設マネジメント技術研究室. 

（執筆者 中原知洋） 



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        4-6-1 

４－6 調査、施工における三者会議の充実 
4－６－１ はじめに 
「１－５ 発注者インハウスエジニアの減少と技術力・専門性の低下」

では、インハウスエンジニアの技術力継承のために、「１－8 建設コンサル
タントの施工検討能力不足」では、建設コンサルタントの施工検討能力不
足への対応のために、それぞれの項で三者会議の重要性が示されている。 
海洋・港湾構造物設計士会（以下、設計士会）研修会における三者
会議に関連する問題提起等や、三者会議に関する設計者側アンケート調
査結果や座談会での意見等から、三者会議と「広義の設計」のあり方につ
いてまとめる。 
三者会議に関する制度として、公共工事においては、設計・施工技術
連絡会議が、公共工事の品質確保や円滑な事業執行を目的に、発注者、
設計者、施工者の三者で、設計思想の伝達及び情報共有を図る目的で
行われている。また、設計業務で地質、測量の調査業者を交えた会議も
あり、国土交通省各地方整備局や地方自治体で運用方針が公開されて
いる。三者会議は、公共工事の「設計・施工分離発注」の原則である調
査・設計・施工の分業で、各段階間の繋ぎ（情報の流れ）で生じる弊害
の改善を目的として行われる。 

図 ４-6-１ 三者会議の概要（国土交通省 関東地方整備局） 

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」（以下、技術基準） 2.2 
各段階における配慮１)では、「関係する機関や関係者が調査、設計、施
工等の各段階を相互に理解・把握して適切に情報伝達し、必要があれば
前段階に遡って再検討を行うことが重要である」と記載されている。技術基
準を順守する上でも、調査、設計、施工等の各段階間の確実な情報伝
達と成果への反映、工事目的物の不適合防止を果たす三者会議の役割
は重要である。 

４－６－２ 設計士会研修会における問題提起（三者会議に関する
こと） 

過去の設計士会研修会では、調査、設計、施工等の各段階間の確実
な情報伝達に資する三者会議に関する問題提起が行われており、以下に
まとめる。 

 (1)第８回研修会において 
2019年6月26日の第8回研修会において、日下部顧問は、「設計
士に期待すること」と題して講演された。その中で、『広義の設計』とは、調
査~設計～施工～維持管理・補修に至る計画から供用終了までの全般
にわたり、部分最適でなく全体最適を求める必要があることを示された。こ
の全体最適を追求するために、ICT や BIM/CIM技術を利用し、各段階
にわたる情報の伝達が重要であることを示された。

(2)第９回研修会において 
2019年10月29日の第9回研修会において、吉村顧問は、自動車
製造業の立場から「問題発見と未然防止～製造業（自動車関連）の視
点から～」と題して講演された。その中で、企業が大きくなると、組織やプロ
セスが複雑になって繋ぎ部分が脆弱化して大企業病（４無 ものを見な
い、差を見ない、議論をしない、振り返らない）になること、事業規模が大
きくなるほど、組織やプロセス間の情報伝達を活発にして間の繋ぎを確実
なものにする必要性を示された。

(3)第10回研修会において 
2020年7月7日の第10回研修会において、東京大学の藤本隆宏
先生（当時）は、「設計論に立脚した広義のものづくり経営学」と題して
講演された。その中で、広義のものづくりでは、付加価値の流れの良さが重
要であること、物的な生産性は設計情報の発信速度と密度の積が大きい
ほど向上すること、目の前のものだけを部分最適で流そうとするとその部分
がかえって渋滞することが多いこと、「広義のものづくりのためには、全体最
適で設計情報の良い流れの維持が必要である」ことを示された。 
また、基礎地盤コンサルタンツ（株）の岩﨑公俊会長（当時）が地
質調査者の立場から、「地盤調査から設計へ」と題して講演された。地質・
地盤リスク情報の共有化によるコミュニケーション強化の必要性を示され、
ガイドライン 2)にあるように、設計前の合同会議（発注・設計・調査）だけ
でなく、施工時における残余リスク対策としての施工合同会議（発注者・
施工者・設計者・調査）の必要性を示された。合わせて建設事業全体で
一気通貫の地質・地盤リスクマネジメントの必要性と大規模事業では
CM、PPP等の導入も示された。 

(4)第10回研修会後の当会会員を対象としたアンケート 
第10回研修会の後、当会会員を対象とした「広義の設計」に関するア
ンケート（「広義の設計」を目指すためには 2020年8月実施）では、
計画（国・自治体）、設計（コンサルタント）、施工（ゼネコン）の役
割が縦割りで、それぞれが独立して進めて行く現行の体制（発注形式）
に疑問を持つ声が多かった。この中で、設計・施工一括方式やコンサルタン
トとゼネコンのJVなどの発注様式の導入や、民間工事では多い、プロジェ
クトの早期段階から調査～計画～設計～施工～維持管理の一体化の
構築を挙げる意見もあった。 
計画～設計～施工～維持管理を一人の技術者で対応するのが理想
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だが、それぞれの専門技術者で協力し合うことが現実的であるとの意見と
共に、各地方整備局の技術調査設計事務所で発注の技術課題に関する
技術支援業務のように、検討会を設置して総合的な視点に立った議論を
行うことも視野に入れてはどうかという意見もあった。 

４－６－３ 三者会議に関する意見（三者会議に関すること） 
三者会議に関して、設計者側団体のアンケート結果や『広義の設計』ワ
ーキングでの意見を以下にまとめる。 

(1)設計者側のアンケート調査結果について 
建設コンサルタンツ協会において、アンケート調査により港湾を専門とす
る設計者側の意見がまとめられている 3)。その中で、発注者、設計者、施
工者が一堂に会する三者会議は、それぞれに有効で価値があり、三者会
議の実践で契約不適合責任発生の回避・防止も期待でき、持続・拡大さ
せるべきであるという意見が示されている。地方自治体では顕著な、発注
者側の技術者不測の状況下においては、設計者の実施設計が発注者の
照査や修正がほとんどないまま使用されることも散見され、難易度の高い
改良工事や新技術による施工において求める声が高い。 
その一方で、会議に参加し設計意図を共有するだけであれば現行制度
で良く、設計者が無償もしくは少額により長期間に渡り現場不一致への対
応や修正設計を強いられる事例も多い。現状不一致への対応や修正設
計等が必要な場合には、三者会議の開催にかかる費用 4)だけでなく、建
設コンサルタントが十分に検討できる費用と期間の契約が必要であり、実
態に応じた契約制度への見直しや改善策の検討が必要なことも挙げられ
ている。 

(2)「広義の設計」のワーキングにおける意見について 
設計士会の「広義の設計」に関するワーキングで、主に施工者側から三
者会議の意見を聴取した。関係者が一堂に介して意見を交換する良い機
会であり、設計者との意思疎通が図れること、設計報告書等の設計成果
だけではわからない設計意図を明確にでき、施工者が希望する施工性を
考慮した適切な設計変更に結び付けることができること、忌憚のない意見
交換から設計図書の不適合を防止できる良い機会であり、施工者側とし
て三者会議の意義を認める意見は多いことがわかる。一方で、発注者や
実務に携わり負担の多くなる設計者の対応が不可欠であることも意見とし
て挙げられている。 

４－６－４ おわりに（三者会議と『広義の設計』のあり方） 
「広義の設計」のためには、調査・計画・設計の上流から、施工・維持管
理の下流を繋げる情報の流れが重要であり、上流からだけなく下流からも
情報を取りに行くことが必要である。現状の設計・施工分離の制度下では、
その制度の見直しも必要だが、まずは、三者会議の確実な実施による各
段階の情報の伝達と不適合の防止が不可欠であり、構造物設置の「目
的」、「機能」、「要求性能」、「性能照査」に係わる「設計情報」を円滑に流

して相互に確認し、必要であれば躊躇なく修正することが必要である。 
三者会議は、結果的に発注者、設計者、施工者、段階によっては調査
業者が「三方良し」となるよう適正に運営されるべきある。また、三者会議
を有効に運営し、調査から維持管理に至る各段階の間断の無い情報共
有や、事業全体を一気通貫で管理するため、技術提案・交渉方式で設計
段階から施工者が関与するECI(Early Contractor Involvement)方
式，発注者の立場から一貫して建設プロジェクトをマネジメントする
CM(Construction Management)方式、さらに、工事着手後、施工段
階で設計者が関与するLCI(Later Consultant Involvement)方式等
の導入も視野に入れる必要がある。三者会議を始めとする良い情報の流
れを確保するためには、制度と合わせて資源（人的、経済的、工程）の
確保は不可欠である。 
港湾施設整備事業全般において、各段階（調査・設計・施工・維持管
理）の検討だけでなく、他の段階を理解した上で情報を確実に繋ぐ技術
者である海洋・港湾構造物設計士の役割は重要である。 

参考文献 
1） 公益社団法人 日本港湾協会 港湾の施設の技術上の基準・同

解説.2018.5,pp.35～36 
2） 国土交通省大臣官房 技術調査課，国立研究開発法人 土木研

究所 土木事業における地質・地盤リスクマネジメント検討委員会 
「土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライ
ン」.2020.3 

3） 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 技術部会 港湾専門委
員会「三者会議における少額随契契約制度の問題点」に関する意
見.2020.5.8 

4） 国土交通省港湾局事務連絡 三者会議実施要領で規定する費
用.2015.10.8付 

                      （執筆者 岡田光志） 
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4－7 BIM/CIMのさらなる活用 
４－７－１ はじめに
国土交通省が 2012 年に CIM(Construction Information 
Modeling)を提唱して 10 年が経過している。この間に i-Construction
をはじめとするICT施工が活用され始めているが、設計でのBIM/CIMは
いまだに低調な活用状況である。ここでは、今までの BIM/CIM の歴史を
振り返り、今後の海洋・港湾構造物での設計にどのような影響を与えるか
を考察した。これにより、次世代の設計手法に変革を与え、設計者がより
自由に活躍する事を望む。

４－７－２ BIM/CIMの歴史 
(1) BIM/CIMの誕生 
今後の方向性を探る為に、過去の BIM/CIM の概要を取りまとめる。
1970 年代にカーネギーメロン大学のチャックイーストマン教授が、ソリッドモ
デリング等と同時に建物のオブジェクトに情報を持たせる概念を発表した。
これが BIM（Building Information Modeling）の始まりと言われて
おり、この概念は建築（建物）へ特化した概念である。この考え方は従
来、敷地計画、意匠設計、構造設計等の様に、上流から検討を進めるウ
ォーターフォールモデルに対して、意匠、構造、設備等はそれぞれが他を干
渉し影響しながら設計が進むため、同時に他の設計状況を確認しながら
進めて行く同時進行の設計手法がこの概念であった。

(2) ソフトウエアの誕生及び建築での発展 
その後 1980 年代には BIM の概念を受けて GraphiSoft 社の
ArchiCAD や Charles River Software 社（現 Autodesk 社）の
Revit 等のソフトウエアが誕生する。これらのソフトはパラメトリックオブジェク
トを配置し、構造計算、日照計算、意匠確認（３次元図）等を相互に
確認、検討しながら建物を設計するものである。これらの概念図を以下の
図 4-7-1 に示す。これらに配置されるオブジェクト（モノ）は、線や立方
体の形だけではなく、壁や柱、窓、階段、トイレと言った情報を持っている。
パラメトリックオブジェクトとは、例えばH鋼で、H350、H200等のサイズ、
材質や長さを変数（パラメーター）で可変出来るオブジェクトの事である。
1990 年代に入るとインターネットやハードウエア環境が発達、安価に利用
できるようになり、従来の紙による設計から CAD による設計に移行してき
た。それに応じこれらの BIM ソフトウエアは発達し、利用者が増加していっ
た。 
 この様に建築設計では、設計手法を合理化する手段として BIM の概念
が発達し、現代では意匠・構造と設備、電気等のそれぞれの干渉を事前に
解消するフロントローディングの道具として広く活用されている 

図 ４-7-1 BIMの概念図1)

４－７－３ BIM/CIMの現状 
土木の分野では2012年に国土交通省がCIMを提唱し、建築のBIM
を土木の世界にも広げようとし、同年には国土交通省として初めて試行設
計や試行工事も実施されてきた。工事が実施されるとModeling≒設計の
概念から外れるためCIMは次第にModeling/Managementの意味合
いを持つようになった。国土交通省発注工事の港湾分野では 2017 年に
初めて函館港若松地区岸壁改良工事 2)、3)において CIM が活用され
た。 
CIM の名称は日本のみで使用され、諸外国に解りにくい事と建築を統
合するため、2018年には名称をBIM/CIM と改称された。なお、BIMは
Building Information Modelingの略語である。ただし、諸外国では土
木系のBIMをBIM for Infrastructure または Infra BIM と呼ばれ
ることが多い。ただし諸外国に比べ我が国は、国が主導して土木分野で
BIM を活用している先進国であると言える。2023 年には国土交通省発
注工事は原則BIM/CIM対象とする事が2020年に発表されている。 

(1) BIM/CIMでの設計 
BIM は建築設計を中心にその活用分野を広げて来たため、建築設計
や施工に特化したソフトウエアの発達を遂げてきた。建築では、平面図を中
心に設計を行う事が多いが、土木では断面を中心に設計を行う事が多いく、
このことから従来の建築用の BIM ソフトウエアを土木で利用するためには
利用勝手が悪い。そのため土木分野の設計では従来から利用されている
CAD などをデータ変換するなどして BIM で利用されてきているが、データ
交換形式である IFC 等も建築に特化した形式となっている状態である。そ
のため、土木分野での活用を念頭に、2021 年に土木を含む IFC4.3(ド
ラフト版)がリリースされる状況となっており、これらの規格が充実するとともに
対応ソフトウエアが増加するものと考えられる。以上の状態から土木分野で
の BIM/CIM を活用した設計は、現在ではさほど活発に行われておらず、
ソフトウエアやデータ交換規格の成熟・普及が待たれるところである。 

 (2) BIM/CIMを活用した施工 
建設現場での活用は、3D-Lidar やドローンなど現地地形や障害物を
短時間で安価にデータ化可能となったため、設計データと組み合わせて建
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設現場の施工シミュレーションが可能となった。以下の図 4-7-2 に活用事
例を示す。シミュレーションは、施工計画書をベースとして各作業の代表的
な状況を 3 次元で再現し、施工可否を判断している。現場が始まってから
は、シミュレーション結果を大型ディスプレイやVR等を活用して正確に作業
者に伝える事が中心となっている。その他の活用としては、出来上がった構
造物寸法等の出来形や品質管理項目の値等を 3 次元モデルに付与し、
電子検査や維持管理などに活用している。また先進的な例として、
BIM/CIMのデータを元に、ICT建設機械との連動などを行っている例8)も
見られる。   

図 4-7-2 建設現場での活用事例 4)、5)、6) ,7)

(3) ICT建設機械や自動化 
建設会社、建設機械メーカーは旧来よりシールド機器の開発や大型起
重機船の開発など機械化を進めてきた。更に 2012 年から国土交通省が
掲げる i-Construction の中の ICT機器の全面的な活用の施策に連動
して、数々の ICT 機器開発を加速している。その代表的な例を以下の表
に示す。これらの ICT 機器は建設会社＋建設機械メーカーとの共同開発
又は建設機械メーカー単独で開発している例が多い状況である。ただしこ
れらの機器は試験的に実施している場合も多く、作業効率や経済性等を
考慮し本格的に活用されるのはあと数年かかるものと考えられる。 

表 4-7-1 各社の主な自動化機器の例1)

名称 自動化概要 
鹿島建設： 
A4CSEL (クワッド
アクセル) 

汎用の建設機械にGPS、ジャイロ、レーザスキャナ
などの計測機器及び制御用PCを搭載することに
よって、自動運転 

大成建設： 
T-iROBO 

T-iROBO Excavator：自動掘削可能なバックホー 
T-iROBO Rebar：自動鉄筋結束機械 

清水建設：シミズス
マートサイト 

Robo-Welder：柱を自ら上り、継目を自動溶接する
機械 

KOMATSU 
ICT機械 

PC200i-10等の操作ガイダンス付きバックホー 

プラットフォームからのデータ転送や出来形計
測などを含む 

４－７－４ BIM/CIMのポテンシャル 
 (1) BIM/CIMデータ規格 
BIM/CIM データのデータ交換規格(共通ファイルと呼称している)として
国が指定しているものは、構造物が IFC、地形や線形状等が j-
LandXMLと言う2つの規格である(以下の表 4-7-2を参照)。 

表 4-7-2 BIM/CIMデータの納品ファイル基準
モデルデータ 

種類 

納品ファイル形式 

共通 ソフト固有 

地形 J-LandXML オリジナル(dwg等) 

地質・土質 無し オリジナル(dwg等) 

線形 J-LandXML オリジナル(dwg等) 

土工形状 J-LandXML オリジナル(dwg等) 

構造物 IFC2x3 オリジナル(rvt等) 

統合モデル 無し オリジナル(nwd等) 

J-LandMXL は、土地の起伏形状表現に特化したオープンフォーマット
で、2000 年に米国で官民から成るコンソーシアムLandXML.org により
作成が開始された。国内では、国土技術政策総合研究所により
LandXML1.2 に準じた3次元設計データ交換標準(案)が策定されてお
り、呼称がJ-LandXMLとなった。主に海底地形や浚渫形状などの平面の
起伏や線形等を表現する事に特化したデータ規格である。以下の図 4-
７-3に J-LandXMLで表示された例を示す。 

図 4-7-3 J-LandXMLでの表面起伏の表示例 

IFC は、建築での多くの BIM ソフトウエアが開発されると、異なるソフト
ウエア間でデータ交換が出来ない事から、共通フォーマットが必要になった
事から開発された経緯を持つ。1995 年から Autodesk 社等の複数のソ
フトウエアベンダーが中心となる IAI (International Alliance for 
Interoperability)によって IFC (Industry Foundation Classes)規格
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設計データ 

設計 
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データ 

デジタルツイン
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施工機械・仮設材

データ 

施工工程 

施工シミュレーシ

ョン 

事前施工検討 

機械配置検討 

作業性検討 

シミュレーショ

ン結果の周知，

活用 

作業の周知 

データ準備 
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が作成されている。IAI は中立性が必要であるため、非営利団体として活
動を進め、2007年にはIAIはbSI (Building SMART International）
に名称を変更した。2022年現在、国土交通省のBIM/CIM対象業務・
工事で納品する際の規格は、2007年のIFC2x3となっている。IFC規格
は、従来規格とはその構造が異なり、3 次元形状のモノ（エレメント）の
他に人や時間、コスト等の資源分野があり、それらをリレーション（関連性）
で結び付けて表現が可能なオブジェクト指向規格となっている。 
 オブジェクトには、そのものが何であるかの意味付がされているが、
IFC2x3 では建築要素で構成されている。そのため、bSI により近年土木
構造を含む規格を追加するための活動が行われている。2020 年 11 月
では、道路、鉄道、トンネル、港湾の 4 分野が追加作業中であり、2021
年の夏頃にはIFC4.3として規格が出される予定である。ただし国内では、
2012 年から土木分野BIM/CIM の納品が進められているため、建築要
素を使用しつつ土木構造物に適用可能な様に「土木構造物モデルビュー
定義2018」が土木学会からとして発刊されており、これを元に各ソフトウエ
アに IFC規格の入出機能が実装されている。 
 IFC では、壁や階段、杭と言った物のかたまりをエンティティ（実態）と呼
んで分類をしているが、このエンティティにはφ800 t=12mm 、 
L=12.5m 等の 3 次元形状の他に打設方法、強度（材質）等の属性
を保有する構造となっている。また、IFC ではリレーションと呼ばれる関係性
を付加する事により独自の属性を付与する事も可能である。以下の図 4-
7-4に IFCでの杭の表示例を示す。 

図 4-7-4 IFCでの杭の表示例 

(2) BIM/CIMデータとCAD図との違い  
CAD図は線の集合体であり、CAD製図基準(R4.3)によって、平面図、
断面図などは各ファイル名を変化させることで区別を行っている。ファイル内
は、主要構造物を STR 等の各レイヤー名でそれぞれの構造物の意味付
けがなされている。以下の表 4-7-3 に CAD 製図基準で設定されている
レイヤーとその描画構造物の例を示す。レイヤーと描画する構造物は、本
体工（ケーソン）、上部工と言った区分けになっており、材質などの文字
は別レイヤーに記載される仕様となっている。このことは、コンピュータ上で矢

板か、タイ材か等の構造物の区別や構造物の規格などについて認識が出
来ない。このことから自動的に構造計算やチェック等が出来ず、人間が目視
する事によって設計計算値と違いはないか、根入れ長は足りているか等の
照査を行っている要因となっている。  

表 4-7-3 レイヤー毎の構造物作図要素9)

図 4-7-5 CAD図での杭の表示例 

一方 BIM/CIM（IFC)規格であれば、上記の区別がついているため、
コンピュータが構造物の形状や水圧が作用する範囲、支持される地盤等を
認識可能である。このため、BIM/CIM に設計プログラムをつなげる事によ
って、自動設計や自動照査への素地を有している部分が大きく違う点であ
る。 

４－７－５ BIM/CIMのさらなる活用 
 (1) BIM/CIMによる自動設計 
現状での設計手順は、図面を描画し、その図を元にした計算用のモデル
化を行い、構造計算等を行って応力や値入長などが基準を満足している
かを判断している。現状の BIM/CIM での構造計算例を以下の図 4-7-
6に示し、現地形状に応じた3次元モデルの変形例を図 4-7-7に示す。
一部のBIM/CIM ソフトウエアでは、モデルを作成するとこれらの 3次元モ
デルから構造解析用モデルの生成や，これらを使った構造計算、基準に
応じた部材や値入長等を確保する構造物の変形などを自動的に行うシス
テムが構築されており、設計作業が自動的に行えるシステムが今後発達す
るものと考えられる。ただしこれらのシステムは、対応する設計基準や構造
物等によってそれぞれ変化するため、技術基準を利用した重力式防波堤
のシステムなどの等，細分化されたソフトウエアが必要となってくる。ただし，
CAD と違い BIM/CIM では 3 次元モデルをコンピュータ側で「防波堤」と
言った構造物の種類認識可能となるため，それらの構造物に応じた構造
計算が自動的に実施可能となる．初期設定で、適用する基準を間違わ

エンティティ：IFCPile 

形状：φ800 t=12mm ,L=12.5m 

打設方法：ジェット併用打撃工法

材質：SKK490 

 Rel：IfcRelAssignsToProduct 

 taks：打設終了  2022/3/1 

 taks：打設開始  2022/2/15  Rel: 

 Rel: 

独自属性

杭製作図 S=1:100 unit=mm 

鋼管杭φ800mm,t=12mm 
SKK490 

レイヤー分離により，コンピュータ上で構

造物と認識可能。ただし杭と認識できない

D-STR-STR2 
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なければ、計算間違いやモデル化の際に起こしがちな転記ミス等が無くなる。
また構造計算などと同様に、今まで人で行っていた照査を自動的に考慮可
能となる。今後は BIM/CIM モデルを設置したのちに条件が満足しない部
材が着色されて、条件を満足するまで自動的にサイズや強度などを調整し
て、表示可能なシステムとなってゆくものと考えられる。以下の図 4-7-8 に
これらの自動設計の概念図を示す。 

図 4-7-6 現状でのBIM/CIMでの自動設計例10)

図 4-7-7 砂防ダムのリアルタイム自動設計例 

図 4-7-8 BIM/CIMでの自動設計の流れの例 

(2) 施工計画などのフロントローディング 
 各エンティティには、着手日程・終了日程などの工程や３D モデルから自
動的に算出可能な数量、工費が連動して付与できるため、事前に施工計
画を立てる事が可能である。この際に、設置位置周辺の道路や建物、港
湾の形状や避泊地等の広域な地形を同時にモデル化しておけば、現地と
そん色なく施工検討が可能となる。現状では 3DLiDAR やドローンによる
写真から現地の点群データが短時間で取得可能であるため、これらのデー
タが従来の平面図とともに現地情報を詳しく理解できるデータとなる。一方、
交差点において PCa 桁を積んだトレーラーが曲がれない等の施工上制約
になる現地詳細が分かるために、別ルートの検討や積載方法を変更して
交わすなどのより実際の施工現場で検討している内容と変化が無くなる。
そのため、実際の施工での課題が非常に少なく、スムーズな施工進行に役
立てるものと考えられる。 

表 4-7-3 主な建設シミュレーションソフト 1)

メーカー名 
ソフトウエア 

名称 
シミュレート 

範囲 

Autodesk Navisworks 4D、5D 

川田テクノシステム V-nas clair 4D、5D 

Forum8 UC-Win/Road ver15+プラグイ

ン 

4D 

図 4-7-9 BIM/CIMでの工程検討の例2)

 一方、施工検討は従来の設計で実施する一般的な施工検討より詳しく、
時間がかかるようになり、より専門性を有する技術者が設計時で施工計画
を立案する必要性が出てくる。また、逆に実際の施工時に検討が不要にな
る部分も多くなり、現状で認識されている設計時の施工検討と施工時の施
工検討の内容と範囲が変化する。施工検討の範囲及び詳細度に関して
は、あまり基準類等での規定は無いが、施工前には、施工上必要な検討
をすべて行っていることが重要である。今後フロントローディングが本格的に
進行した際には、これらの役割分担を双方が十分に認知して進める必要
がある。 

(3) データ連携 

BIM/CIMモデル

自動計算モデル化

自動構造計算

河川上に配置後
堆砂量を自動計算
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接触面積算出

重力式係船岸
摩擦係数
照査用震度等

岸壁自重

算出

土圧等外力算出

作用力算出

耐力算出

作用耐力比

End 

基準を満足する

満足しない

モデル

変形

4D：3D+工程，5D：4D+工事費 

工程表 

3D モデルと工程の
関連付け 
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形状や寸法、規格を含む構造物の詳細、検討条件や結果、施工計画、
数量、金額等がデータとして一元管理可能な道具が BIM/CIM である。
特に設計から施工へのデータの受け渡しにおいては、以下の図 4-7-10で
示すようなICT機器との連携等で利用が進んできている。  

図 4-7-10 起重機船での函体設置時のBIM/CIMデータ活用例 1)

近年の港湾で利用されるICT建設機械は、GPS等の絶対座標を目標
として起重機船での吊り荷や杭打ちの位置の制御を行っている。ここに、
BIM/CIM のデータを連携させると、従来の様に座標データを自動施工機
器に入力する手間が省け、入力に伴うミスが無くなる。更に港湾で利用さ
れる ICT 建設では、吊り荷等の施工対象物を自動追尾式のトータルステ
ーションで自動的に計測し、施工対象物のリアルタイム位置をフィードバック
して施工誤差を少なくさせている。そのため、最終的に施工が完了した時
点での座標を BIM/CIM に付与すると、自動的に出来形として実際の施
工位置を残すことが可能である。以下の図 4-7-11 に SCP での自動施
工出来形付与の例を示す。 

図 4-7-11 BIM/CIMに自動付与された出来形データの確認状況11)

この様に、調査-設計-施工で発生したデータをBIM/CIMモデルで一元
管理する事により、従来の様に大量の紙データを検索する必要が無く、電
子データであるために検索を行うことによって目的のデータを素早く得る事が
可能となる。そのため災害時での応急復旧時等の早急に正確なデータが
必要とする場合に有効なシステムとなる。ただしこれらのメリットを享受する
ためには、CD-R やフロッピーディスクの様なメディアに依存していると、複数
の設計業務や工事での検索が出来ない。そのため現在国土交通省国土
技術政策総合研究所で進めている「DX データセンター」のような、すべて
の構造物にまつわるデータを一元管理できるようなプラットフォームの整備と
活用が望まれる。  

図 4-7-12 国土技術政策総合研究所でのDXデータセンターの 
概要11)

(4) データ蓄積とナレッジベース 
BIM/CIM データを集積してゆくと、今まで数値化出来なかった「安全」
等が数値化可能な可能となるものと考えられる。建設現場は経験工学で
あると言われるように、構造物の状況、自然条件、作業内容、技術者の技
能等様々な条件を総合的に考慮して、各種の安全上の法規や過去の教
訓を手本として複雑な要素の中から「安全」である作業内容や手順を決定
している。BIM/CIM ではモデル内で施工シミュレーションが可能となるため、
不確定要素を考慮した施工をシミュレーターの中で実施してみて安全かど
うかの判断がある程度は可能となると考えられる。また、国土交通省の第
５期国土交通省技術基本計画では、将来の建設現場像として以下の図
に示すような自動施工現場を示しており、ここでも示した通り施工履歴など
は自動的に蓄積されるようになってきている。このような現場からどのように
指示しどのように施工され、その結果安全か不安全かを蓄積されていくと、
ビックデータの中から作業内容と現場の状況から「安全」、「不安全」が定数
化されると考えられる。  

図 4-7-13  将来の建設現場のイメージ13)

設計上でも、過去の設計結果から設計条件の類似するものから工夫を
行った構造形式等、基準上で発見しにくい点などを注意表示する事で同

X,Y,Z
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様の失敗事例が無くなるものと考えられる。 
これらのナレッジベースを作成するためには、データの大量蓄積及びそれ
らの構造物、状況別などに分類分けしAI等で不安全等との結び付けを行
うことで、実現可能であると考えられる。   

４－７－6 さらなる活用で得られる効果予測 
 (1) 時間短縮とデータ連携がもたらす真の設計 
BIM/CIM を用いると最終設計成果までの労力や時間が非常に少なく
なり、設計者は従来繰り返し行ってきた同様の設計計算やチェックから解放
されると考えられる。そのため計画-基本設計-細部設計-実施設計-施工
と言った枠組みが変化し、計画段階から実施設計レベルの情報を得られる
時代が来るものと考えられる。この様な状況になれば設計者は、従来の設
計から1歩踏み込んだ設計が可能になると考えられる。1歩踏み込んだ設
計の1つに、利用者の意見・希望から必要な機能を考慮して施設やサービ
スを設計する事が考えらえる。これは施工前に VR などを利用して仮想的
に利用してみる事によって、使い勝手が良く補修が楽に行える等を考慮し
た設計が実施可能と考えられる。これを進めてゆくと構造物の設計のみな
らず、ソフトウエアサービスと連携して機能を提供できる枠組みを考える事
なども設計に加わると考えられる。更に施工シミュレーションを行った結果を
自動施工機械に転送して施工が完了する状況となり、まさに設計者が構
造物建設の中心的役割となるものと考えられる。  

(2) 計画と設計の融合、地域一体型の設計へ 
従来の港湾計画では、港湾区域や地域などを総合的に判断して岸壁
等の各種構造物の延長と水深などの規格を平面図で設定してきた。設計
では港湾計画を基に、構造物の構造計算などを行い構造物の詳細＝3
次元的な形状を決定している。BIM/CIM が発達すると、周辺環境や構
造物が一体として3次元で管理可能であり、先に述べたように構造計算な
どが自動化されてゆけば、港湾計画の段階で同じ場所でも地震に有利な
方向で岸壁を整備する事や、施設のリニューアル時に周囲構造物の一体と
なった活用の検討が行えるなど、計画と設計が融合して行き、各構造物だ
けでなく地域と一体となった検討が可能となるものと考えられる。 

(3) 新たな設計サービスで広義の設計へ 
従来の設計は、基準や仕様に沿った応力計算等のエンジニアリング中心
で行われてきた。この部分の自動化が進むと、従来不可能であった波浪の
厳しい海域に防波堤を設置可能となる技術開発などのエンジニアリングの
深化と、利用者の利便性を安価に提供する等の機能実現が設計の中心
となり，エンジニアリングの進化がもたらされるものと考えられる。これにより
設計者は狭義の設計から広義の設計を実施可能になるものと考えられる。  
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４－８ 質の高い港湾のインフラシステム輸出に向けて 
筆者は、国際港湾交流協力会（以下、「JOPCA」）（会長 山縣
宣彦 みなと総合研究財団理事長）企画委員会にも 2022 年度まで所
属し、活動の一つである「技術協力のあり方を考える研究会」（以下、「研
究会」）の主査として、2018 年から、テーマ「インフラシステム輸出時代に
おける技術協力」と題して、2022 年までに毎年有識者による基調講演や
関係者によるパネルディスカッションを 5回開催してきた。本論では、その間
に得られた港湾分野におけるインフラシステム輸出の実態に基づき、本論
の「広義の設計論」に立脚した、今後の「質の高い港湾のインフラシステム
輸出」の方向性を提言したい。 

４－８－１ 現状と今後 
「インフラシステム輸出戦略」（2013 年）１）によれば、「新興国を中
心とした世界のインフラ需要は膨大であり、急速な都市化と経済成長によ
り、今後の更なる市場の拡大が見込まれる。このため、民間投資を喚起し
持続的な成長を生み出すための我が国の成長戦略・国際展開戦略の一
環として、日本の“強みのある技術・ノウハウ”を最大限に活かして、世界の
膨大なインフラ需要を積極的に取り込むことにより、我が国の力強い経済
成長につなげていくことが肝要である。」とされている。この中で「システム」輸
出とは、我が国企業による「機器」の輸出のみならず、インフラの「設計」、
「建設」、「運営」、「管理」を含む受注や、現地での「事業投資」の拡大な
ど、我が国企業の多様なビジネスの展開と定義されている。これによる波及
効果は、日本企業の進出先国において、物流や電力などの経済インフラの
開発を進展させることは、日本企業の進出拠点整備やサプライチェーン強
化につながり、現地の販売市場の獲得にも結びつくため、インフラ受注その
ものに加えて、複合的な効果を生み出す。また、我が国の先進的な技術・
ノウハウ・制度等の途上国への移転を通じ、途上国の人々のライフスタイル
を豊かにするとともに、環境、防災等の地球規模の課題解決に貢献し、我
が国のソフトパワーの強化及び外交的地位の向上にも貢献するとされてい
る。こうしたインフラシステムの海外展開については、一義的には民間企業
主体による取組みが重要であり、新興国等の海外市場の特性を踏まえた
グローバル戦略の策定や、コスト競争力やマーケティング強化等の面でのこ
れまで以上の企業努力が求められるとともに、海外に活路を求める企業と
しての強い意志が必要である。しかしながら、インフラシステム海外展開に
おける国際競争は熾烈を極めており、我が国企業はエネルギー、交通、情
報通信、生活環境等の現在の主力となっている分野において、個別の製
品や要素技術では世界トップ水準のものが多いが、厳しい国家間競争の
中で、価格をはじめとする途上国・企業のニーズへの対応力の差、優れた
機器や技術をもとにしたマーケティング、ブランディングといった経営面でのノ
ウハウの不足、運営・維持管理まで含めた「インフラシステム」として受注す
る体制が整っていないことやインフラ海外展開を担える人材が限定的である
こと等から、これまでの受注実績においては欧米や中国・韓国等の競合企
業に大きく水をあけられている現状にあるとされている。 
我が国政府は、図 4-8-1 に示すように、上記の「インフラシステム輸出

戦略」を策定して以降、G20 大阪サミットにおける「質の高いインフラ投資
に関する G20 原則」を通じて、国際社会における質の高いインフラの必要
性の喚起等、各種政策を推進してきた。受注実績は、2010 年の 10 兆
円を基準として 2020 年に約 30 兆円の受注を獲得するとの目標（KPI）
に対し、最新は 2018年に約25兆円となっており、増加基調を維持して
いる。この受注増加により、経済成長および国富の増加に貢献している。 

資料 インフラシステム海外展開戦略2025  
図 4-8-1 「インフラシステム海外展開戦略2025」における目標(KPI) 

他方、国内市場が少子高齢化・人口減等により縮小傾向にあるなか、
拡大が見込まれる海外市場の獲得は引き続き重要であり、技術・ノウハウ
の継承等の観点からも、その重要性は一層増している。また、既存インフラ
の老朽化に伴う維持管理更新ビジネス、世界の都市化の進行に伴う一体
的な都市開発、財政健全化ニーズやODA卒業国の増加が見込まれるこ
とに伴う PPP（Public Private Partnership）方式に対する需要、DX
の進展とそれに伴うデータを活用したサービス事業等、さらなる拡大が見込
まれる世界のインフラニーズを十分に取りこめていないのが現状である。 
なかでも根本的な問題として、堂道秀明氏２）によれば、我が国企業の
「価格競争力」の問題があると指摘する。JICA の金融システムでステップ
（Special Term for Economic Partnership）は、円借款をタイドで
供与するものであり、日本の企業が受注することと結び付けてファイナンスを
行う制度だが、後発開発途上国（LDC）、中進国では適用できない。こ
のため、それらの国では国際競争入札をやらざるをえないため、例えば図 
4-8-2 に示すように、中国企業等との競争になり負けているのが現状であ
る。他方ステップが適用できても一社入札が多く、一般的に価格が高く敬
遠される傾向にあるため、日本の優位性を相対的に低下させている。港湾
分野においては急速施工、地盤改良、桟橋施工などでの技術面では比較
的まだ優位性を保っているが、価格や建設スピードの面では劣後であるの
が現状であると指摘する。 
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                           資料 国土交通省港湾局 
図 4-8-2 我が国と競合国の企業規模の差 

このため、2016 年の伊勢志摩サミットにおいて、わが国はインフラのライ
フサイクルコストに焦点を当て“質の高いインフラ”の国際的なスタンダードを
提案したところである。しかし、無償援助でなく、円借款については途上国
にとっては債務であり、国会承認が必要な国が多く、わが国の技術は評価
されても、価格の評価で総合的に負けている事例が多い。さらに中国や韓
国などは、色々な意味で相手国政府に働かけている。また資金の貸し手
が増えて、国によっては国際市場でドルも調達でき、また国内の起債もやり、
我が国に頼まなくても自由度がある方が良い、国の負債が少ない方が良い
という選択をする国も増えている。このため円借款を繰り上げ返済する例も
増えてきており、途上国が貸し手を選ぶ時代になって来ている。 
さらに、アフリカ諸国など途上国政府は、我が国では馴染の少ない、政
府の負担が少ない PPP 方式によってインフラを造るということに魅力を感じ
ている。このため PPP 方式が今後の主流になっていくとすれば、日本企業
は途上国企業との合弁や提携は絶対的に不可欠であり、価格問題を克
服していく上でも強力なオプションになる。特に、中国の一帯一路に対抗し
ていくためにも、日本企業と途上国企業との提携や合弁にフレンドリーな制
度設計が必要であると指摘する。他方、広田幸紀氏３）によれば、アジア
は PPP の後進地域であるが、都市化がかなりの勢いで進んでいるので、
今後多くの再開発のニーズが生まれてくる可能性が高く、こうしたアジアの
事情を踏まえた日本の強みを活かす方法を考えていくことが必要であると
指摘する。 

４－８－２ 「日本型港湾開発」が有する70年間のインフラストック 
第1章１－１に示した我が国の港湾開発方式は、竹内良夫氏が命名
し「日本型港湾開発」４）と呼ばれている。「日本型港湾開発」とは、港湾
を交通、生産、都市生活の場の複合空間・複合機能として捉え、港湾開
発を公共的な事業として推進し、地域開発・地域発展に役立てる方式で
ある。つまり、欧米のような物流をはじめとした交通機能に特化した、独立
採算制のポートオーソリティ方式と違って、我が国は、図 4-8-3 に示すよう
に地政学上の特徴を活かして、地方行政組織内での港湾管理者による開

発方式をとってきた。これによって同図に示すように、我が国は人口 50 万
人以上都市のほとんどが港湾と一体となった沿岸部に存在し、戦後 70 年
間の歴史の中で、以下に示すような国際的なコンテナ、バルク貨物やクル
ーズなどの海上交通課題のみならず、背後の都市の産業や生活分野など
様々な課題に対応してきた。その結果、図 4-8-4（再掲）に示すような
交通、産業、都市生活機能などの多機能空間や施設を有する港湾となっ
た。さらに国土交通省は、2013 年を「社会資本メンテナンス元年」と称し
て、インフラマネジメント時代に突入し、様々なインフラ点検や維持・更新
技術を開発・導入して来ている。さらに 2022 年 12 月にはインフラマネジ
メントにおける計画策定プロセス及び実施プロセスの新たな取組として、２
－６に示した『地域インフラ群再生戦略マネジメント』の提言を公表してい
る。 

図 4-8-3 我が国沿岸部の地政学上の意味 

図 4-8-4 多様な機能を有する我が国の港湾 

■臨海工業地帯 新産業都市16地区、工業整備特別地域4地区 
■沖合人工島 東京臨海副都心、神戸ポートアイランド、北九州響灘
等  
■港湾都市再開発 横浜港みなとみらい、神戸ハーバーランド等 
■賑わい文化の創造 東京港お台場、博多港マリゾン、門司港レト等 
■広域廃棄物処理、リサイクルポート 大阪湾フェニックス等 
■国際コンテナ戦略港湾 東京港、川崎港、横浜港、神戸港、大阪
港 
■内貿ユニットターミナル 新門司、大阪南港 
■国際バルク戦略港湾 小名浜港など14港 
■港湾区域及び一般海域における洋上風力発電 
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■港湾管理者制度   cf.中国の港湾管理者制度（2003年） 
 他方、この70年間の港湾建設の歴史の中で、我が国沿岸部における、
地震・津波、高潮・高波、海岸侵食、軟弱地盤さらに近年の気候変動に
よる海面上昇など、過酷な自然条件に対する、以下のような対応技術も
有しており、さらにこれらの技術を支える、世界でも珍しい波浪・水工、地
盤、構造、環境、施工の総合沿岸研究所である国土政策技術総合研究
所（横須賀庁舎）（以下、「国総研」）や港湾空港技術研究所（以
下、「港空研」）がある。さらに両研究所から大学へも多くの人材を供給し
ている。 
■地震対策 ﾚﾍﾞﾙ２地震対策、液状化対策、地震応答解析シミュレ
ーション手法（FLIP） 
■津波・高潮・高波対策 湾内防潮対策、津波・高潮応答解析シミュ
レーション手法（STOC）、港内静穏度シミュレーション手法（ブシ
ネスク手法、高山法）、三次元数値水路解析（CADMAS-
SURF）、混成堤構築技術、耐波・津波式（合田式、谷本式） 
■軟弱地盤改良 深層混合固化処理工法（CDM）、SD、表層固
化等 
■軟弱地盤・大水深・大規模埋立造成 関西国際空港、羽田空港、
北九州空港等 
■環境対策 環境ｱｾｽﾒﾝﾄ、生物共生型構造物（緩傾斜護岸等） 
■航路・泊地埋没対策 漂砂、ｼﾙﾃｰｼｮﾝ予測・対策 
■構造物の維持管理 AUVや音響レンズによる点検診断など 

４－８－３ 途上国が真に求めているもの 
第3章で述べた「ものづくりの原点」に基づいて、途上国へのインフラシス
テム輸出のあり方を考えてみる。４－８－１で定義されている「インフラシ
ステム」は、「インフラ」が「構造」であり、「システム」は、運営や管理、事業
投資の色彩が強いので「機能」と見做すと、３－１で示した「ものづくりの
原点」は、以下の通り、書き換えられる。 
①利用者である途上国は「機能」を選択し、創造し持続させる。 
②「機能」が、「インフラ」を規定する。 
③「機能」は、途上国の生活や生産活動に拠るため、利用者や時間に
よって変わる。利用者である途上国が今「要求する機能」と、我が国が
途上国の将来の課題解決のために「提供する機能」がある。 
④従って、「インフラシステム輸出」とは、我が国は、途上国が要求する
「機能」、もしくは途上国に提供する「機能」を的確に捉え創造し、それ
を実現するために、より安く、より良い「インフラ機能」を輸出することで
ある。 
⑤さらに、出来上がった「インフラ」の運営は、①からすると「機能」の「新
設、維持、改良、廃棄」となる。所謂、２－４－２で第 5 次社会資
本整備重点計画の基本理念である「インフラ経営」であるし、２－６
で示した機能論による『地域インフラ群再生戦略マネジメント』でもある。 
従って、改めて途上国が真に求めているものは何かというと、「機能」であ
り、他方我が国は、それを実現するためにより安く、より良い「インフラ機能」

を輸出することであろう。さらに、第 3 章で述べた価値工学（Value 
Engineering)で考えると、 
相手国がインフラに求める価値V = 機能F / 総費用 C  

・・・ 式（４－８－１） 
となり、これまでの日本型は、Ｆ（↑）/Ｃ（↑）＝Ｖ（→）であり、
他方競争国は、Ｆ（→）/Ｃ（↓）＝Ｖ（↑） もしくは、Ｆ（↓）/
Ｃ（↓）＝ Ｖ（↑）だったのでないだろうか。つまり、４－８－１で
述べた「価格競争力」の劣後によるものである。さらに価格をはじめとする途
上国・企業のニーズへの対応力が競争国と差があり、途上国の求める機能
を十分に把握できないために、我が国並みの機能に応じた性能を有するイ
ンフラを計画・設計してしまい、コスト高を産んでいるのはないだろうか。 

４－８－４ 次世代における「質の高いインフラシステム輸出」とは 
近年、一部の日本企業では、現地における資機材の調達、また現地法
人化して人材採用・教育によってコスト削減を図り、Ｆ（↑）/Ｃ（↓）
＝Ｖ（↑）となって価格競争力を増強し、競争国から勝ったり、場合によ
っては受注したりしている。今後も、我が国企業は、このような努力によって
コスト削減Ｃ（↓）をさらに促進することが必要である。 
他方、次世代に向けては、「広義の設計論」に基づいて、併せて途上国
の市場に合わせた最適な機能を輸出することによって、それに見合うインフ
ラづくりを行う必要があるのではないだろうか。 
つまり、Ｆ（↑↑）/Ｃ（↓）＝Ｖ（↑↑）・・・式（４－８－２） 
とすることである。 
例えば、アジアには、図 4-8-5 に示すように、人口 10 万以上の沿岸
都市が多く存在する。広田氏が指摘するように、これらの都市は、都市化
がかなりの勢いで進んでおり、今後多くの再開発や都市問題のニーズが生
まれてくる可能性が高い。こうしたアジアの事情を踏まえた「日本型港湾開
発機能」のストックを活かす方法を考えていくことが必要ではないでろうか。 

図 4-8-5 東南アジアにおける人口10万人以上の沿岸都市 

(1)Ｆ（↑↑）とするためには 
まずは、４－８－２で示した我が国が有している「日本型港湾開発」



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        4-8-4 

の機能ストックの効果を分析し、途上国の市場に合わせた最適な機能を
設計（機能設計）し、その機能を実現する性能を有するインフラを設計
（性能設計）することである。つまり、藤本氏の「設計情報の循環としての
ものづくり」５）を途上国へのインフラシステム輸出に当てはめると、図 4-8-
6 に示す通りとなる。我が国の 70 年間の日本型港湾開発によって得られ
たストック機能 F0 をデータ化し、それをベースに途上国の求める機能をコミ
ュニケーションによって探り、最適な F1 を規定化する。それを現地における
場所や材料に転写しインフラを整備することである。JOPCA主催の研究会
で「インフラシステム輸出時代における技術協力のあり方」をテーマにしたパ
ネルディスカッションにおいて、研究者から“価格競争のために構造物の性能
を落とすことは、技術者としては出来ない。”という指摘があったが、その通り
である。しかしながら、途上国が求める「機能 F1」が、例えば我が国レベル
より低ければ、第3 章で述べられている通り、その「機能規定F1」に応じて
「性能」を規定し構造物を設計すれば、価格が低くＣ（↓）なるかもしれ
ないし、仮に価格が上がってＣ（↑）もその「価値」Ｆ（↑↑）/Ｃ
（↑）＝Ｖ（↑）が評価されるかもしれない。つまり、機能 F 重視で、
インフラを性能設計するということになる。 
さらに、その後のフォローアップとして、機能の運営計画も提示し、それに
応じたインフラのメンテナンス計画も提示する。特に、今後途上国における
公共事業は、PPP方式が主流となる中で、市場に合わせた機能づくりが必
要であり、また２－６に示した『地域インフラ群再生戦略マネジメント』によ
る完成後の機能運営が重要となる。 

図 4-8-6 我が国の機能値を活用して途上国へ転写 

但し、我が国の港湾の「技術基準」には、機能を設定するための「計画
基準」が無いため、次世代に向けて、図 4-8-7 に示す英国の「BS」
Part1-1  Maritime works. General Code of practice for 
planning and design for operationsのように「計画基準」の整備も必
要である。これによって、我が国も「技術基準」の国際化もさらに進むのでは
ないだろうか。 

図 4-8-7 英国BSの目次 

(2)途上国とのコミュニケーションの深化 
４－８－１にあったように、価格をはじめとする途上国・企業のニーズ
への対応力が競争国と差があると言われている。このため、途上国における
十分な市場調査や利用者とのコミュケーションを深めることによって、求める
機能を明確に規定化できれば、途上国も満足し、さらにその機能に応じた
インフラが輸出できるのではないだろうか。 
経済産業省の「ものづくり白書 2019」によれば、図 4-8-8 に示すよう
に、ビジネス工程において、企画・設計段階及びサービス段階が付加価値
を高くする領域（スマイルカーブ）であると言っている。つまり、途上国との
コミュニケーションは、プロジェクト創出時期や、プロジェクト完成後の運用時
期に深めると付加価値Fが高まるということである。 

図 4-8-8 ビジネス工程別の付加価値の度合い（スマイルカーブ）

さらに、途上国に付加価値を高める提案をするためには、経済産業省の
「ものづくり白書2019」の図 4-8-9に示す関係を途上国へのインフラシス
テム輸出に当てはめると、途上国のニーズ把握やデータの蓄積、さらにプラ
ットフォームの構築によってアイデアを出し合い最適な F1 の規定化、つまり
「価値の創造」が必要である。 
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図 4-8-9 ものづくりにおける顧客接点の強化 

(3)日本人の気質と性格を活かす 
さらに第3章で述べたように、「価値の創造」の過程においては、関係者
によるプラットフォームにおけるディスカッション（知恵だし）が不可欠である。
このため、各途上国において日本・現地合同チームで連携し知恵を出す体
制を構築しては如何だろうか。 
①まずは、官民のそれぞれの組織内の国内外部門の垣根を取り外し、
国内の技術者はこれまでの機能ストックを整理・分析し、海外の技術
者はそれを学び途上国に提案する。 
②他方、組織外では、以下のプラットフォーム「日本港湾インフラ機能輸
出会社」を構築して取り組む。 
   社長 国、自治体 
   営業・企画・人材開発部 

 ＪＩＣＡ（国際協力機構）、ＯＣＤＩ（国際臨海開
発研究センター）、JOPCA 

   開発・研究部 国総研、港空研 
   設計部 建設コンサルタント 
   製造・調達部 コントラクター 
   運用部 運営会社 

また、以下に藤本氏６）が示すように、日本人の気質や性格からすると、
他の先進国と比べて、統合力を活用したオペレーション重視の「擦り合わせ
製品」の製造が得意であるという。正に途上国の市場に合わせた「機能」づ
くりではないであろうか。このためにも、統合力を発揮するプラットフォーム体
制が必要ではないだろか。 

資料 藤本隆宏・第10回研修会基調講演 

さらに、日本人の気質や性格を表す指標として、国家全体など巨大な
経済システムの生産力の特徴を測る全体的な指標である「経済複雑性指
標（Economic Complexity Index 以下ECI）」があり、図 4-8-10
に示すように、我が国は過去20年間、世界一位を維持している。ECI は、
国家の多様度と輸出品目の遍在性の2点を考慮に入れているため、 その
国家がいかに多様であるか、またその国家の産業がいかに洗練されている
かの両方を測定することができる。上記と同様に途上国の市場に合わせた
洗練された「機能」づくりが得意であるという証ではないであろうか。 

図 4-8-10 経済複雑性指標（Economic Complexity Index）７）のランキング
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最後に、「途上国の地域・利用企業」、「途上国・港湾管理者」、及び
「我が国政府・建設コンサルタント・コントラクター」の 3 者が、「途上国の市
場に合わせた機能の提供によって途上国・地域社会へ貢献する」という共
有できる目的を設定でき、さらにこのような気質と性格を有する日本人が
“主体性と創造性”を持って臨めば、この 3 者が一丸となって「質の高い港
湾のインフラシステム輸出」の実現が可能になると思う。 

＜参考文献＞ 
1） 経協インフラ戦略会議 インフラシステム輸出戦略」、2013 
2） 堂道秀明 「インフラシステム輸出時代における港湾分野における

協力とは」、JOPCA「技術協力のあり方を考える研究会」講演資料、
2018 

3） 広田幸紀 「インフラシステム輸出の課題」、JOPCA「技術協力のあ
り方を考える研究会」講演資料、2019 

4） 八尋 明彦 「日本型港湾開発の特質について」、「港湾」（社）
日本港湾協会、1990 

5） 藤本隆宏 「日本のもの造り哲学」、日本経済新聞社、2004 
6） 藤本隆宏 「設計論に立脚した広義のものづくり経営学」、第10回

海洋・港湾構造物設計士会研修会、講演資料、2020 
7） https://oec.world/en/rankings/eci/hs6/hs96 

（執筆者 八尋明彦） 
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第５章 事例研究 

５－１ 自然体験・学習機能の提供 
５－１－１ はじめに
A港内B地区の老朽化した係留施設を廃止して護岸とし、新たに市民
とともに自然体験・学習できる機能を有する人工干潟が整備された。この
施設整備は、これらの機能に着目した先進的な事業であり、『広義の設計
論』を先取りしている。 
ここでは、この施設を通して、第3章に基づく『広義の設計論』の事例研
究を行う。

５－１－２ 自然体験・学習機能の提供施設について 
(1)施設概要 
この施設は、B 地区に整備されたもので、以下に示す通り護岸前面に

人工干潟が整備された。

図 5-１-1 施設概況 

施設整備工事の状況を以下に示す。 

図 5-１-2 工事の状況 

(2) 施設整備の目的と利用状況 
これまで埋立による開発が進んだ内港地域において、環境意識や自然
再生の取り組みがなされてきた。老朽化した桟橋撤去を契機に、その跡地
と前面に 1,000 ㎡規模の干潟・磯場が造成された。この施設は、耐震性
に優れる港湾施設と海の生物が共存できる構造を目指し、その結果を実
験的に実証しながら、護岸の補修や補強に活かしていくことを目的とした、
実海域における干潟・磯場等環境実証フィールドであり、港湾におけるグリ
ーンインフラの先駆けとなっている。 
この施設の整備の目的は以下のとおりとされている。 
①内湾自然再生の複合的課題に対する解決   
②内湾臨海部に存在する老朽化施設の補修・補強 
③水環境の改善を目的とした生物生息場の創出手法  

④内湾で市民利用が可能となる海辺の創出と産業活動との両立 

このため、この施設は、研究機関やNPO等の市民団体と連携して市民
との協同活動を通じて、近隣の小学校を始めとして環境教育に活用されて
いる。 

５－１－3 機能系統図による機能設計 
第3章の「広義の設計論」に基づくと、機能設計は以下の通りとなる。 
まずは A 港において既設の護岸及び周辺施設を存する B 地区に、自
然体験機能を提供する整備に対して、以下のような機能系統図を作成し
た。空間機能は、自然と触れ合いつつ、文化・歴史を踏まえた環境と共生
するために、市民に対して安全で快適な自然体験機能を提供する。更に、
それを実現するための施設機能として、①従来の係留機能を廃止し、②
新たに市民が安全に海に近づくことができ、美観を良くする親水護岸機能、
③さらに新たに海生生物が共生できる生物共生機能、を付加し、④荒天
時は使用不可のため外郭機能は従来のまま、⑤交通量も計画交通量内
であるため臨港交通機能も従来のまま、である。以上が、「機能設計」であ
る。さらに、それらの施設機能を実現するために各港湾施設が有すべき性
能規定を設定し、その性能照査を行う。以上が、「性能設計」である。 

図 5-１-3 「広義の設計論」にもとづく機能系統図 

【着工前】 【施工状況（旧桟橋撤去）】 【竣工後】 

施 工 後

施 工 前
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さらに、機能系統図に基づいて、第3章で提示した次世代の港湾計画 
で書き込むと、以下の通りとなろう。 

図 5-１-4 「広義の設計論」に基づくA港の港湾計画 

このように、次世代の港湾計画において、空間機能及び施設機能が決
定されることによって、事業実施上の「説明責任」が明確化される。今後は、
上記の機能規定や供用性等が省令・告示において制定されれば、国のみ
ならず港湾管理者、さらに 占有許可を受けて実施する港湾所在市町村
長、民間事業者によっても同様な機能を有する施設の整備が可能となる。
さらに、「損傷性」、 「維持管理性」、及び「施工性」に対する照査によって
実施される「性能設計」は、それぞれの施設機能を実現する必要があり、
多様な設計や技術開発が必要になる。 

５－1－４ おわりに 
A 港 B 地区における市民に対して自然体験機能を提供する施設を事
例研究として整理した。これらにより、施設管理者は、市民に対してより安
全でより快適な自然体験機能を提供ができその役割が果たせることができ
る。同様な事業を進める場合、計画・設計業務の委託を受けた建設コンサ
ルタントや施工を請負った建設会社は、担い手のやりがい、技術開発意欲
を増大させることができ、三者それぞれが持続性な発展を遂げることができ
ると考える。 

                      （執筆者 岡田光志、八尋明彦） 

１．港湾計画の方針（一部） 
 目標年次 2030年 
A港において自然と触れ合いつつ、文化・歴史を踏まえた環境と共生する
豊かな港湾環境を次世代へ継承する。 
２．空間機能及び施設機能、並びに施設の規模及び配置（一部） 
B地区において市民に対して安全で快適な自然体験・学習機能を提供す
るために、以下の通り計画する。 
（１）●●桟橋  廃止する。 
市民が安全に快適に海に近づくことができ、美観が良く、さらに生物が共生

できるものとする。 
（２）階段護岸 新設する。 
     延長●●ｍ 天端高さ●●ｍ 階段幅●●ｍ 手摺高さ●●ｍ
（３）磯場 新設する。 
     延長●●ｍ 天端高さ●●ｍ 幅●●ｍ  
荒天時の使用を認めない。 
（４）●●防波堤 既設のままとする。 
想定される利用者の入込数が計画交通容量内である 
（５）●●臨港道路 既設のままとする。
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５－２ 次世代設計委員会（中間報告） 
5－2－1 はじめに 
「広義の設計論」の論議では港湾計画・設計に「機能」を盛り込むこと

が広義の設計につながるとの一応の結論が付けられた。これらの結果を元
に令和 2 年度、3 年度に港湾局へ「国土交通省要望」としてこれらの「機
能」の基準類への反映の要望を提出している。これら要望への回答は、4
者協定に基づき引き続き実装勉強を続けたいと言ったものであった。これを
受けて2022年6月より、若手の設計・計画技術者により、「機能」をどの
ように基準などへ実装したらよいかの方法論と、実装に関するメリット、デメリ
ットに関しての論議を行っている。また、本委員会は 1 年間実施する予定
である。ここではこれまで全 4 回実施した次世代設計委員会の中で第 1
回から4回までの討議結果を、抜粋して中間報告として取りまとめたもので
ある。 

5－2－２ 構成委員 
構成する委員は海洋・港湾構造物設計士会の若手を中心構成し、オ
ブザーバーに4者協定中の構成員を加えた。以下に委員一覧を示す。 
委員長 中嶋 道雄(パシフィックコンサルタンツ株式会社) 
副委員長 柴田 大介(日本港湾コンサルタント株式会社) 
委 員 
 荒木 大志(パシフィックコンサルタンツ株式会社) 
 上田 陽彦(東亜建設工業株式会社) 
 佐藤 健彦(五洋建設株式会社) 
 鳥居 洋(日本港湾コンサルタント株式会社 兼副事務局長) 
 安下 純平(パシフィックコンサルタンツ株式会社 兼事務局長) 
 吉川 慎一(株式会社ニュージェック) 
オブザーバー 
 山本 修司(海洋・港湾構造物設計士会，沿岸技術研究センター) 
 八尋 明彦(海洋・港湾構造物設計士会，日本工営株式会社) 
 中原 知洋(海洋・港湾構造物設計士会，五洋建設株式会社)   

5－2－３ 討議内容 
以下に実施済み日程の概要一覧を示す。

表 5-2-1 実施済日程概要 

回数 実施年月日 実施場所 出席者数
第1回 2022/6/24 パシコン＋WEB 9名 
第2回 2022/7/25 パシコン＋WEB 10名 
第3回 2022/8/29 パシコン＋WEB 8名 
第4回 2022/9/26 パシコン＋WEB 10名 

 (1)第１回 
以下の図 5-2-1に第1回次世代設計委員会の実施状況を示す。 

図 5-2-１ 第1回次世代設計委員会の実施状況 

本委員会の委員は、広義の設計論についての理解があまり進んでい
ない人が多数を占めるため、広義の設計とは何かについての討議から始
まった。また、地球温暖化に対応した防潮堤のかさ上げを事例として、機
能を考える事でのメリット・デメリットを抽出した。この中で主に以下のよう
な意見が出された。 

機能設計では護岸天端高不足の場合、家が一軒しかない場合、
民家の嵩上げ、避難タワーを作るなど従来と違うやり方が多く出て
くると考えている。また機能優先ととらえると、均一な安全性が崩
れ、防潮堤整備より背面住民の排除に結び付く可能性が有る 
機能設計とした場合、防潮堤背後が過疎化して人がいなくなる
と、許容される被害レベルも変わってくるので、時間変化は機能の
一つの考え方として重要になると考えられる。また、気候変動等の
長い変動を考える際に供用50年中で、作用変化のため、どの段
階で計算するかなどを考える必要がある。社会情勢も変わっていく
ため、どのタイミングで機能を見直すかも機能設計には入ってくると
考えられる。 
性能設計になったが新しい照査手法を使った場合、会計検査で
指摘される可能性もある 
オランダは広い地域で標高が低く、すべて施設整備するのではな
く、堤防破堤の経済的損失による差別化をしている。年間の破壊
確率を地域別に分けて、オプションを取ったリスク概念が導入され
ている。 
「機能」の共通認識としては何のためにその施設が存在している
か、また面的に考えた時に、その施設がないとどうなるか、あったらど
ういう効果を生み出すのかというのが、機能のイメージと考えられ
る。 
機能設計を考える上では、受益者など誰のための事業で費用負
担はどうするかなどの議論も重要である。また各機能に応じてベネ
フィットはどのように算出するかも考えていく必要がある。 
民間バースを整備する際の機能とベネフィットは、将来どの程度の
利益があり、現在どの程度投資できるという投資判断があるので国
とは違うものと考えられる。また、民間では計画、設計、施工がす
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べて入っているため、全体で最適となる検討を行えているが、それ
は計画から施工まで責任をもって1社で行っているからであると考え
られる。国や自治体の業務でも同様の仕組みがあればよいが、責
任の分担などの課題がある。 
現状では計画段階で設計者が関与していないが、耐震強化施設
の設計をした際に、計画で決まっている施設位置の地盤条件が悪
く、位置や方向を変えると建設費用を大きく抑えられる場合があ
る。その際発注者・施工者・設計者の三者会議を参考に、設計者
が計画に入っていけると良い機能を付けられると考える。 
港湾配置計画を作る際に、岸壁は近くの断面を参考に断面設定
をしているが、この段階で設計の考え方を取り入れて決めるような
手順が作れれば設計者の計画への参加も考えられる。 
防波堤上に公園を作ったケースもあるが、これは防波堤機能に公
園機能を付加させている。ただ、現状では機能を付加するように
提案する場所がない。 

(2)第２回 
以下の図 5-2-2に第2回次世代設計委員会の実施状況を示す。 

図 5-2-2 第２回次世代設計委員会の実施状況 

性能設計が信頼性設計法では無く性能設計の中の安定性照査に
関わる部分だけが信頼性設計を使っている。そして、信頼性設計法
のうち一番簡単なのが部分係数法となっている。また、機能設計を
導入したから性能設計が変わるわけではない。今の性能設計の上
位に当たるのが機能である。基本的に今の体系でも、目的の中に機
能が入っているため、機能に応じて設計をしている。それが性能設計
である。 
機能の部分は面的に考える必要がある。特に気候変動の場合、防
波堤だけでなく、護岸の嵩上げや、土地を嵩上げ、第二防潮堤を設
置するなど、組み合わせで行う必要がある。その議論が機能設計で
あり、それに応じて各施設で機能が決まる。そして、機能に応じて性
能設計を行う。そのため、機能設計を導入しても性能設計は変わら
ない。部分係数も機能に応じて決めればよいと考える。 
機能についてもう少しバリエーションを持たせて、きちんと決めるように
する必要がある。例えば防波堤だと防波機能だけではなく、親水防
波堤や波力発電の防波堤、高潮・津波用防波堤などのバリエーショ

ンについて、実施設計をやる前段できちんと議論し、その機能を明確
化して、それに応じた性能設計をやるべきである。 
施設に機能を追加することは、現基準で不可能ではないが手法が
確立されていない。誰がどういった手順で決定していくか確立していく
必要がある。今の体系でも目的の中に機能はすべて入っている。問
題は自動係留や自動荷役を今後実施する際に、港湾基準に記載
している文言だけで実施することが難しいことである。そのため、目的
をさらに詳細に記載すべきである。また、係留施設だけではなく、荷
役施設や防波堤の静穏度、臨港道路の機能などトータルで議論が
必要であるが、それを議論する場がなく、議論の場が港湾計画であ
ると考える。 
港湾基準に記載されている目的は基準の解説である。告示の中に
「係留施設については必要な機能を設定すること」などの一文がある
とよい。そして、解説に機能としてはどのようなものがある記載されて
いるとよい。省令や告示に一文ないと港湾管理者が機能を追加する
のは難しい。解説はあくまでも参考資料であり、技術規準の中にあ
る解釈は法的効力がある。 
現状の港湾計画での決定事項は、規模および配置のみで機能につ
いては、例えば防波堤の場合は防波機能のみである。それを港湾
計画で機能議論を行うと、機能追加が行いやすいと考える。ただし、
港湾計画はステークホルダーなどの関係者のみで議論している。その
ため、港湾の改善点などを聞き、それを施設に落とし込む作業を行う
人が必要であり、それを設計士が行うべきであると考える。 
港湾計画で果たすべき機能を明確にすると機能を満足しているか妥
当性の確認が必要になる。それについてはDXを活用し、現在のデ
ータを解析することで根拠が作れる可能性が有る。 
機能とは相互に関連しあって全体を構成している要素や部分が有
する固有の役割である。それに対して性能は各要素や部分の性質
とその能力または水準である。 
港湾のグランドデザインは、港湾計画前に長期構想を行う。港湾計
画は15年先の計画だが、長期構想では30年後を目標に大枠の構
想を作成する。その中で求められると機能や目指すべき姿など、そう
いった形で機能要素や港湾の総合的機能を決めている。港湾計画
においてゾーニングが決定した頃には、施設の配置や規模もおおよそ
固まっているので、設計の意見を反映させるならそれより前に参画す
る必要がある。 
トレンドの変化が速い現状において、施設整備が追い付かなくなる
場合もある。その場合、整備した施設で満足できるような機能に落
とし込んでリニューアルなどを提案することが求められ、それには設計
者が必要になると考える。 
今までは需要に対して相手が求めているから施設整備を行うという
受動的なやり方である。PORT2030では港湾の価値を提供するこ
とで社会に貢献する能動的な手法となっており、カーボンニュートラル
などは、持続可能社会に貢献することで施設の価値を最大化、また
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は新しい価値を見出している。しかし、港湾計画策定では地元から
の要望や需要に対する受動的な計画であるため、能動的な港湾計
画が必要であると考えている。 
現在の港湾計画は需要を推計して増えた部分で施設を作るステッ
プになっている。しかし、今後は貨物が増えないところもあるため、港
湾管理の視点を計画の中に組み込んで行くことが必要であり、逆に
需要ありきの計画ではないようにすべきと考える。 
モノを作って、いかに効果を出すかというのが、B/Cの考えである。機
能(F)/Cというのはモノと価値を提供することをコストで除したという考
えである。そのため、B/Cは高価度、F/Cは貢献度と考えられる。環
境問題等はベネフィットが出にくく、B/Cをすると実現が難しいが、機
能で能動的に価値を提供すれば、従来のB/Cだけでは具現化され
ないことが実現できる。 

山本会長からの意見 
1. 性能設計の導入のメリットが発揮されていない（技術基準） 

性能設計体系導入時、構造物安全性を合理的に設定することに
主眼を置いていたので、性能設計＝信頼性設計（部分係数
法）という誤解が生まれた。外力/抵抗力に関する研究の進展に
伴って部分係数を変更可能のメリットがあるが、現状進展していな
い。 
技術基準体系の目的⇒機能⇒要求性能⇒照査方法において、
「機能」の議論があまりされなかった。省令、告示、解釈（いずれも
法的拘束力がある）に「機能」が位置付けられていないためと思わ
れる。 

2. 機能を考えた岸壁の一案 
中部空港建設にあたって、中部経済団体連合会は松尾稔名古屋
大学学長の指導の下、CO2排出量（金額換算）＋護岸建設費
が最小となる構造形式の選定(多目的計画法)を検討した。埋立機
能と環境機能を考慮した設計の例と考える。 
「枝幸港で屋根付き岸壁完成」と報道があったが、本来水産ふ頭な
ので当然だが、この事がニュースになるのは、港湾計画の硬直化が
一因と考えられる。 
40年ほど昔、北九州港戸畑地区の民間バースでは、全天候岸壁
（鉄鋼輸出）を実施している 

3. 先行きが不透明な時代の港湾計画・施設整備 
人口減→CDP減→貨物量減の時代、港湾貨物量の増加は期待
できないと考えられる。このような時こそ、既存施設の有効利用、改
良が大事である。このときに岸壁や港湾施設用地に求められる「機
能の変化」に応じた計画・設計が大事。 
貨物が伸びない、予定した立地企業がこないので岸壁が遊んでいる
場合でも、時代の進展とともに別の需要が出てきて対応してきた。
例としてN港東港 埋立地のゴルフ場化→企業用地。F港 製造
業がこない→国家備蓄・・。このような計画変更のとき、岸壁増深、

地盤改良、ドルフィン増設など、設計者が関与すると良い計画にな
ると考える。 

4. 計画段階での設計者の関与 
係留施設に作用するL2地震動の大きさは、活断層から発生するキ
ラーパルスの向きに大きく依存する。耐震強化岸壁の位置・法線を
決めるときに、これに詳しい設計者が関与すると整備費が縮減可能
の可能性がある。 

5. 法令関連の記載事項 
港湾計画基準 
基本方針 港湾法で基本方針には、「港湾の配置、”機能”及び能力
に関する基本的な事項」を定めるとある。その中で機能という用語
は、「交通、国民生活、産業活動を支える”機能”が調和」や「各港
湾の特色と”機能”」というように使用されている。 
港湾計画 政令では、一 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に
隣接する地域の保全の方針。二 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅
客数その他の能力に関する事項。三 港湾の能力に応ずる水域施
設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項・・・
（以下、省略） 
を定めるとあるが、”機能”という用語は見られない。 
計画基準 
計画基準(省令)では、一 港湾の位置付け及び”機能”、二 港湾
施設の整備及び利用・・（以下省略）に関する事項にあるように、
港湾の”機能”に関する方針を示すこととなっている。 

（水域施設） 
第六条 水域施設の規模及び配置は、水域施設を利用する船舶の種
類、船型及び隻数、係留施設の利用状況、水域の静穏の程度等を考
慮して、港湾の”機能”が十分に確保され、かつ、船舶が安全かつ円滑
に利用することができるように定めるものとする。 

（外郭施設） 
第七条 外郭施設の規模及び配置は、外郭施設によって防護される
水域施設及び係留施設の利用状況その他の状況を考慮して、十分
に”機能”を発揮することができるように定めるものとする。 

（係留施設） 
第八条 係留施設の規模及び配置は、係留施設を利用する船舶の種
類、船型及び隻数、取扱貨物の種類及び量、荷役方式、水域施設の
利用状況、・・・（中略）・・・を考慮して、港湾の”機能”及び係留施設
の安全かつ効率的な運用その他の適正な運営が十分に確保されるよう
に定めるものとする。 

以上の様に「機能」があまり具体的に記述されていない現状がある。 

(3)第３回 
以下の図 5-2-3に第３回次世代設計委員会の実施状況を示す。 
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図 5-2-３ 第３回次世代設計委員会の実施状況 

小麦粉や鉄鉱石、石炭、ロール紙などのバラ荷貨物の荷卸しで
は、雨水により貨物の品質が低下するため、雨天時は岸壁で荷卸
しせずに沖合に停泊していることもある。そのため、雨天時でも荷
卸しができるように屋根付きの全天候型の岸壁としている事例が
ある。 
「ひと工夫した漁港構造物事例集」が全国漁港漁場協会から平
成9年度に発行されており、自然環境に配慮した工夫や浸水構
造物、景観配慮型構造物など、ひと工夫し、付加価値をつけた構
造物を事例集として公表している。漁港の場合、漁協との付き合
いもあり、人や景観、環境とかに配慮したものが出やすい土壌とな
っている。港湾はソーラスがあり人が入れないことや、利用企業も
限定されている。そのため、機能設計や機能の付加といったものに
関しては、漁港の方が導入事例は多いと考えられる。 
木材チップ取扱岸壁へ22万ｔクラスの大型旅客船を停泊させる
ために、大型係船柱や防舷材を設置する必要があった。これらの
施設は設置するとチップ荷役の障害となる。そのため、脱着式の係
船柱や防舷材を設置した。このように木材チップ取扱岸壁に大型
旅客船が停泊できる機能を付加した事例もある。これは、全国初
の脱着式係船柱だったため、使用可否検討等を委員会形式で行
っていた。また、チップとクルーズの利用調整も必要になる。また、
増深となると構造を大きく見直す必要があるが、本事例では防舷
材と係船柱の見直しのみであったたため、導入できたと考えられ
る。また重力式岸壁のため上記のみの変更で実現できたが、桟橋
式の場合補強など大掛かりとなり、構造形式についても考慮する
必要がある。 
機能設計が基準に導入され、計画段階で設計者を含めてどのよう
な良いことや悪いことがあるかなどが整理されると、機能設計を導
入する具体的なメリットが明らかになると考えられる。また、計画段
階のどの部分で委員会や、例えば県との協議など、どの段階で設
計が入ったら有効であるか、また、計画系のコンサルと構造系のコ
ンサルが、それぞれの役割や業務のどの段階の検討を行うのかが
整理されると設計者が港湾計画に入り込めるというイメージが付き

やすいと考える。 
どの段階からその設計者がまあ加入しているのかなどの細かいとこ
ろには、これから一緒に勉強しながらやっていこうというスタンスで、
まずは何か外に出しても良い事例を整理してもよいのではないかと
考える。 
計画水深7.5ｍの岸壁を計画していたが、現地盤の水深が10ｍ
程度であったため、11ｍ水深にしても性能を満足する岸壁を事前
に整備しておくことで、大型のクルーズ船を着けられるようにした事
例もある。このように事前に将来を見据えた上での機能付加がで
きる仕組みがあるとよいと考える。このように各港湾管理者が独自
の特色を持って将来計画を機能として盛り込むと、地方独自の督
促が現れやすいのではないか。ただ、国からの補助金で整備する
中でのルール作りは重要である。独自色の機能はコスト高となる
が、将来的な港湾計画を見据えた上最適設計になっていると認識
されるとよいと思う。 
計画の変更は、一部変更の軽易な変更と大きな改訂がある。つま
りは既存の枠組みの中で機能を優先・付加するところに計画を一
緒に変えていくやり方はすでにあると考える。現在は、計画と事業
評価の間で、計画チームと設計チームが連携して機能をつけ、事
業評価時に、例えば岸壁作っている利用者の輸送コストが減る、
輸送時間がもっと短くなるといった便益として評価を行うことができ
ればよいと考える。 
港湾計画を作る前段階は概念的に細かいところを詰める訳ではな
いので、現状では港湾計画の作業として、設計者が入るのは難し
いと考えられる。事例のような貨客併用のような形で、新規事業
採択の手前のところで一緒に考えて、より良い計画を作りつつ設計
も行うというのがよいのではないかと考える。 
貨客併用の事例は重力式なので、防舷材や係船柱を変えるのは
容易であったが、増深は非常に難しい。重力式では、50cmか
1m程度までしか増深できないが、一方で桟橋式は増深して補強
する工法も色々あり、あの増深には向いている構造形式である。
ただ、防舷材が大きくなると杭の応力が持たなくなるので、構造の
補強も必要になる。そのように、構造形式によって、機能のプラスア
ルファができやすい施設かどうかとかという観点のふるい分けなんか
も可能なので、そういった部分で設計者が関わっていくのが良いと
考える。 
民間の案件で仕事する時も、例えばそこで調達できる船がこれだ
から、これぐらいのスペックの材料しか使えないなどといった制約があ
ることや基地港をどこにするかで施工費用に影響するところがある
ため、施工業者も計画に入っていけると良いと考える。 

(4)第４回 
以下の図 5-2-4に第４回次世代設計委員会の実施状況を示す。 
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図 5-2-4 第４回次世代設計委員会の実施状況 

機能について言葉を定義付けが重要である。機能を考慮した設
計体系は、目的と要求性能の間に総合機能、空間機能、施設機
能の三段機能と施設を考えると機能を含んだ設計体系が説明し
やすいと考える。 
例えば目的にC02排出量を○○万t/年以下にすると設定される
と、総合機能でアンモニア取り扱いが可能となる事と設定される。そ
の中で複数の空間機能が発生し、アンモニアの荷役の場合、施設
機能も複数発生し、船舶の安全な着岸、緊急時の船舶離脱、ア
ンモニアの積み降ろし、作業員アクセス等が考えられる。 
現状の維持管理は、目視調査等でa,b,c,dの評価をつけて性能
低下の判断をしている。これらの基準は性能規定から定められて
おり、PC桟橋であれば複数あるPC桁床板の内、PC桁１本でクラ
ックが入っても桟橋全体がA(補修の必要性有)となる。PC構造物
はクラックを許容しないためであり、設計時の考え方はこれで良い。 
論文中では、FEM解析を行い1本の桁が機能しなくても横つなぎ
によって板全体は安全性を保持できる結果となっている。ただし、
現在の考え方では新設時の設計法をトレースする形で維持管理
時の性能評価がされているため、これが利用側の機能を元に評価
可能となれば、FEM等を利用する事によって安全に利用できる機
能が保持されているとして、補修の必要性からこれ以上劣化しな
い対策へ移行できる可能性はある。 
機能論になってゆくと、国際的基準との兼ね合いが大切になってゆ
く。 
性能規定中で、修復性、安全性等の損傷にかかわる部分が中心
であったが、今後は改良と利用者視点での供用性が重要ではない
かと思う。施工性と維持管理性は、施設毎ではなく共通になってい
るため個別の施設毎に規定しなければいけないと考える。 
施工の性能規定というのがきちんとなされていないと感じる。設計
での施工検討後に施工を行う際に、どの部分が守らなければいけ
ない部分で、自由度がある部分はどこなのか等が規定されていな
い。 
まず何をするかという目的を明確にした方が良いと考える。また、新
規とリニューアルは根本的に考え方が違うので、機能の計画段階を

重視するのか、リニューアル部分か等を明確化する必要がある。 
高潮対策事業で，既存の利用企業との調整が済んでいない状
態で発注した際に、応札業者がいない等の課題が出された例があ
る。設計と施工での施工検討の境界があいまいなので、こういった
問題が出ているのだと思う。 
近年の国交省実施設計とかでは施工検討も含んだものが結構多
いが、基準ベースでは組み立てが可能であるが、FDの調達や基
準に出ていない部分スケジュールなどが明確にならないと現実的で
はない。ただし具体的に業者に聞くわけにもいかない状態である。 
民間では実際FDの確保などは実施しており、スケジュール調整も
可能と思う。民間だと設計施工分離ではないため、実施可能であ
ると思う。 
施工の地域性もあり、機材調達の関係もある。特に離島ではアジ
テーターが無い等の課題があり、こういった部分を考慮しないと現
実的ではない。コンサルもゼネコンOBを受け入れて検討を行って
いる状況ではある。 
今までの地域産業の成り立ちを踏まえて、機械構成や工法、タイ
ロッド、ワイヤー等の利用材料の差が当然あるので、これらを考慮
する必要性はあると考える。 
機能を付加した場合の、便益の考え方を整理する必要がある。費
用対効果はマニュアル、解説書等が整備されているが、機能の中
身や加え方によって従来のマニュアルが使えない様であれば、マニ
ュアルの記載を変える議論が必要。 

［次世代設計委員会］ 
委員長    中嶋道雄 パシフィックコンサルタンツ(株)  
              海洋・港湾構造物設計士会 理事 
副委員長 柴田大介 (株)日本港湾コンサルタント 
              海洋・港湾構造物設計士会 理事 
委 員     荒木大志 パシフィックコンサルタンツ(株) 

上田陽彦 東亜建設工業(株)  
佐藤健彦 五洋建設(株) 
       海洋・港湾構造物設計士会 理事 
鳥居  洋 (株)日本港湾コンサルタント  
安下純平 パシフィックコンサルタンツ(株)  
吉川慎一 (株)ニュージェック 
       海洋・港湾構造物設計士会 理事 
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次世代設計委員会での中間報告（概要） 

1.はじめに 

海洋・港湾構造物設計士会の次世代設計委員会は 2022 年度に発足した新しい委員会であるが、従来から討議を重ねている広義の設計の考え方に
基づき、社会実装を討議している。ここでは全4回の委員会をまとめたものを示し、社会実装を目指すものである。 

2.機能を位置付けた性能体系について 

現行基準類で、「機能」は抽象的に記述されおり、より具体的に位置付けるとメリッ
トが大きいと考える。新たに考える性能設計の体系を図 5-2-5 に示す。この体系の
場合、取扱貨物が変化する際や親水機能等の新機能追加の際も、現状施設の改
良や新施設の追加も行いやすく、維持管理面でも機能保持の観点から柔軟に対応
しやすいものと考えられる。また PORT2030 の様にソリューション型港湾への転換も
一貫した考えが適用可能である。 

3.メリット 

3.1 機能満足のための最小の要求性能・性能規定の設定

従来は重力式岸壁の要求性能・性能規定であり、岸壁の利用状況に応じた規
定の位置づけではなかった。施設機能の様な具体的な機能を位置付ける事で、利
用形態を考慮した施設や性能・規定を位置付ける事が可能となる。 

3.2 リニューアルなど機能変化に対した柔軟な対応 
取扱貨物が変化時のリニューアルを実施する場合、既存施設の改修が必要か新た
な施設が必要かは機能に照らし合わせ一貫して対応が可能となり、コスト低減が見
込まれる。 

3.3 維持管理や供用期間延伸への効果 
現状での維持管理は、性能規定及び要求性能を満足するかどうかの点検が中心
となっている。劣化判定基準を満足しないが利用可能な場合に対し、機能保持での
観点から柔軟に対応可能となる可能性があると考えられる。 

4.課題 
港湾機能は複合的に重なり合っており、「機能とは」から明確にして行く必要性がある。 
機能の設定・追加のプロセスと方法が明確になっていない。 
機能を設定するにあたりは自然条件や環境、機能の程度によって、構造種類や規模、価格等が大きく変化するために計画段階での設計者の関
与が重要。 
省令・告示への「機能」の位置づけによる法的拘束力が必要。 
現状より利用者の限定及び利用者目線での機能の設定が必要となる。 
受益者が限定されることにより受益者負担等を考慮してゆく必要性がある。 
機能を評価するB/Cの様な手法の確立が必要。 
設計段階での機能の妥当性確認が必要。 

図 5-2-5 新たに提案する性能体系

図 5-2-6 降雨時での荷役稼働率向上機能が追加された例
GoogleMap2022より

図 5-2-7 劣化度a判定を受けたPC構造物の供用可能性を検討した例

現状:桟橋上部工の劣化判定基準 

PC の構造原則から複数ある桁 1 本にクラッ
クが 1 本入っても"a"判定=性能不足=供用停
止 

実劣化より安全側に設定し上部

工全体でFEM解析 

劣化PC桁(1本)を 
   他の桁が補う 
桟橋全体の健全性は保

持される可能性 

劣化判定基準を機
能保持の観点から

変更すると供用可
能に 

解析 劣化想定桁 板全体での解析 板全体で健全 

田中ら「劣化したPC桟橋上部工の構造性能に関する解析的検討」,

港空研資料2022に加筆

コンテナ荷役 

コンテナの取扱が出来る事 

施設:
岸壁 

施設:ガントリー
クレーン 

施設:
締結装置 

要求性能 要求性能 要求性能 要求性能

性能規定 性能規定 性能規定 性能規定

船舶の安全
な着岸 

暴風時クレ
ーン固定 

コンテナ
積降 

・・・施設
機能 

空間
機能 

基本
機能 

ソーラス
立入禁止 

保管 

目的 : コンテナ取扱を100万TEU/年以上にする 

検疫 

施設:
フェンス 
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5－３ 次世代型港湾計画の事例研究 
5－３－１ はじめに 
第１章から第４章において、昨今の設計分野を取り巻く現状と問題意識を整理するとともに、広義の設計論を踏まえて、今後の港湾
の整備に求められているもの、当面講ずべき具体的な提案などについて取りまとめた。その中で、これからの港湾計画の位置付けは、港湾
施設の配置計画だけではなく、港湾において“為すべきコト”を実現する実行計画にすることが必要であると結論を導いた。また、「モノづく
りの本質」として、モノ（人工物）とは、「人の欲求による機能」と「それを実現するための構造」で成り立っていることを学んだ。これからの
港湾計画では、施設に期待する機能と構造（施設の諸元）の両
者を記載することにより、施設の本質である“為すべきコト”が表せるよ
う意識して策定することが重要である。 
港湾計画の上位計画である「PORT2030」では、施設の提供型からソリューション提供型へ、賢く使う、進化する港湾へ、といった「港
湾の価値を高める」あるいは、「新たな付加価値を創出する」ことが港湾政策の基本的理念として掲げられている。この上位計画の内容
を踏まえて港湾計画を策定する必要がある。 
第５章の事例研究では、仮想のモデル港湾を設定し、機能設計を取り入れた次世代型の港湾計画について記載内容の検討を行な
った。本章の研究事例は、これから成案を得るためのたたき台として示したものであり、今後、港湾計画に機能設計を導入していくための
議論が活発に行われることを期待している。 

5－３－２ 仮想モデル港湾A港の将来に期待する機能

(1)A 港の現在の役割 
仮想モデル港湾 A 港「以下、Ａ港という」は、入江の奥に位置し、港内は、静穏・広大で大水深が確保されている。現在の A 港は、
港内に立地する製鉄所を中心に鉄鋼コンビナートが形成されており、鉄鋼業が必要とする原燃料の調達や鉄鋼製品を出荷する物流拠
点となっている。また、石油製品を港内に一時ストックし、背後圏の需要に応じて供給する役割も担っている。さらに、大型クルーズ船の着
岸が可能という利点を活かし、背後圏観光の玄関口としての役割も担っている。 

 図 5-３-1 A 港の現況  
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(2) A 港の将来に期待する主な機能 
A 港がこれまでに担ってきた役割をレビューするとともに A 港背後の地方自治体が作成した総合計画や長期構想、ユーザーの動向や
意見等を踏まえ、令和１０年代後半において A港に期待する基本機能、空間機能を以下のように整理した。 

【基本機能】 
  主要産業となっている鉄鋼関連産業及び背後圏に広がる農畜産業、観光産業の維持・発展に貢献すること、さらに地域に芽生えつ
つある新産業の成長を支える先駆的な港として地域の社会経済活動を支える。 

【空間機能】 
①物流の面から地場産業を支援するため交通機能を強化 
港内を中心に立地する鉄鋼関連産業の原燃料の調達や製品の出荷、A港の背後地域で生産されるの農畜産物の大都市圏への
輸送などの効率的な物流体系を構築するため、交通機能を強化する。 

②洋上風力発電整備の基地、水素関連産業の立地を支援する産業機能の提供 
鉄鋼産業の集積を活かし、洋上風力発電設備の積み出しやメンテナンスを行う企業の立地を促進する。また、規模の縮小傾向が
みられる石油関連産業から水素関連産業への移行を支援するため、新たな産業の成長に適した産業機能を提供する。 

③大型クルーズ船及びウォーターフロントの魅力による人流機能の強化 
背後圏の観光地との連携のもと大型クルーズ船の受け入れ機能を最大限に活用し、みなとを核とした地域のにぎわい作りの進展を
図る。 

5－３－３ 次世代型港湾計画の本文の構成

(1)現行の港湾計画書の構成 
港湾計画は、港湾計画書に記載された内容で示され、港湾計画書は、本文と港湾計画図で構成されており、両者は相互補完
の関係にある。本文には、計画策定後に新たに建設又は改良されるべき港湾施設等を中心に記述され、既設又は工事中の施設
は変更がある場合を除き、港湾計画図のみに示されている。したがって、施設整備が伴わない既存の港湾施設が担う機能の詳細は、
本文に記述されていないのが一般的である。 

図 5-３-2 港湾計画書の本文と港湾計画図の関係（港湾計画書作成ガイドラインより） 

次世代型港湾計画の事例研究を行う前に現行の港湾計画書本文に記述されている項目について整理した。一般的な記載の項
目を以下に示す。記載する項目・内容は、港湾法施行令、計画基準省令等の法令により定められている。 
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Ⅰ 港湾計画の方針 
当該港湾の地理的位置、これまでの港湾の性格及び役割、背後圏の発展の方向と港湾が担う役割、課題等を記
述する。また、目標年次を定めるとともに計画の基本方針として港湾の位置付け及び機能等を記述する。 

Ⅱ 港湾の能力 
目標年次における貨物の取扱量、船舶の乗降旅客数等を記述する。 

Ⅲ 港湾施設の規模及び配置 
 港湾の能力に応じて、係留施設や水域施設等の港湾施設の規模及び配置を定める。記述する内容は、６つの計画
事項に区分したうえで、港湾施設計画ごとにその規模及び配置を一体的かつ総合的に定める。 

計 画 事 項 一体的かつ総合的に定める港湾施設 

１ 埠頭計画 係留施設、旅客施設、荷さばき施設、保管施設 等 

２ 水域施設計画 水域施設 

３ 外郭施設計画 外郭施設 

４ 小型船だまり計画 水域施設、外郭施設、係留施設 等 

５ マリーナ計画 水域施設、外郭施設、係留施設 等 

６ 臨港交通施設計画 臨港交通施設 

                      （港湾計画書作成ガイドラインより）        
ここで、「埠頭計画」「小型船だまり計画」「マリーナ計画」は、港湾施設の集合体として一体的に位置付けられるのに対
し、「水域施設計画」「外郭施設計画」「臨港交通施設計画」は、単独の港湾施設として位置付けられる。 
「埠頭計画」は、公共埠頭計画、フェリーふ頭計画、旅客船埠頭計画など６つの施設計画に分類される。それぞれの施
設計画の下に地区名を表示し、当該施設に対応する計画の簡単な説明を文章で記述するとともに施設の規模が記述さ
れる。また、施設の配置は、港湾計画図に示される。 

Ⅳ 港湾の環境の整備及び保全 
「自然的環境を整備又は保全する区域」「廃棄物処理計画」「排出ガス処理計画」「港湾公害防止施設計画」「港湾
環境整備施設計画」の５項目について該当する施設計画を定める。 

Ⅴ 土地造成及び土地利用計画 
港湾の水際線の有効活用、港湾の土地所有者やこれから所有する者に対し港湾管理者としての意思を示すもので、土
地造成の規模と配置、土地利用の区分を本文及び港湾計画図に定める。 

Ⅵ 港湾の効率的な運営に関する事項  
港湾運営会社による埠頭群の運営や特定埠頭の運営の事業、PFI 事業など港湾の効率的な運営を実施する港湾は、
その内容を記載する。 

Ⅶ その他重要事項 
「国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設」「港湾及び港湾に隣接する地域の
保全」「大規模地震対策施設」「港湾区域の利用」「港湾の再開発」「港湾施設の利用」「港湾の開発の効率化」「その他
港湾の開発、利用及び保全に関する事項」について、該当する項目を記述する。 
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(2)次世代型港湾計画書の構成 
一般的な港湾の機能系統図を図 5-３-3 に示した。現行の港湾計画では、本文の「港湾計画の方針」において、港湾全体の
「基本機能」や「空間機能」が記載されている。次世代型港湾計画では、空間機能やさらに細分化した施設機能について可能な
限り定量的な規定値を定めるとともに施設機能に対応した係留施設、水域施設等の構成施設の諸元や配置を記述する。 

図 5-３-3 港湾の機能系統図 
一つの港湾施設は、複数の機能を担っていることが多く、それぞれの関り方は複雑である。次世代型港湾計画では、基本機能、
空間機能、施設機能と対応する全ての施設を対象に機能系統図を作成し、各施設が担っている機能を明確にする。その際、新
たに建設・改良する施設に着目するだけでなく、既存の施設も含めて港全体の施設に機能を合理的に割り振ることが重要である。
一方、施設整備の観点からは、施設ごとに「新設」や「改良」といった区分を表示し、整備が必要な施設を明確にするとともに、既
存施設のまま「維持」していく施設、老朽化等により「廃止」する施設の区分を記述することとした。 
また、本文の「港湾計画の方針」では、目標年次における社会経済情勢を踏まえて、港湾が担うべき役割である基本機能とそ
れを実現させるための実行計画として空間機能を記述する。また、「空間機能、施設機能並びに港湾施設の規模及び配置」は、
機能系統図に沿った構成とし、モノづくりの本質である「機能」＋「構造（施設の規模及び配置）」を記述する。 

現行の港湾計画書（本文） 次世代型港湾計画書案（本文） 

Ⅰ 港湾計画の方針 
   ・〇〇港への要請 
   ・港湾計画の方針 
Ⅱ 港湾の能力 
Ⅲ 港湾施設の規模及び配置 
  ・公共埠頭計画 
  ・フェリー埠頭計画 
  ・旅客船埠頭計画  等 
Ⅳ 港湾の環境の整備及び保全 
Ⅴ 土地造成及び土地利用計画 
Ⅵ 港湾の効率的な運営に関する事項  
Ⅶ その他重要事項

Ⅰ 港湾計画の方針 
   ・〇〇港への要請 
   ・〇〇港が担う基本機能 
   ・基本機能を構成する空間機能 
Ⅱ 空間機能、施設機能、並びに港湾施設の規模及び配置 
・〇〇港機能系統図 
・空間機能及び施設機能、その機能規定を実現するために必
要な施設構成を記述する。 

Ⅲ 港湾の環境の整備及び保全 
Ⅳ 土地造成及び土地利用計画  
Ⅴ 港湾の効率的な運営に関する事項  
Ⅵ その他重要事項

可能な限り「Ⅱ 空間
機能、施設機能、並
びに港湾施設の規模
及び配置」の項目に入
れる。 
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5－３－４ A港の次世代型港湾計画案の検討 
(1)A 港の機能系統図の作成
２．(2)の A 港の将来に期待された基本機能を実現するための３つの空間機能、さらに細分化した施設機能について、既存施設を
有効に活用しつつ、不足する機能を新規施設や既存施設の改良で補うことを基本に機能系統図（図 5-３-４）を作成した。 

図 5-３-４の機能系統図において、新規の
施設計画や既存施設の改良を行う計画など、施
設整備が伴う施設は「新規」「改良」の区分を表
示し太字で表した。 
また、図 5-３-４の機能系統図の係留施設
の配置を 図 5-３-5 に示した。 

空間機能規定F1-1
港内を中心に立地する鉄鋼
関連企業など地場産業の維
持・発展に必要な原燃料●
●トンの輸入や製品●●トン
の輸出・移出にかかる物流の
効率化を進め、輸送コストを
●●％削減させる。

C地区 施設機能規定 F1-1-1 を有する
（改良）水深12ｍ 岸壁１バース 延長 230ｍ
（改良）埠頭用地12ha 
C地区 施設機能規定F1-1-2 を有する
（新規）水深10ｍ 岸壁１バース 延長 180ｍ
（新規）埠頭用地10ha 
（新規）泊地(10m) 15ha   
C 地区 施設機能規定F1-1-3 を有する
（維持）水深10ｍ 岸壁１バース 延長 180ｍ 
（改良）埠頭用地12ha 
C地区 施設機能規定F1-1-4 を有する
（維持）臨港道路C地区南埠頭線 ２車線 
C地区 施設機能規定F1-1-5 を有する
（維持）水深8～14ｍ 岸壁 4バース（専用） 
B地区 施設機能規定F1-1-6 を有する
（維持）北防波堤 延長150m 
（維持）南防波堤 延長130m 

空間機能規定F1-2
関東と A港背後地域のフェリ
ー貨物の需要増に対応し、
地域の物流ﾈｯﾄﾜｰｸの拠点と
して機能させる。この物流の
効率化により地域への経済
効果●●億円を獲得する。 

D地区 施設機能規定 F1-2-1 を有する
（改良）水深8ｍ 岸壁１バース 延長270ｍ 
（改良）埠頭用地 12ha 
D地区  施設機能規定F1-2-2 を有する
（維持）水深7.5ｍ 岸壁１バース 延長193ｍ 
（維持）埠頭用地 10ha 

B地区 施設機能規定F2-1-1 を有する
（新設）水深12ｍ 岸壁１バース 延長 230ｍ
（新設）埠頭用地 15ha 
（新設）泊地(12m) 10ha  
 (新設) 港湾関連用地 15ha 
B 地区 施設機能規定F2-1-2 を有する
（改良）水深10ｍ 岸壁１バース 延長 180m
（改良）埠頭用地 10ha 
（改良）泊地(10m) 7ha   
B 地区 施設機能規定F2-1-3 を有する 
（維持）水深5.5～7.5ｍ 岸壁 3バース(専用) 
B地区 施設機能規定F2-1-４ 
      利用形態の見直しが必要な区域とする。 

空間機能規定F2-1
鉄鋼産業の集積を活かし、洋
上風力発電設備の積出し、
メンテナンスの基地機能を提
供する。また石油関連産業か
ら水素関連産業への移行を
促進するため、液化水素輸
入に必要な施設及び空間を
提供する。これら関連産業の
振興を図り、A港背後都市の
製造品出荷額の●●％増を
目指す。 

空間機能・・・F2
洋上風力発電整
備の基地、水素関
連産業の立地を
支援する産業機
能の提供 
（産業機能） 
（産業機能）

D地区 施設機能規定F3-1-1 を有する
（維持）水深11ｍ 岸壁１バース 延長 350ｍ 
（改良）埠頭用地10ha 
（維持）泊地(11m)  20ha   
D地区 施設機能規定F3-1-2 を有する 
（改良） 緑地(10ha→15ha) 
D 地区 施設機能規定F3-1-３を有する 
（維持） 臨港道路旅客船埠頭線 ２車線 

空間機能規定F3-1
背後圏の観光地と連携のも
と、大型クルーズ船受け入れ
拠点として、また A港のウォー
ターフロントの魅力の活用も
含めたみなとを核とした地域
の年間観光客数及び地元入
込客数●●人を目指してに
ぎわいづくりの進展を図る。 

空間機能・・・F3
大型クルーズ船及
びウォーターフロント
の魅力による人流
機能の強化 
（生活機能） 

損
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物流の面から地
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図 5-３-４ 目標年次における A港の機能系統図 

図 5-３-5 A港の港湾計画図 
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(2)港湾計画書（本文案） 

Ⅰ 港湾計画の方針 
  市民、利用者、関係団体で構成された協議会における議論を踏まえて、令和１０年代後半（2030 年代後半）を目標年
次として、A港の基本機能、空間機能、施設機能及びその機能に対応する施設構成等を定め、港湾計画を改訂する。 
 １ A 港への要請 

A港の地理的位置、これまでの港湾の性格及び役割、現状における課題・要請等を記述する。 

2 A 港が担う基本機能 
主要産業である鉄鋼関連産業及び港湾の背後圏に広がる農畜産業や観光産業の維持・発展に貢献すること、さらに地
域に芽生えつつある新産業の成長を支える先駆的な港として地域の社会経済活動を支える。 

 3 基本機能を構成する空間機能
 A 港が有する「交通機能」、「産業機能」、「生活機能」の３つの空間機能の強化を通じて、A 港の基本機能を達成させ
る。空間機能の具体的な内容は以下のとおり。 

（１）物流の面から地場産業を支援するため交通機能を強化（交通機能） 
（２）洋上風力発電整備の基地、水素関連産業の立地を支援する産業機能の提供（産業機能） 
（３）大型クルーズ船及びウォーターフロントの魅力による人流機能の強化（生活機能） 

なお、目標年次において A 港で取り扱う貨物量は、外内貿貨物を合わせて２，０００万トン、船舶の乗降旅客数は
２０万人を想定している。 

Ⅱ 空間機能、施設機能、並びに港湾施設の規模及び配置  
Ⅰの港湾計画の方針に基づき、A港の機能系統及びその機能に対応する施設を図―①A港機能系統図に示した。 

図―① A港機能系統図

空間機能規定 F1-1
港内を中心に立地する鉄鋼
関連企業など地場産業の維
持・発展に必要な原燃料●
●トンの輸入や製品●●トン
の輸出・移出にかかる物流の
効率化を進め、輸送コストを
●●％削減させる。 

C地区 施設機能規定F1-1-1 を有する
（改良）水深12ｍ 岸壁１バース 延長 230ｍ
（改良）埠頭用地12ha 
C地区 施設機能規定F1-1-2 を有する
（新規）水深10ｍ 岸壁１バース 延長 180ｍ
（新規）埠頭用地10ha 
（新規）泊地(10m) 15ha   
C 地区 施設機能規定F1-1-3 を有する
（維持）水深10ｍ 岸壁１バース 延長 180ｍ 
（改良）埠頭用地12ha 
C地区 施設機能規定F1-1-4 を有する
（維持）臨港道路C地区南埠頭線 ２車線 
C地区 施設機能規定F1-1-5 を有する
（維持）水深8～14ｍ 岸壁4バース（専用） 
B地区 施設機能規定 F1-1-6 を有する
（維持）北防波堤 延長150m 
（維持）南防波堤 延長130m 

空間機能規定 F1-2
関東と A港背後地域のフェリ
ー貨物の需要増に対応し、
地域の物流ﾈｯﾄﾜｰｸの拠点と
して機能させる。この物流の
効率化により地域への経済
効果●●億円を獲得する。 

D地区 施設機能規定 F1-2-1 を有する
（改良）水深8ｍ 岸壁１バース 延長270ｍ 
（改良）埠頭用地 12ha 
D地区  施設機能規定 F1-2-2 を有する
（維持）水深7.5ｍ 岸壁１バース 延長 193ｍ 
（維持）埠頭用地 10ha 

B地区 施設機能規定F2-1-1 を有する
（新設）水深12ｍ 岸壁１バース 延長 230ｍ
（新設）埠頭用地 15ha 
（新設）泊地(12m) 10ha  
 (新設) 港湾関連用地 15ha 
B地区 施設機能規定F2-1-2 を有する
（改良）水深10ｍ 岸壁１バース 延長 180m
（改良）埠頭用地 10ha 
（改良）泊地(10m) 7ha   
B地区 施設機能規定F2-1-3 を有する 
（維持）水深 5.5～7.5ｍ 岸壁 3バース(専用) 
B地区 施設機能規定 F2-1-４ 
      利用形態の見直しが必要な区域とする。 

空間機能規定 F2-1
鉄鋼産業の集積を活かし、洋
上風力発電設備の積出し、
メンテナンスの基地機能を提
供する。また石油関連産業か
ら水素関連産業への移行を
促進するため、液化水素輸
入に必要な施設及び空間を
提供する。これら関連産業の
振興を図り、A港背後都市の
製造品出荷額の●●％増を
目指す。 

空間機能・・・F2
洋上風力発電整
備の基地、水素関
連産業の立地を
支援する産業機
能の提供 
（産業機能） 
（産業機能）

D地区 施設機能規定F3-1-1 を有する
（維持）水深 11ｍ 岸壁１バース 延長350ｍ 
（改良）埠頭用地10ha 
（維持）泊地(11m)  20ha   
D地区 施設機能規定 F3-1-2 を有する 
（改良） 緑地(10ha→15ha) 
D 地区 施設機能規定 F3-1-３を有する 
（維持） 臨港道路旅客船埠頭線 ２車線 

空間機能規定F3-1
背後圏の観光地と連携のも
と、大型クルーズ船受け入れ
拠点として、また A港のウォー
ターフロントの魅力の活用も
含めたみなとを核とした地域
の年間観光客数及び地元入
込客数●●人を目指してに
ぎわいづくりの進展を図る。 

空間機能・・・F3
大型クルーズ船及
びウォーターフロント
の魅力による人流
機能の強化 
（生活機能） 

損
傷
性

維
持
管
理
性

施
工
性

性能設計機能設計
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「図 5-3-４ 目標年次における
A港の機能系統図」 

と同じ図 
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A港の空間機能及び施設機能に対応する港湾施設の規模及び配置を次のとおり計画する。 

１．物流の面から地場産業を支援するため交通機能を強化 

1-1●●年までに、港内を中心に立地している鉄鋼関連企業等の産業活動の維持・発展に必要な原燃料年間●●トンの
輸入や我が国の最先端の技術を導入した鉄鋼製品の年間●●トンの輸出・移出にかかる物流の効率化を進め、現状
に比べ年間の輸送コスト費●●億円の削減を実現する。 

1-1-1●●年における鉄鉱石や石炭等の原燃料の必要量のうち、公共埠頭で取り扱う●●万トンを効率的かつ安価に輸
入するため、●●万トン級貨物船を対象とした係留機能、原燃料●●万ｍ３の荷さばき・一時保管機能を備える。 
これに必要な港湾施設を次のとおり計画する。

[C地区] 
   公共埠頭計画 
     水深１２ｍ  岸壁１バース  延長２３０ｍ   [既設の改良計画] 
     埠頭用地 １２ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）   [既設の改良計画] 

       既設 
        水深１１ｍ 岸壁１バース 延長１９０ｍ 
        埠頭用地  ９ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

1-1-2●●年における鉄鋼製品●●万トンを効率的に輸出・移出するため、●●万トン級貨物船を対象とした係留機
能、鉄鋼製品●●万トンの荷さばき・一時保管機能を備える。 これに必要な港湾施設を次のとおり計画する。 

[C地区] 
  公共埠頭計画 
水深１０ｍ  岸壁１バース  延長１８０ｍ    [新規計画] 
埠頭用地 １０ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  [新規計画] 

 水域施設計画 
   泊地水深１０ｍ  面積１５ha    [新規計画] 

1-1-3●●年における鉄鋼スラグ等の副産物●●万トンを効率的に移出するため、●●万トン級貨物船の係留機能、鉄
鋼副産物●●万トンの荷さばき・一時保管機能を備える。 これに必要な港湾施設を次のとおり計画する。 

[C地区]
公共埠頭計画 
水深１０ｍ  岸壁１バース  延長１８０ｍ    [維持] 

     埠頭用地 １２ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  [既設の改良計画] 

既設 
埠頭用地 ９ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

1-1-4 ●●年におけるC地区南埠頭で発生・集中する臨港交通量●●台／日を円滑に処理できる交通機能を維持す
る。この機能に対応する次の既存の港湾施設を維持する。

[C地区]
臨港交通施設計画 

       臨港道路 C地区南埠頭線   起点 C地区南埠頭  終点 一般国道〇〇号  ２車線   [維持] 



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        5-3-8 

1-1-5 ●●年における鉄鉱石や石炭等の原燃料の必要量のうち、企業の専用施設で●●万トンを取り扱うため、これに
対応する次の既存の専用施設を維持する。

[C地区]
専用埠頭計画 
水深８～１４ｍ  岸壁４バース         [維持] 

1-1-6 ●●年における A港内水域の静穏度を維持し、各係留施設において所定の荷役稼働率を満足する機能を維持
する。これに対応する次の既存の港湾施設を維持する。 

[B地区]
外郭施設計画 
  北防波堤  延長１５０ｍ     [維持] 
  南防波堤  延長１３０ｍ    [維持] 

1-2●●年頃における A 港背後地域に広がる農畜産物を大消費地である関東圏への輸送することに伴うフェリー貨物の需
要●●％増に対応し、A 港が地域の物流ﾈｯﾄﾜｰｸの拠点として機能させる。この物流の効率化による輸送コストの削減
効果、年間●●億円を地域の農畜産業や消費者へ還元する。 

1-2-1 ●●年頃のフェリー貨物需要のうち、既存の施設で対応できない貨物を対象として●●万トン級フェリーの就航可
能な係留機能を保有するとともにトラック等車両の待機場機能を強化する。これに必要な港湾施設を次のとおり計
画する。

[D地区] 
フェリー埠頭計画 
  水深８ｍ 岸壁１バース 延長２７０ｍ   [既設の改良計画] 
  埠頭用地  １２ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  [既設の改良計画] 

    既設 
     水深８ｍ 岸壁１バース 延長２２０ｍ 
     埠頭用地  ９ha （荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

1-2-2 フェリー貨物の需要の増大に対応し、既存の施設にて対応できる貨物●●万トンを対象とした交通機能を維持す
る。この機能に対応する次の既存の港湾施設を維持する。 

[D地区] 
フェリー埠頭計画 
水深７.５ｍ 岸壁１バース 延長１９３ｍ   [維持] 

  埠頭用地  １０ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  [維持] 
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２．洋上風力発電整備の基地、水素関連産業の立地を支援する産業機能の提供 

2-1 鉄鋼産業の集積を活かし、洋上風力発電設備の積み出し、メンテナンスの基地機能を提供し、関連企業の立地を促
進する。また、規模の縮小傾向がみられる石油関連産業から水素関連産業への移行を支援するため、新たな産業の
成長に適した産業機能を提供し、目標年次におけるA港背後都市の製造品出荷額を●●年の●●％増にすることを
目指す。 

2-1-1 ●●年までに洋上風力による発電●●MW を目指し、風力発電設備の積み出しやメンテナンス関連の企業立
地を促進するとともに作業船の係留機能、設備の積み出しに必要な地耐力を備えた用地を提供する。これに必
要な港湾施設及び用地を次のとおり計画する。

[B地区]
  公共埠頭計画 
水深１２ｍ  岸壁１バース  延長２３０ｍ    [新規計画] 

     埠頭用地 １５ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  [新規計画] 

 水域施設計画 
   泊地水深１２ｍ  面積１０ha    [新規計画] 

 土地利用及び造成計画 
   港湾関連用地 ２０ha（うち、５ha は土地造成） （風力発電設備の組立・メンテナンス作業用地） 

[新規計画] 

2-1-2 石油関連産業の集積を活かして、今後需要の拡大が見込まれる水素関連産業への移行を支援する。また、鉄
鋼関連産業とも連携し、地域の水素供給拠点として機能する。液化水素を効率的に輸入するため、●●年まで
に●●万トン級水素運搬船の係留機能及び●●万ｍ３の一時保管機能を備える。これに必要な港湾施設を
次のとおり計画する。 

[B地区]
公共埠頭計画 
  水深１０ｍ  岸壁１バース  延長１８０ｍ    [既設の改良計画] 
   埠頭用地 １０ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  [既設の改良計画] 

      既設 
      水深７.５ｍ  岸壁１バース  延長１３０ｍ     
      埠頭用地 ７ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  

 水域施設計画 
   泊地水深１０ｍ  面積７ha    [既設の改良計画] 

     既設 
      泊地水深７.５ｍ  面積６ha 
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2-1-3  縮小傾向にある石油製品の需要●●万トンに応じた船舶の係留機能及び一時保管機能を維持する。これに対
応する次の既存の専用施設を維持する。

[C地区]
専用埠頭計画 
水深 5.5m～7.5ｍ  岸壁２バース         [維持]

2-1-4 利用形態の見直しが必要な区域 
B地区では、製紙用木材チップの取り扱いが終了した。一方、広大で静穏な水域を活かし、洋上風力発電施設資
材の保管や組立を目的とした拠点を目指し、関連産業を誘致しようとする民間企業の動きがある。さらに、地域の鉄
鋼関連産業と連携して水素供給基地として機能させる構想が進んでいる。これらの新たな産業の将来は、鉄鋼関連
産業と並んで地域の主要な産業に成長することが期待されていることから、利用形態の見直しの検討が必要な区域と
する。 

3．大型クルーズ船及びウォーターフロントの魅力による人流機能の強化
 3-1 背後圏の観光地と連携のもと、●●年までに大型クルーズ船受け入れ拠点として、また A 港のウォーターフロントの魅力

の活用も含めたみなとを核とした地域の年間観光客数及び地元入込客数●●人を目指してにぎわいづくりの進展を図
る。 

  3-1-1 大型クルーズ船受け入れにより、観光産業や賑わい交流拠点を形成するため、港湾施設を次のとおり計画する。
[D地区]
旅客船埠頭計画 
水深１１ｍ  岸壁１バース  延長３５０ｍ   [維持] 

      埠頭用地１２ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地）（うち１０ha既設） [既設の改良計画] 

既設 
        埠頭用地１０ha（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

    水域施設計画 
泊地水深１１ｍ  面積２０ha    [維持] 

3-1-2 旅客船埠頭からの回遊性向上を図る緑地規模とするとともに、既設緑地との往来を容易にし、交流空間の創出向
上を図るため、次のとおり緑地を計画する。 

 [D地区] 
港湾環境整備施設計画 
緑地 １５ha（うち７ha既設）  [既定計画の改良計画] 

          既定計画 
              緑地 １0ha（うち７ha既設） 
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3-1-3 ●●年における D 地区旅客船埠頭及び緑地で発生・集中する臨港交通量●●台／日を円滑に処理できる交
通機能を維持する。この機能に対応する次の既存の港湾施設を維持する。 

[D地区] 
臨港交通施設計画 

       臨港道路旅客船埠頭線   起点 D地区旅客船埠頭  終点 一般国道〇〇号  ２車線   [維持] 

Ⅲ 港湾の環境の整備及び保全 
１ 自然的環境を保全する区域 
D 地区において、人と自然が共生する良好な港湾環境の形成を図るため、「自然的環境を整備又は保全する区域」を次
のとおり計画する。 
D 地区において、「自然的環境を保全する区域」を定める。 

２ 港湾環境整備施設計画 
土地利用の変更及び既存施設の再活用に伴い、緑地計画を見直す必要があるため、以下の既定計画を削除する。 

（１）B地区
      既定計画 
         緑地 １ha 

（２）D地区
既定計画 

         緑地 ２ha 

Ⅳ 土地造成及び土地利用計画 
港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、連携する質の高い港湾空間の形成を図るため、土地造成計
画、土地利用計画を次のとおり計画する。 

   １．土地造成計画                                                  （単位 ha） 
 〇〇用地 〇〇用地 〇〇用地  合 計 備  考 
〇〇地区      施設機能F〇-○-○、施設機能F〇-○-○ 

〇〇地区      施設機能F〇-○-○

合 計       

    ２．土地利用計画                                                 （単位 ha）  
 〇〇用地 〇〇用地 〇〇用地  合 計 備  考 
〇〇地区      施設機能F〇-○-○、施設機能F〇-○-○

〇〇地区      施設機能F〇-○-○

合 計       
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5－３－５ おわりに ～次世代型港湾計画の事例研究を通して見えてきたもの～

（1）現行の港湾計画では、本文の「港湾計画の方針」において港全体が果たすべき役割や機能についての記述があるが、数値
目標がない定性的な表現に留まっている。次の項目では「港湾施設の規模及び配置」が記述されており、施設計画に至っ
た過程の詳細が明示されていない。次世代型港湾計画では、港全体の基本機能を設定し、施設計画まで落としていく過
程を「機能系統図」に表し、できる限り機能の数値目標を示すことが施設を計画した裏付けになると考えた。 

（2）「機能系統図」は、図 5-３-4 で示したように港が担う役割である「基本機能」から始まり、その機能を達成するための複数
の「空間機能」、さらに細分化した「施設機能」をロジックツリーで表したもので、最終的には「施設機能」に対応する「港湾施
設」が結び付くように体系化したものである。 

（3）これらの機能の数値目標を示す機能規定値は、求める機能のレベルを示すとともに施設の性能設計に直結する重要な意
味を持っている。したがって、機能設計を行なうにあたっては、既存の施設が有している機能や性能を十分に調査し、評価す
るとともに、港湾の背後圏の将来の社会経済情勢を分析して、将来の港湾に求める基本機能を定め、空間機能、施設機
能の内容を具体的に示すことが重要である。さらに、既存施設だけでは不足する機能を既存施設の改良や新規施設の整
備で補うといった手順が透明化されることも重要である。 

（4）先に述べたように、現行の港湾計画書の本文は、施設整備を伴うものが中心に記述されている。次世代型港湾計画では、
港湾の機能を中心に記述するため、その機能に対応した既存の施設を含め新規計画の施設を列記することになり、施設
整備の有無が判りにくい。したがって、施設ごとに「新規計画」「改良計画」「維持」「廃止」といった区分を記述することとした。 

（5）事例研究を通して課題も残った。一般的に一つの施設は、複数の機能を有している場合が多い。例えば、港湾に立地した
産業が必要とする原燃料の調達コストを削減するため、大型貨物船が利用できるように係留施設を計画した場合を考えて
みる。これを空間機能で区分すると物流コストの削減につながる「交通機能」を強化することである。一方、物流の効率化は、
これらの産業を支援する「産業機能」を提供することでもある。また、港内の静穏度を確保するための防波堤や国道等の幹
線道路と港湾を結ぶ臨港道路などの施設は、複数の空間機能に関係している。今回の事例研究においては、港湾計画に
機能設計を取り入れることを中心に検討したため、施設が有する機能は、一つだけに絞ったシンプルな機能系統図としたが、
複数の機能を有した施設をどのように整理するのか、また「交通機能」「産業機能」といった機能を定義することも含め今後
の課題としたい。 

（6）最後に、基本機能、並びに基本機能を達成するための空間機能を規定化し、計画決定することによって、港湾計画の目的
及び説明責任がより明確化され、利用する市民や企業、国、港湾管理者、さらに事業を受託する建設コンサルタントや建
設会社が、目標年次に向けて基本機能、空間機能、及び施設機能を実現するための実行計画として共有できると考える。 

参考文献 
港湾計画書作成ガイドライン（改訂版３版） 

                   ／公益社団法人 日本港湾協会 

                                                             （執筆者 服部俊朗、八尋明彦） 
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第６章 専門的立場から 

６-１ 異業種からの提案 
小生は製品の開発という領域で長年自動車を中心に仕事をしてまいり
ましたが、さらに製品の開発一般に視点を広げ、主に品質問題の未然防
止という領域で仕事をしております。この海洋・港湾構造物設計士会とのお
付き合いは、「品質問題の未然防止」についてお話をさせていただいたこと
から始まりました（2019 年）。皆様の専門の領域は自動車よりはるかに、
考えなければならない事象の幅（津波、高潮等）が広く、必要な耐用年
数も長く、皆様のお仕事にどれだけお役に立てていただけるか心配でした。
その後、いろいろな場でお話を聞かせていただく機会をいただき、むしろ小
生の方が、新しい目を開かせていただいたことが多かった様に思います。そし
て、お互いに共通する領域があるのだと気づきました。 
機械を製造するサプライチェーンを、自動車のように直接お客様に製品
を提供している業界（仮にA型と呼びます）、そこから詳細な仕様を与え
られてシステムを提供する業界（M型）、さらにそこに基本的な要素（例
えば材料）を提供する業界（Z 型）に分けて考えると、それぞれの仕事
の特徴がよくわかります。 
皆様の仕事でいえば、今まで A 型の領域は（自ら製品を作っているわ
けではありませんが）発注者である国や地方が担ってくれていて、その要求
に従って皆様は設計を行なっていた（M型）のですが、2007年以来、皆
様が A 型の立場を担わなければならなくなった、いや担えるようなチャンス
が巡ってきた、それが「狭義の設計から広義の設計へ」というスローガンでは
ないかと考えます。 
A 型の会社とM型の会社の大きな違いはお客さまの捉え方です。A型
の会社にとってお客様は直接製品を使ってくださるお客様で、お客様の期
待を満たすことが開発の究極の目的になります。一方、M型の会社にとって
お客様は仕様を与える客先であり、その先にいるお客様は考えていない会
社が多いのです。そのような会社に「もっと真のお客様を知ろう」というと、大
概「もっと技術を知ることが大切なのです」と言います。元 A 型の会社の人
間が「もっと真のお客様を知ろう」というのは、A 型の会社の責任放棄だとい
う人もいます。 
さて、この状況を皆様の2007年「性能規定化」の変化に当てはめると、
まさに同じような状況にあったのではないかと思います。A 型のビジネスと担
うということは、もちろん、性能を満たすための技術を高めることは大切です
が、同時にその背景となる、お客様の期待（機能）にアプローチするチャン
スを与えられたと解釈して良いのではないかと思います。 
このようなことを実践するときに大切になることを小生は GD3(ジーディー
キューブ)という３つの言葉で表しています。Good Design, Good 
Discussion, Good Dissectionの３つです。 
Good Designは基本的に良い設計（ロバストな設計）をするというこ
とですが、それと同時に、実績のある設計との差（リスク）に注目して設計
を進めることです。 
Good Discussion は徹底的に議論することで、このためには前工程、

後工程、関係者間で対等な立場を成立させて、議論ができなければなり
ません。設計の立場で言うなら、専門家ではないお客様や、後工程の
人々と対等な立場で接することが大切です。 
Good Dissectionは徹底的に事実（モノ、図面等）を観察することで
す。実はこれが一番できているようで、できていない項目です。事実をよく見
ないで、イメージで議論をしてしまう人が多くなっています。シミュレーションを
駆使することはよいことですが、結果の一つの数値だけで判断をしてしまう
等です。 
実は Good Discussion（弛緩すること）と Good Dissection（集
中すること）は、発想（気づき）を高める要件で、同時に成立させなけれ
ばなりません。いろいろな会議体を通して、プロセスでの問題を防ぐ工夫が
行われていますが、常にこの３条件を成立させることが大切な要件になりま
す。さらに、日頃の設計の現場でもこの３条件をいかに成立させるかを工
夫し、発見が仕事の中心にある職場を実現されることを期待しております。 
ぜひ、設計士会の皆さんには、この「広義の設計へ」の改革をリーダーと
なって推進されることを、異業種の一人として願っている次第です。 

（執筆者 吉村 達彦） 
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6－２ 港湾の高機能化に向けて 
6－２－１ はじめに 
港湾は物流機能の中心として非常に重要な施設であるが、その重要性
が再認識され、港湾施設が急激に整備され始めたのは高度経済成長期
開始の 1956 年からである。我が国は産業に必要な天然資源が乏しく、
諸外国から輸入せざるを得ない状況にあった。我が国経済の発展のために
港湾が隣接する臨海部に埋立地を造成し、大規模生産施設を立地する
ことが行われた。臨海部における生産物品の拡大と共に、港湾の新設や規
模の拡充が行われたが、1973 年の石油ショック以降、安定経済成長へと
移った。安定経済成長期においても港湾における円滑な物流の推進が求
められ、それに対する港湾の高機能化として、港内静穏度の確保が検討さ
れた。また、1959 年には伊勢湾台風が発生し、これによって起こされた高
潮で名古屋港は大被害を被った。その 2 年後には第2 室戸台風が大阪
湾を襲ったが、2 年前の伊勢湾台風での経験から人命が失われることはな
かった。更に、1960 年には南米チリー沖で起きた津波が太平洋を横断し
て日本に来襲し、太平洋沿岸の各地に被害をもたらした。高潮や津波によ
る災害から港湾を護る方策について検討され、防災対策として実施された。
しかしながら、2011 年に発生した東日本大震災における未曾有の大津
波で防災対策に対する反省が加えられた。一方、港湾は古くは人流と物
流の場であったが、高度経済成長期を通して物流が拡大し、主流となった。
そのこともあって、港湾の水質環境が悪化したことに対する反省と共に、港
湾に人々の賑わいの場を取り戻そうとする動きが出て、それに対応して港
湾施設の親水性化が行われた。 
港湾の高機能化を推進するために、行われてきた施策について述べたが、
それらの施策の中には順調に進んだものもあれば、中途半端で終りそうな
ものもある。これらの施策をもう少し詳しく検討することによってうまくいった要
因、また中途半端になった要因について検討してみたい。そして、現在抱え
ている高機能化の問題について調べ、それを達成されるための方策につい
て検討してみたい。 

６－２－２ 過去の高機能化の課題 
（1）港内静穏度の機能 
港内に係留している船舶が荷役を円滑に行うためには船舶が港内波に
よって大きく動揺しないことが基本になる。そのためには防波堤を適切に配
置して港外波浪の進入を軽減することが重要であるが、そのためには、港
内波高が適切に算定できなくてはならない。1956～1973年の高度経済
成長の時代には港内波高を適切に算定する手法がなく、水理模型実験に
よって直接波高を算定し、防波堤の配置を決めていた。1975年以降にな
ると、入射波を実際の海の波に近い多方向不規則波として、港内波高が
計算できる手法が提案され、その手法を用いて港内の静穏度を算定する
ことが一般的に行われるようになった1）。図 6-2-1はこの方法で計算され
た秋田港内の波高比分布である。 

有義波周期が 5～25 秒程度の風波とうねりから成る通常波浪の有義
波高が岸壁付近で 50cm 以下になる場合、このように波高の小さい波は
荷役に支障を与えないと考えられた。そこで、岸壁前面の波高が50cm以
下になる年間の割合を静穏度として調べることが行われ始めた。当初は、
年間 95％の静穏度が確保されればよいであろうと、それを満足するように
防波堤の配置等が検討された。当時、大型船が満載で入港すると、荷役
に平均で 3日間程度掛かっていたことから、静穏度が 95％の場合、大型
船が3日間係留荷役すると、どの程度の確率で荷役が中断されることにな
るか計算された。その結果、荷役中断遭遇確率は 14.3％になった。
14.3％と言うことは、ランダムに船舶が入港するとして、7 隻当りに 1 隻は
荷役中断が起きることになる。これは少し頻度が高い、静穏度を上げる必
要があると考えられた。静穏度を 97.5％にすると、荷役中断遭遇確率は
7.3％となり、14 隻当りに 1隻が荷役中断することとなった。この程度なら
許容できるとなって、以降、港内静穏度を97.5％に保つようにすることとな
った。この数値は後に技術基準にも書き込まれた。 
港内静穏度を 97.5％に保つことは防波堤の長さや配置だけの操作で
は容易でなく、特に、反射率の高い直立岸壁で囲まれているような海域で
は困難であった。そこで、このような港内では一部の岸壁を直立の消波構
造にすることが考えられ、最初は縦スリット式ケーソンが消波岸壁として設
置された。そして、港内静穏度を 97.5％に維持するためには、消波構造
の岸壁の設置が重要になり、直立消波岸壁の需要が高くなってくると、多く
の消波ブロック製作会社が各社独自の直立消波ブロックを提案するように
なって今日に至っている 2）。図 6-2-2 はその中の 1 例を示したものであ
る。 

図 6-2-1 秋田港内の波高比分布 

図 6-2-2 直立消波ブロックの例 
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 上記のような対応によって通常波浪による荷役障害は大幅に低減するこ
とができるようになったが、近年、大型船が大きく、ゆっくりした平面運動を行
うことによる荷役障害が多く報告されるようになってきている。この原因として
は、係留索は従来のままで船体だけが大型化したために、ゆっくりした変動
外力に同調するようになったためだと考えられている。ゆっくりした変動外力
は通常波浪より周期の長い長周期波によって起こされる。このような長周
期波としてよく知られているのは、長崎のあびきや富山湾の寄り回り波、通
常の海岸でのサーフビートがある。津波も長周期波であるが、まれにしか起
きないのでこれは除く。 
あびき 3)は春先に起きる長周期波で、低気圧で持ち上げられた海面が

低気圧の消滅と共に、自由波となって伝播し、大陸棚等で増幅、湾に入っ
て更に増幅して、波高が 1.5m 以上にもなり、船舶の転覆や係留物の流
出、家屋の浸水等の被害が起きる場合がある。寄り回り波は冬期気圧配
置における強風で北海道西側海域に発生した風波が伝播減衰しながら単
一方向の不規則波のようになって富山湾に侵入する4)。富山湾にはあいが
めと呼ばれる多くの海底谷が存在し、谷と谷の間で大きく屈折・浅水変形
を起こして部分的に非常に大きな波高になって、沿岸に大きな被害を起こ
す。2008年2月に起きた寄り回り波はH1/3=9m, T1/3=16sであるか
ら、うねり性の波ではあるが、長周期波とは言えない。海の波は不規則波
であるために波群も不規則に変動し、高い波群ではラデイエーション応力は
強くなり、平均水位は低下する。平均水位のゆっくりした変化はセットダウン
波として波群に拘束されて進行するが、防波堤による回折や浅瀬における
砕破によって波高が急激に変化すると、平均海面のゆっくりした変動は波
群から解き放されて、長周期の自由波として進行するようになる 5)。防波
堤で回折された長周期波は港内に侵入する。砕破によって起こされた長周
期波が周期 1 分から数分のサーフビートになる。図 6-2-３は観測された
サーフビート（点線）を示している。寄り回り波は長周期波とは呼べない
が、更に遠くで発生した波が伝播してくると、周期は更に長くなり、長周期と
呼べるようになるであろう。このように長周期波と言ってもいろいろな原因で
起きた波があり、通常波のように方向別発生頻度分布は明確になっていな
い。特に、大型船舶は波高の小さい長周期波でも荷役に支障が起きるよ
うな動揺を示すので、特に慎重に検討することが重要になる。これについて
は3章において述べる。 
・ 

（2）高潮や津波に対する防災機能 
1945年の終戦から1960年の15年間に5年に1回ぐらいの割合で
高潮による災害を受けてきたが、恒久的な高潮対策が立てられないでいた。
高度経済成長を支えるためには地下水のくみ上げを全面禁止することがで
きなかったために、防潮堤を建設しても地下水くみ上げによる地盤沈下で

防潮堤の天端が下がって、防災効果が薄れた。そのような中で、1959 年
に伊勢湾台風が来襲し、名古屋港が高潮による大災害を被った。更に 2
年後、第 2 室戸台風が大阪湾を襲い、高潮による大浸水災害を被った。
そこで、対策対象湾にとって最悪の台風コースに伊勢湾台風を走らせ、そ
れによって生じる高潮と高波を防潮堤等の設計条件にすると共に、地下水
くみ上げの全面禁止を採り入れた高潮恒久対策が策定された 6)。伊勢湾
では名古屋港港口部に高潮防波堤を建設して、高潮の水位上昇 3.5m
を 0.5m 低減して、3.0m にする計画が策定された。高潮防波堤は単に
高潮を低減するだけでなく、高潮と共に来襲する高波の低減にも寄与する
効果がある。図 6-2-4 は名古屋港高潮防波堤の位置を示している。大
阪湾においては室戸台風コースに伊勢湾台風を走らせて求めた高潮
3.0mとそのときの高波を用いて防潮堤等を設計することにしている。 

津波は近地津波だけだと平均的に10年に1回来襲するが、外国で発
生した遠地津波を含めると、7，8年に1回来襲することになる。これは津
波がかなりの頻度で来襲することを意味しており、津波対策も緊急な課題
であった。1960 年にチリー沖で発生した津波が太平洋を横断して、1 日
掛けて日本に到着し、東北太平洋沿岸、特に大船渡湾で大きな災害に
なった。これを契機にして、湾口部に防波堤を建設して津波を防護すること
が考えられた。 
湾内水の固有振動周期と津波の周期が近いときに共振現象を起こし湾
奥での津波が高くなる。チリー地震津波は遠地津波のために津波の周期
は１時間程度になり、周期の長い細長い湾で増幅されている。湾口部に
防波堤を建設してもハーバーパラドクスのように共振が更に増幅されないか
心配になるが、災害を起こすような津波の場合、入射津浪は数m の高さ
になるため、防波堤開口部で流速が非常に速くなり、大きなエネルギー損
失が起きるので、防波堤がない場合より湾内の津波はかなり小さくなること
が分かった 7)。図 6-2-5は1968年十勝沖地震津波において大船渡湾
口津波防波堤の津波低減効果を調べたものである 8)。これによって、開口
部におけるエネルギー損失水頭 fu2/2g の損失係数を f=1.5 にすればよ
いことがわかった。 
このように津波防波堤の効果が明らかになったことや防潮堤で防御しよう
とすると湾奥部周辺を長距離に渡って防潮堤を建設しなければならず、費
用も高額になることもあって、津波防波堤の建設が進められた。そして、岩
手県の釜石湾や高知県の須崎湾、更に徳島県において津波防波堤が建
設されてきた。設計条件としては、対象の湾に既往最大の災害を起こした

図 6-2-3 サーフビートの観測例 

図 6-2-4 名古屋港高潮防波堤の位置 
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津波が対象となったが、津波波力はそれほど大きくなく、そのため、防波堤
の設計に用いる波力としては、50 年確率波浪による波力が用いられること
が多かった。 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（M=9.0） 
によって発生した津波は東北から関東までの太平洋沿岸に大きな被害を
もたらした 9）。津波は10mを超える高さで、津波防波堤を始めとし多くの
防波堤が被災した。被災の大きな原因は、津波が防波堤を越流すること
によって、背後の基礎マウンドが洗掘され、基礎が不安定になって転倒した
ことである。防波堤の天端は十分な高さがあり、津波が防波堤を越流する
ことはあり得ないとして、そのような現象は想定していなかった。大船渡湾の
津波防波堤のように抵抗力が小さく、津波で洗い流され、喪失するものも
あった。東北地方に建設した津波防波堤は全て大被害を受け、背後地域
はそれによって大災害を被った。また、八戸港や相馬港においては通常の
防波堤も大きな被害を受け、港内に船舶が係留できないために災害後の
復興において大きな支障となった。 
東北地方太平洋沖地震のような地震の発生確率は 1,000 年に 1 回
と言われており、このように発生確率の低い地震津波に対応できる防波堤
を建設すると膨大な費用が掛かる。そこで、従来の設計津波（再現期間
100～150 年）をレベル 1 津波として、この津波に対しては完全に防御
できるようにする。そして再現期間 1､000 年の最大クラスの津波をレベル
2 津波として、この津波に対しては防波堤の天端を超えて越流することは
許容するが、防波堤が倒壊しないように補強する。つまり、防波堤に粘り強
さを付加して､倒壊を防ぐようにする。粘り強さ対策としてどのようなものがあ
るか､検討が行われてきた。 
高潮についても、近年地球温暖化によって台風の規模が増大する傾向
にあり、現在、伊勢湾台風を基本にして設定している高潮・高波では十分
でなくなる可能性がある。そこで伊勢湾台風を基本にして設定している高
潮をレベル 1 高潮とし、室戸台風を基本にした図 6-2-6 に示すようなシ
ナリオ台風で発生する高潮をレベル2高潮として設定することが行われてい
る 10）。シナリオ台風の再現期間は図 6-2-7に示すように1,000年と考

えられている。シナリオ台風だけではなく、過去の台風の発生確率や台風
の移動中における中心気圧、移動速度、移動方向の変化の確率分布を
元に、台風をシミュレートして、再現期間が 1､000 年に対応する巨大台
風を推定する確率台風モデルを用いて、レベル 2 高潮を算定することも一
つの方法である。 
レベル 2 高潮や津波に対して防波堤が倒壊しないようにするための「粘
り強さ」構造の付加については3章にて述べる。 

（3）港内環境と親水性機能 
高度経済成長は20年近く続いて、1973年の石油ショック以降、安定
経済成長へと移ったが、高度経済成長時代の積み残しの課題として港湾
の水質環境があった。高度成長時代は物流量の増大への対応が緊急の
課題であったために、それに対する対応に追われ、港湾環境への対応が遅
れた。その結果として、港湾内及び港湾周辺の水質環境の悪化が大きな
問題となっていた。 
港内の汚れた水をきれいにする直接的な方法は､港外のきれいな水を
港内に入れる海水交換である。潮汐による流れである程度の海水交換は
港口部で可能であるが、港口部は防波堤で遮られており、十分な海水交
換はできない。そこで、防波堤を港内と港外の両側に縦スリットを設けたケ
ーソンで構築して、海水交換促進防波堤が提案された。図 6-2-
8(a),(b)は高松港に設置された海水交換型防波堤である。港内側の縦

図 6-2-5 1968年十勝沖地震津波による大船渡湾津波 
防波堤の津波低減効果の立証 

図 6-2-6 室戸台風を基本にしたシナリオ台風モデル 

図 6-2-7 シナリオ台風の再現期間 
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スリットの空隙率は港外側のものより小さく､波が通過し難い構造になってい
る。高波が作用すると､波はケーソンの空洞内に閉じ込められ大きな衝撃
的な圧縮空気圧を作用させる。これを防ぐために、図 6-2-8（b）で分
かるように背後の上部に空気抜き穴を設けている 11)。海水交換防波堤に
ついては多くの形状のものが提案されたが、現地に設置されたものは多くは
ない。この理由として、設置費用の割には効果が余り評価されなかったこと
が挙げられる。 

港湾環境改善事業として干潟や藻場の再生事業も行われている。特に
護岸の一部に干潟や藻場等を付加して､環境に配慮した生物共生型港
湾の整備が行われている。図 6-2-9は秋田港で取り組まれている生物共
生型護岸の整備である。その他に､北九州港や石垣港でも行われている。
石垣港ではサンゴの移植が試みられている。釧路港においては図 6-2-
10 に示すように島防波堤の背後に浚渫土砂を活用して､藻場を造成し、
環境改善を目指している。名古屋港では航路浚渫土砂で干潟を埋立地
の前面に創り、生物共生型港湾を目指したが、干潟には多くの野鳥が集ま
ることから近くの鯉や金魚の養殖業者から野鳥が養殖場の方にも飛んでく
るようになるので困るとの苦情が出て､中止となった。 
過去において港湾は人流と物流の場であったが、人流の場が港湾から

空港に移ると共に、港湾は物流だけの場になり、市民が港湾を利用するこ
とが少なくなった。これでよいのかとの反省もあり、港湾に賑わいの場を取り 

戻そうとする動きがあった。今まで立ち入りが禁止されていた防波堤を親水
性化して、散策や釣り場として利用することが考えられた。図 6-2-11 は
親水性防波堤として建設された和歌山マリーナシテイー防波堤である。図 
6-2-12 は親水性化され、市民の散策の場となっている高松港の防波堤
である。これ以外にも非常に多くの港で防波堤や護岸が散策や釣り場とし
て改造されている 12)。非常に多くの港で防波堤が親水性化されたのは､高
度経済成長で所得も増え、レクレーションに時間やお金が投入できるように
ゆとりが出てきた国民の支持があったことが最大の要因だと考えられるが、
防波堤の建設費の2割までは親水性化に使用してもよいとの財務省の認
可があったことも大きい原因と考えられる。 

（a）港外側 

（ｂ）港内側 

図 6-2-8 高松港の海水交換型防波堤

図 6-2-9 秋田港における砂泥性と岩礁性藻場 

図 6-2-10 釧路港における防波堤背後の盛土上の藻場造成 

図 6-2-11 和歌山マリーナシテイー親水性防波堤 
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６－２－３ 高機能化への問題点 
（1）長周期波に対する港内静穏度機能 
通常の波については、岸壁付近の波高が 50cm 以下になる静穏度が
年間 97.5％を確保できるようにする条件は順調に護られてきている。通
常波の場合、港内波浪は波の回折と反射の現象が主体で余り周期の影
響を受けないが、周期30秒を超えるような長周期波の場合、港内の各区
域が持っている水運動の固有周期に支配され、その固有周期に近い波が
入射してくると、その区域でその波は副振動で増幅される可能性がある。ま
た、大型船舶は通常波浪より波高の小さな波で荷役障害を起こすため、
港内に入射するときは波高が小さくても港内で増幅されて、係留船舶を大
きく動揺させて、荷役障害を起こす可能性がある。入射してくる長周期波
の波高はそれほど大きいとは考えられないので、港内での副振動による長
周期波の波高増幅を抑えることである。そのためには反射を抑えることが重
要になる。反射を抑えるためには、長周期波の場合、空隙のある幅広の捨
石堤を反射面の前面に設置することであるが、幅広であるために何処でも
おけるわけではない。 
まずは、港内に副振動によって増幅が起きる長周期波の周期を設定す
ることである。そのためには、一様スペクトルから成る長周期波を入射させ、
数値計算で港内の各地点のスペクトルを求め、入射波のスペクトルと比較
してスペクトルが大きく増幅している周期があれば、その周期の波が副振動
を起こしていると考えることができる。副振動を起こす波の周期は1つだけと
は限らないので注意が必要である。数値計算法としてはブシネスク方程式
を用いた港内波高計算法等がある。消波堤の設置位置としては、波高が
高くなっている防波堤の港内側や護岸の前面を考える。消波堤の設定が
終ったら、消波堤を設置した状態で再度確認のための数値計算を行い、
副振動による大きな波高増大がないことを確認する。 
 長周期波の場合は港湾の形状によって副振動の増大特性が異なるた
めに、上述したような方法でないと静穏度が確保できないと考える。 

（2）粘り強さ機能 

2011年3月に東日本大震災が発生したことによって、津波をレベル 1
の設計津波とレベル2の最大クラスの津波とに分けて考えることになった。そ
して、レベル 2 津波から完全に防御できるような施設を建設するには膨大
な費用が掛かるために、避難によって人命だけは護ろうとする施策である。
防護施設の天端の高さ等の設計はレベル1津波で行い、レベル2津波の
来襲時には津波の越流を許容するが、防護施設が転倒等で防護機能を
失うと被害は急増するので、防護施設に「粘り強い」構造を付加して転倒
等の被害を防ぐようにする方策が採り入れられた。 
粘り強い構造としていろいろな構造が提案されている。図 6-2-13 は東
日本大震災のときに壊滅的な被害を受けた相馬港沖防波堤の復旧断面
を示している。このケーソンには 3 つの粘り強い機能が付加されている。①
新たなケーソン製作・設置に当り、摩擦増大マット敷設による滑動抵抗力
の強化である。摩擦増大マットを使用すると摩擦係数は0.75～0.8程度
になり、捨石上に直接乗っている場合の 0.6 と比較して、1.2～1.3 倍に
滑動抵抗力が増大することになる。②港内側マウンド腹付工（盛石）に
よる体力強化である。ケーソンの滑動変位に伴う受働抵抗力が滑動抵抗
力の増大になる 13)。技術基準では腹付工の高さはケーソン天端の 1／3
以上にすることになっている。③上部コンクリートの形状を工夫することで防
波堤を越流する津波の流れを変え、捨石マウンドの洗掘を防止する。ケー
ソン上部工にパラペットを設けることで、越流流速を大きくして、マウンド上
に落ちないようにしようとする試みである。 

相馬港の防波堤の粘り強い構造化は典型的な粘り強さの付加であるが、
どの程度抵抗力が増大したのか数値的な記述がないのが気になる。粘り
強い構造化を行うのであれば､粘り強さを付加しましただけではなく、どの程
度強くなったのか、その数値を提示しないと、その粘り強さ機能を採用しても
らえなくなるのではと危惧する。 
防波堤の典型的な被災は越流津波による背後の捨石マウンドや地盤
の洗掘でケーソンが不安定になり、ケーソンが後方へ転倒する被災である。
防波堤の被災ではこれとは逆に前方へ転倒した防波堤もあった。それは女
川港の防波堤である。被災の様子を図 6-2-14に示している。第1波目
の津波の押し波時には、津波は防波堤の開口部通って、また、天端を越
流して港内に流入していったが、港内側の水位も十分あり、防波堤が港内
側に滑動することはなかった。次に、引き波になったとき港内にはまだ津波
が残って水位があり、引き波によって防波堤前面の水位が大きく下がり、港
内外の水位差による水圧で防波堤は港外側に転倒した。津波の場合、港
内にも津波は進入し､港内の水位を大きく変化させる。条件によっては副
振動を起こして、港内水位変化を増幅させるかも分からない。港外に津波

図 6-2-12 高松港親水性防波堤 

図 6-2-13 粘り強さが付加された相馬港沖防波堤の復旧断面 
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の山がきたときに港内が津波の谷の状態になっている可能性もあるし、その
逆の場合もある。港内外の水位の変化状況を精度よく算定しないと､粘り
強い機能を付加しても､十分な効果が出せず、堤体が被災する場合があ
る。例えば、港内側の水位が下がった状態のときに津波の山が来襲すると、
越流した津波は港内の水位が低いので非常に強い流れを起こし、腹付工
の被覆材を洗い流して､腹付工を消失させる可能性がある。しかしながら､
このような状況は数値計算でしか検討ができないが、まだ、そのような報告
書を見たことがない。 

地球の温暖化を考えると、将来的に台風の規模も増大することが想定さ
れ、高潮についても津波と同様に最大クラスの高潮を考えることとなって、
室戸台風を基本とするシナリオ台風が提案された。図 2-1-7 に示したよう
に、シナリオ台風の再現期間は3大湾においていずれも1､000年程度に
なる。レベル1高潮は従来から検討されている伊勢湾台風を基本とする台
風による高潮である。高潮については粘り強い構造については独自のもの
はほとんど検討されていない。 
今後どのような粘り強い構造が提案されても､粘り強さが数値で表されて
いないものは、今後使われなくなると思う。いくつかの粘り強さ機能を用いる
のであれば、それぞれの粘り強さに対してどれだけ強くなるか数値で示し、そ
の結果としてレベル2津波や高潮に対して転倒することはないことを示す必
要がある。 

（ ）港内環境機能 
港湾構造物の親水性化については多くの港湾で積極的に行われたこと
もあって、これについては特に問題になる点はない。一方、港内環境につい
ては、特に海水交換については、防波堤を透過堤にする多くの案が提案さ
れたが、アイデアの状態で終った。この原因として、透過堤にすることによっ
て、製作費が高価になることに見合う効果があるのかとの疑問があり、海水
交換効果について定量的な評価が十分にできなかったことが考えられる。
新しいものを提案するときはその効果を定量的に示す必要がある。 
干潟や藻場を再生して港内環境を改善しようとする動きについてもそれ

をすることによって多様な生態が維持されるようになることは分かるものの、
それに多くの予算を投入することには躊躇がある。その原因としては効果が
出るまでに時間がかかることや定量的な効果が明確に示せないことが考え
られる。地道で継続的な活動が必要である。 
一方、沖縄の石垣港ではサンゴの養殖が試みられている。珊瑚礁と言え
ば沖縄と日本人皆が思っているために、サンゴを養殖して､増殖するといった
活動は日本人皆から支持を受けるために定量的な効果を特に示さなくても
問題はない。しかし、この活動が非常に長期にわたってくると、定量的な効
果を示さないと支援は得られなくなると考えられる。 

６－2－４ おわりに 
1956 年から 1973 年の高度経済成長期時代に臨海工業地帯として
臨海部の開発と港湾の拡張が行われ､1973 年の石油ショック以降、低成
長時代に突入したが、港湾の高機能化は進められた。円滑に進んだものも
あれば､予定よりも進まないものもあった。順調に進んだものとしては、通常
波に対する 97.5％の静穏度対策や港湾構造物の親水性化がある。港
湾静穏度の場合、静穏度を確保することによってどのような効果があるかが
通常波浪に対して明確に示されたことが重要である。しかし、長周期波に
ついては長周期波の発生原因や頻度が明確になっていないこともあり、今
後の成果を期待するものである。港湾構造物の親水性化については、その
時代の要請も強く、財政的な裏付けがあったことが大きい。 
高潮や津波に対する防災対策については、湾口部における津波防波堤
の建設は港内津波を大きく軽減することが大船渡湾で検証された。さらに、
津波防波堤によって港内を含め湾奥部の津波が低減するために、湾奥周
辺の護岸の天端を高くする必要性はなくなり、護岸の建設費の低減ができ
ることが分かった。このこともあって、多くの津波防波堤が建設されたが、
2011 年に東北地方太平洋沖地震による大津波が発生し、津波防波堤
も大被害を受けた。津波防波堤はそれまでの既往最大の津波を用いて設
計されていたが、2011年の津波は設計津波の2倍以上の高さになり、想
定していない防波堤の越流が起こり、大災害となった。そこで、これ以降の
津波防波堤は今までほぼ同じように設計するが、巨大な津波に対しても倒
壊しないように粘り強さ機能を付加することになった。現在、粘り強さに関し
ていろいろな方策が検討されているが、その方策を用いることによってどれだ
け粘り強くなるのか、それをきちんと定量的に示すことが非常に重要であり、
それがないと津波防波堤の建設意欲がなくなってくる可能性がある。是非、
定量化を頑張って欲しい。 
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6－３ 広義の設計について 
本レポートの主題は、「広義の設計論」である。構造物の設計とは本来、
「設計条件などの制約条件が設定された上で、構造物が設計供用期間に
わたりその目的と機能を達成するために行う計画、建設、供用、廃止の各
段階のマネジメントに関する作業」のことを指すものと考えており、要求性能
の確認行為である性能照査は設計の中での一部の作業にしか過ぎない。
この本来の設計を「広義の設計」として再定義しなければならなくなってしま
ったのは、「狭義の設計」である性能照査が設計技術者にとって過大な労
力を割くような主要な作業項目になってしまったことがその背景にあると考え
られる。 
コンクリート構造物の設計において参照される土木学会・コンクリート標
準示方書［設計編］は、その 2002 年制定版において一度だけコンクリ
ート標準示方書［構造性能照査編］に名称が変更になったことがある。
筆者はこの改訂作業に関与したが、ほとんど性能照査のことしか扱われて
いない示方書に「設計編」という名称を付すことはいかがなものかという異論
が唱えられた結果、「構造性能照査編」と名称を変えることでその性格を明
らかにすることとなった。その直後の 2007 年制定版では、名称が再度「設
計編」に戻り現在に至っている。これは、性能照査に関わる記述だけでなく、
「構造計画」と称する性能照査の上流部分の作業（基本設計と言い換え
てもよい）も記述の対象として新たに加えたためである。構造物のオーナや
設置者になり得ない学会が制定する示方書類は、性能照査技術の高度
化や進歩に応じて改訂が行われているように、性能照査技術の構築と一
般化がその主たる使命であると言える。一方、「広義の設計」に関する事項
は、その学会が制定する示方書類の対象とはなりにくく、議論もほとんど行
われていない。このようなことも一因となって、設計と性能照査がほぼ同義
で扱われるようになってきたのではないかと推察することもできる。 
構造物のライフサイクルにおいて、構造物は目的を果たすための役割とし
ての機能を保持し、機能保持のための能力としての性能を確保することが
求められる。したがって、構造物の設計において構造物に要求される「性能」
やその水準を明確にすることは、設計という行為において構造物に必要な
機能を保証するためであるとともに、設計の本質にかかわる重要な事項で
ある。したがって、本レポートにも言及されているように、要求性能はあくま
でも構造物の機能発揮のために必要な性能であることを今一度確認して
おく必要がある。 
話は変わるが、わが国には構造物に関する基本的な要求性能とその設
定の原則、ならびに基幹となるべき設計方法が明確に盛り込まれている統
一的な技術基準の包括設計規格（code for code writer）が存在し
ないという、構造物に関する規格の階層化における重大な欠陥がある。
2002 年に国土交通省が「土木・建築にかかる設計の基本」を制定し、包
括設計規格を指向したが、内部文書の位置づけにとどまっており、一般に
はほとんど周知されていない。そのため、残念ながら包括設計規格としては
認知されていない。それから 20 年経過し、設計の考え方やその技術が発
展したことを受けて、包括設計規格を再度策定するために、現在土木学
会において「土木・建築構造物の設計の共通原則（仮称）」の作成を進

めている。そして、建築分野との協働を進めるために、土木学会と日本建
築学会が連携したタスクフォースを設置し、この下に設計の基本 WG（筆
者が主査を仰せつかっている）を設置して、国家規格とするべき土木と建
築の設計の共通原則を示す規格の策定のための検討を開始した。「土木・
建築構造物の設計の共通原則（仮称）」では、構造物の目的－機能
－性能のヒエラルキーを明確にし、「構造物の設置目的に応じて担うべき
働きである機能を設定し、その機能の実現に寄与する性能（要求性能）
が設計供用期間にわたり損なわれないことを適切な方法を用いて確認
（性能評価）し、保証する」ことを規定している。また、設計供用期間を、
「設計の前提として構造物が所定の機能を維持することを期待する期間」
として新たに定義し、誤用される設計耐用期間との違いも明確にしている。
要求性能については、「構造物の機能およびサステイナビリティを保持する
ための能力として適切に選定されなければならない」とし、社会からのサステ
イナビリティに対する要求を構造物の要求性能にブレークダウンすることの流
れについても言及している。このように、従来の設計において陽に扱われる
ことの少なかった構造物の「機能」を明確に記述し、機能と性能との関わり
について規定している。このことは、本レポートで主張されている「広義の設
計論」と方向性を同じくするものであると考えている。要求性能は、構造物
の目的や機能に応じて適切な水準に設定されることになるが、その際に社
会的に重要度の高い構造物では「危機耐性」への対応を行うことが必要で
あることも示している。つまり、緊急時における構造物の役割を踏まえ、冗
長性や頑健性への対応を包括する対応を行うことの必要性にも言及して
いる。危機耐性は要求性能として明示されないことが多く（そもそも設計で
想定していない事象については性能照査できない）、構造物の機能の喪
失が社会に及ぼす影響をリスクとして捉え、リスク管理の方法を設計の際に
検討しておくことが必要であることに対応する。このように、危機耐性につい
ても考慮しつつ構造物の機能に応じた要求性能の水準を明らかにすること
が、設計技術者自身の設計目標を明確にし、社会とのコミュニケーションを
円滑にすることにつながるものとなる。 
上述のように、「広義の設計論」に応じて、設計に携わる技術者は、構
造物の計画、建設、管理のすべての段階に関わることになる。つまり、構造
物のライフサイクルマネジャーとしての役割が求められることになる。そして、
構造物に必要な機能を明確にし、要求性能の満足度を適切な指標により
判断し、工学的な価値基準を設定して最も合理的と考えられる設計解を
選定する技術が常に求められることになる。これは、構造物の新設時だけ
でなく、供用時の維持管理における総合評価や、必要に応じて行う改良
設計においても当てはまる。海洋・港湾構造物設計士が「広義の設計」の
概念の下で、このような役割を十分に果たすことを切に期待している。 

（執筆者 横田 弘） 
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６－４ 地盤改良技術の海外展開をめざして 
明治以降、富国強兵のスローガンの下、官民一体となって工業化が押
し進められ、工場施設、港湾施設、道路網や鉄道網などのインフラの整備
が急速に進められた。当時、重力式の構造物を軟弱な地盤上に造る場合
は、捨石で幅の大きいマウンドを先行させることで上部構造物の荷重を分
散させる方法がとられている。戦前の軟弱地盤対策技術としては、置換工
法、敷き粗朶・沈床による工法などが用いられているが大規模に活用され
た例はあまりなく、また多分に経験的な手法であった。戦後は、臨海工業
地帯への重厚長大産業の誘導、高度成長期のインフラ整備そして間断な
く国土を襲う自然災害に対する防御施設などの建設プロジェクトが盛んに
行われ、そして多くのプロジェクトが軟弱な地盤上で行わざるを得なかった。
このことが急速な進歩を遂げた土質工学とあいまって、地盤改良技術を大
いに発展させてきた。我が国では海外からの技術を輸入するよりは国内で
の開発を好む気風があり、産官学の協力の下、数多くの地盤改良技術が
開発されてきている。当然、開発にあたっては試行錯誤の連続であったと思
われるが、勤勉で技術に真摯に取り組む国民性でこれらを克服し、現在で
は数多くの軟弱地盤対策工法が実用に供され、対象とする土質条件、改
良目的、構造物の種類と規模に応じて使い分けられている。特に、我が国
では単に施工技術の開発だけでなく、設計、施工、施工管理も含めた総
合的な技術開発が行われているのが特徴として挙げられる。 
これらの技術には、我が国の品質への厳しい要求が反映され、精緻で
洗練された施工機械・施工・施工管理が行われ、改良地盤の高い品質と
機能性を発揮している。その一例として、2011 年に発生した東日本大震
災においても多くの改良地盤でほとんど地震被害が生じていないことを挙げ
ることができる。また、改良地盤の長期特性に関しても、地道な長期管理
と現場計測が行われ改良地盤が長期間にわたり所定の特性と機能を有し
ていることが示されている。さらに、このように長期特性を地道に観察、測定
し、実証を積み重ねていく姿勢は我が国の国民性であり、技術に対する真
摯な姿勢は尊敬に値する。 
さて、高度成長時代が終わり、大プロジェクトが数少なくなった現在、新
規施設の建設よりは既存施設の耐震強化やレトロフィットなどが多くなり、
それに応じた地盤改良技術が求められている。それに加えて環境面への配
慮も求められ、環境にもやさしく安価で高品質な地盤改良技術の設計法、
施工法、施工管理法が求められている。個々の要求は相反するものもあっ
て技術開発には困難も多く、これまで以上の努力と多くの試行錯誤が必要
と思われる。が、我が国の技術者なら解決していくものと期待し確信してい
る。 
地盤改良技術に求められる性能、機能と品質はそれぞれの国、地域の
地盤条件や社会的条件・ニーズなどで決められる。我が国の地盤改良技
術は非常に厳しい地盤条件や社会的条件の下で開発されてきたため、海
外の技術と比較すると質・量ともに圧倒している。一方で、世界各国の要
求性能などに比べ我が国の技術は高品質であり，残念ながら我が国の地
盤改良技術はガラパゴス化しているようにも思われる。我が国の精緻で洗
練された地盤改良技術は真の専門家にしか評価することはできず、残念

ながら海外では正当な評価を受けているとは言い難い。また，地盤条件
や社会的条件、社会システムなどの違いから日本の改良技術の様な高品
質な技術を必要としていない場合も多い。例えば、北欧での深層混合処
理工法は原地盤よりも少し良質の地盤を造成して、10 cm 程度の地盤
沈下の抑制や低減をイメージしたもので、強固で高い耐震性を意図した我
が国の工法とは大きく異なっている。そのため、設計法・施工機械・施工
法・施工管理法なども大きく異なっている。また、鉄道を運行した状態での
鉄道軌道の地下化や高層化とそのための切り回し工事は我が国ではしば
しば行われ、そのための近接施工技術や地盤改良技術が発達している。
しかし、海外では工事中は鉄道の運行を休止する場合も多く、このような
精緻で神業のような工事そのものの需要は多くない。既設構造物の耐震
補強に関しても、歴史的建造物などを除いては、近接施工工事の必要性
を感じていないのではないかと思われる。 
我が国の地盤改良技術を輸出しようとする動きは多く見られる。しかし、
日本の最先端の技術を輸出しようとするあまり、先方が期待する以上の性
能や品質を自らに課し、結果として工事費が高額となる傾向にある。地盤
改良技術は一種オーダーメイドの技術であり、先方の用途と改良目的、期
待する機能と性能、社会的条件などに合った技術が求められている。国内
向けと海外向けの技術を使い分ける設計、施工、施工管理技術が必要に
なると思われる。 
さらに、韓国や中国などの海外施工業者との受注競争に打ち勝つには、
地盤改良工事というパーツではなく、地盤改良技術に関する調査・設計・
施工・施工管理を含めたパッケージとして売り込むことが必要と思われる。こ
れまで海外での工事を見て、韓国や中国の地盤改良工法の機械や施工
法は我が国の技術をベースに IT技術なども導入しており一見しただけでは
我が国の技術と遜色はない。しかし、施工困難な地盤に遭遇した場合や
周辺地盤への悪影響が危惧される場合などへの対応については十分に対
応出来ているとは感じられない。一方、我が国の技術は、設計、施工、施
工管理も含めた総合的な技術であるために、このような不測の状況に対し
ても十分に対処できるもので、他国の追随を許さない技術である。我が国
の総合的な技術を武器に海外展開を進められることを期待している。 

（執筆者 北詰 昌樹） 
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おわりに 広義の設計への挑戦 

「広義の設計のあり方」研修会が開始するきっかけとなったのが、2018
年 12 月 7 日に開催された四者研究連携・協力協定式記念講演会で、
筆者が行った講演中のメッセージ「狭義の設計から広義の設計へ、部分か
ら全体へ」であった。 
そこで述べたのは、インフラは時間の関数であるという捉え方であり

Infrastructure = Function (時間) = F (21世紀) = F(全球化、技
術革新、人口動態）ということが議論の出発点になっている。その上で還
元主義に基づく科学技術の進展は必然的に専門分野の細分化を伴い、
技術分野が過度に細分された現在、インフラの計画・設計・施工・維持・更
新にはプロジェクトの各段階での情報共有と全体を見渡す指揮者が不可
欠であるとの認識である。一方で、筆者には 2013 年に発表された The 
future of employment : how susceptible are jobs to 
computerization?という論文が頭にあった。急速に進むコンピュータの発
達により消滅する職業は多岐にわたり、特にルールが規定され当て嵌め作
業の多い職種の淘汰が進むという指摘である。 
そのような時に、土木学会開催の国際技術基準のセミナーで著名な建

設コンサルタント会社の方が、「設計例がないから設計実務に使えない。」
という筆者には仰天の発言に出会った。発言者の指摘は「設計実務とは計
算例に沿った“当て嵌め”であって、国が定める技術基準に「結果責任」が
ある。」という発言の意図が感じられた。もしそれが我が国の建設コンサルタ
ントの現実の姿であるならば、まさに建設コンサルタントは The future of 
employment で指摘された淘汰される職業の典型的な類型ではない
か 英国の建設コンサルタントの社長を務める知人なら、設計基準は料
理本ではないことは百も承知で、新たなプロジェクトに取り掛かるとまず関
連の研究論文と類似のケーススタディを集め、それらを読破して新たな挑戦
に取り組んでいくであろう。建設コンサルタントの仕事は、まだ世の中に実在
しない有意なインフラの構想を描き、それを具現化していく夢のある創造的
な仕事ではなかったのか 
驚きと同時に、海洋・港湾構造物設計士の資格制度発足から長年資

格制度監理委員会委員長を務めて来た筆者が描いていた、難関な試験
を合格してきた経験豊富な優秀な技術者集団である海洋・港湾構造物
設計士会への期待との間に大きな落差を感じた。 
３年間に亘っての数回の研修会を通じて、設計会のメンバーは海洋・港

湾構造物設計以外の諸分野、すなわち機械工学、建築学、経営学、経
営管理学、システム工学分野の各碩学から貴重な情報・視点と思考方法
を学んだ。その結果、設計士会メンバーは、広義の設計の議論が開始しさ
れた時と比べものにならないくらい広義で多角的な視点を獲得したはずで
ある。その成果が、広義の設計の議論の最終とりまとめの冊子に十分反映
されている。筆者の海洋・港湾構造物設計士会への期待は間違っていな
かった。 
最終とりまとめの内容を要約すれば「機能設計」と「価値の創造」の二つ

のキーワードに集約されるであろう。この二つのキーワードを用いた現行の

港湾構造物の設計体系の改訂の必要性、そして海洋・港湾構造物設計
士としての本来の使命と役割の姿が浮かび上がってきたように筆者には思
われる。 
広義の設計を実現するための社会システムの具現化には、必然的に海

洋・港湾構造物設計士の役割の分野と責任の拡大が伴う。このことが再び
職業の細分化につながらないように注意する必要がある。確かに、広義の
設計が要求されるすべての事項を一技術者が担うことは現実的ではない。
しかし、広義の設計の必要性を認識しそれに向かった志向を持った技術者
集団が育成されていけば、おのずとチームプレーとして広義の設計の理想が
実現できるであろうし、社会システムの変革へと波及していくであろう。その
流れが着実に動き出せば、2018年の筆者のメッセージは一つの役割を果
たしたことになるであろう。 

（執筆者 日下部 治） 
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研修会 基調講演 講演及びパネルディスカッション 
★4 者（国総研、港空研、沿岸セ

ンター、設計士会）研究連携・協

力協定式記念講演会

日時 2018 年 12 月 7 日 

主催 設計士会  

後援 国総研 港空研 沿岸セン 

ター 

会場 国総研会議室 

◆日下部 治  

設計士会顧問 東京工業大学 名誉教授 

テーマ「設計士に期待すること（ビデオ講

演）」 

ﾒｯｾｰｼﾞ  「狭義の設計から広義の設計へ、部

分から全体へ」

◆講演1「港湾分野におけるi-Construction の現状」 

井山 繁 国総研 港湾施工ｼｽﾃﾑ・保全研究室長 

◆講演2「桟橋上部工点検用ROV とその運用方法の提

案」 田中 敏成 港空研ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ研究Ｇ 主任研究官 

◆講演 3「貯蔵船係留用防舷材の供用限界年数等に関

する検討」 大村 厚夫 沿岸センター 調査役 

◆講演 4「陸上工事関連の CIM の現状」 杉浦 伸哉 

(株）大林組 

◆講演 5「海洋・港湾工事関連の CIM の現状」 中嶋 

道雄 東洋建設（株） 

★第8回研修会

「狭義の設計から広義の設計へ 

その１」 

日時 2019 年 6月 26 日 

主催 設計士会  

後援 国総研 港空研 沿岸セン 

ター 

会場 TKP 虎ノ門駅前カンファレ

ンスセンター 

◆日下部 治  

テーマ「設計士に期待すること」 

◆テーマ 「狭義の設計から広義の設計へ、部分から全体

へ」 

◆コーディネーター 日下部 治   

◆パネリスト    宮田 正史  

:国総研 港湾施設研究室長 

          下迫 健一郎  

:港空研 研究監・特別研究主幹 

          守屋 正平    

:沿岸センター業務執行理事 

          川嶋 憲      

:設計士会理事/(株)日本港湾ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

★第9回研修会

「狭義の設計から広義の設計へ 

その２」 

日時 2019 年 10 月 29 日 

主催 設計士会  

後援 国総研 港空研 沿岸セン 

ター 

会 場 TKP ガ ー デ ン シ テ ィ

PREMIUM 仙台西口カ

ンファレンスルーム 8C 

◆吉村 達彦   

:ＧＤ３コンサルティング代表 

テーマ「問題発見と未然防止 /製造業（自

動車関連）の視点から」 

◆テーマ 「施工から視た設計」 

◆コーディネーター 日下部 治   

◆コメンテーター  風間 基樹   

:東北大学大学院土木工学専攻 教授

               宮田 正史   

◆パネリスト    井山 繁     

国総研 港湾施工システム・保全研 

究室長 

水谷 崇亮   

港空研 地盤研究領域基礎工研究 

グループ長 

若崎 正光   

前沿岸センター東北事務所長／日本

港湾ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株） 

              中原 知洋   

設計士会理事／五洋建設(株) 

参考資料 「狭義の設計から広義の設計へ」研修会開催の経緯
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研修会 基調講演 講演及びパネルディスカッション
★第10回研修会

「狭義の設計から広義の設計へ 

その３」 

日時 2020 年 7月 7日  

主催 設計士会  

後援 国総研 港空研 沿岸セン 

ター 

会場 WEB セミナー 

◆藤本 隆宏  

東京大学大学院経済学研究科 教授 

テーマ「設計論に立脚した広義のものづくり 

経営学」 

◆テーマ 「地盤調査から設計へ」 

◆問題提起    岩崎 公俊    

全地連理事、国土地盤情報ｾﾝﾀｰ理

事長、基礎地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ取締役会長

◆コーディネーター 日下部 治      

◆コメンテーター  宮田 正史       

◆パネリスト   岩崎 公俊      

渡部 要一     

北海道大学 大学院教授 

山崎 浩之       

沿岸センター 審議役 

濱地 克也       

設計士会理事/(株)大林組      

★第11回研修会

「狭義の設計から広義の設計へ 

その４」 

2020年 10月 28日 

主催 設計士会  

後援 国総研 港空研 沿岸セン 

ター 

会場 WEB セミナー 

◆髙山  知司  

京都大学 名誉教授  

テーマ「沿岸防災設計 特に高潮・高波につ

いて」 

◆テーマ 「波浪調査から設計へ」 

◆コーディネーター 日下部  治                 

◆コメンテーター  髙山 知司    

           宮田 正史     

国総研 港湾施設研究室長   

◆パネリスト   髙橋  康弘      

関東地整 横浜港湾空港技術調査事 

務所長              

          鈴木 高二朗    

港空研 海洋研究領域耐波研究グルー

プ長  

          鈴木 善光     

沿岸技術研究センター 調査役

          石本 健治     

設計会理事／(株)エコー     
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研修会 基調講演 講演及びパネルディスカッション
★第12回研修会

「狭義の設計から広義の設計へ 

その 5」 

日時 2021 年 7月 15 日 

主催 設計士会  

会場 WEB セミナー 

◆八尋 明彦  

設計士会副会長/日本工営（株） 

テーマ「今後の港湾計画及び技術基準 

のあり方/広義の設計論を踏まえて」 

◆テーマ 「今後の港湾計画及び技術基準のあり方/広義

の設計論を踏まえて」 

◆コーディネーター 日下部 治   

◆コメンテーター   吉村 達彦   

設計士会顧問 トヨタ自動車(株)
元シニア・スタッフ・エンジニア 

             髙山 知司 

設計士会顧問 京都大学 

名誉教授 

             北詰 昌樹   

設計士会顧問 東京工業大学 

名誉教授 

◆パネリスト 設計士会理事 11名    

★第13回研修会

「狭義の設計から広義の設計へ 

その 6」 

日時 2021 年 10 月 7日 

主催 設計士会  

会場 WEB セミナー 

◆小林 潔司   

京都大学 経営管理大学院 特任教授 

  :テーマ「プラットフォームとしてのインフラ価値の

創造」 

◆増田 久和  

:国土交通省総合政策局社会資本整備政 

策課社会資本整備戦略推進官 

   :テーマ「第 5 次社会資本整備重点計 

画における新たな価値の創造」 

◆テーマ  「モノづくりと価値の創造 」 

◆コーディネーター 日下部 治   

◆コメンテーター  小林 潔司  

◆パネリスト    野城 智也  

東京大学 生産技術研究所教授  

           吉村 達彦   

            山本 修司  

設計士会長/沿岸センター  

★第14回研修会 

/ 創立 10周年記念シンポジウム 

「狭義の設計から広義の設計へ 

その 7」 

:日時 2022 年 7月 28日 

:主催 設計士会 
共催 沿岸センター 
後援 国総研 港空研 
:会場  沿岸センター 
     Web セミナー 

◆磯部 雅彦 
高知工科大学 学長 

 テーマ「目的の多様化と変動化に対応 
する海洋・港湾構造物の設計に向けて」 

◆八尋 明彦 
政策提言 「今後の港湾計画及び技
術基準のあり方/広義の設計論を踏まえ
て」 

◆テーマ 「政策提言の社会実装に向けて」 
◆コーディネーター 日下部 治 
◆コメンテーター  磯部 雅彦 

山本 修司 
◆パネリスト    池田 龍彦 

国際港湾交流協力会顧問 横浜 
国立大学名誉教授 

横田 弘 
設計士会顧問 北海道大学名誉 
教授 

吉村 達彦 
北詰 昌樹 
中原 知洋 
設計士会副会長 五洋建設(株) 
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研修会 基調講演 講演及びパネルディスカッション
★第15回 研修会 

「狭義の設計から広義の設計へ 

その８」 

:日時 2022年 11月 21日 

:主催 設計士会
・共催 沿岸センター
・会場 沿岸センター
     Web セミナー 

冊子「広義の設計論に立脚した港湾整備／次
世代の技術基準のあり方」（中間とりまとめ）会
員への意見照会に向けた事前説明会 

・第１章 昨今の設計分野を取り巻く状況と問
題意識 

設計士会 理事 11 名 
・第２章 今、港湾の整備に求められているもの 

八尋 明彦 
・第３章 「広義の設計論」に立脚した港湾整備
のあり方                   八尋 明彦  
・第４章 当面講ずべき具体的な提案と行動 

設計士会 理事 7 名
・第５章 事例研究 

設計士会 理事 3 名
・講評 

日下部 治 
★第16回 研修会 

「狭義の設計から広義の設計へ 

その９」 

・日時 2023年 7月 24 日 
・主催 設計士会 
・共催 沿岸センター 
・後援 国総研 港空研 

・会場 沿岸センター
     Web セミナー 

冊子「広義の設計論に立脚した今後の港湾整
備/次世代の技術基準のあり方」会員への報告
会 
冒頭挨拶 日下部 治 
概要報告 山本 修司 

◆テーマ 「広義の設計論」の実装に向けて 
◆コーディネーター  八尋 明彦 
◆コメンテーター   日下部 治 

山本 修司 
◆パネラー      高山 知司   

横田 弘 
岩波 光保 
東京工業大学 大学院教授 

下迫 健一郎 
:沿岸センター審議役 

             中嶋 道雄 
設計士会 次世代設計委員会委 
員長 パシフィックコンサルタンツ(株)
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参考資料 

１． 日下部治顧問の講演「狭義の設計から広義の設計、 
部分から全体へ」 

写真1 日下部 治 氏
 【略歴】 
海洋・港湾構造物設計士会 顧問 東京工業大学名誉教授 

・東京都出身 
・東京工業大学助手、宇都宮大学助教授、広島大学教授、東京工業大
学大学院教授、茨城工業専門学校校長を経て、現職。 
・東工大中瀬明男先生のもとで、サンゴ礫混じり土の研究、奄美大島名
瀬港桟橋の設計に関与。 
・地盤工学会および土木学会で性能設計に関する委員会委員長を務め
る。 
・沿岸技術研究センターの２つの資格制度、海洋・港湾構造物維持管理
士、同設計士制度に立ち上げから委員長として参画。 
・長く港湾空港技術研究所の外部評価委員会委員を務め、現在同委員
会委員長。 

１－１ 自己紹介
私のバックグラウンドは、学校にいた経験しかない。ただ、港湾関係で実
務に近い経験というと、当時港湾技術研究所の部長だった中瀬明男先生
が東工大にお見えになって、最初の助手をさせていただいた頃。中瀬先生
は中間土の研究をされていて、当時返還される沖縄の港湾案件で、サンゴ
礫混じりについて勉強をさせていただいた。その成果を使って奄美大島の名
瀬港の桟橋の設計をやった。米軍時代の 150ｍ桟橋と同じ長さの構造物
を設計するのに、地盤や波の条件も変わらないのにコスト的に倍になった。
当時設計法では認められてなかったFEM解析を実施。荷重に応じて弾性
応力がどう変化するかということを考えて間隙水圧を推測し、ラプラスの方
程式を解いて、施工段階ごとに水圧の消散を考慮したすべり安定計算をし
た。各工程ごとに実施し、安全率1.3を確保し隣接する米軍の桟橋とほぼ
同じような設計となった。しかしながら、現場は予想していた以上に水の流
れは速くて、あっという間に水圧が消散し安全側の設計となっていた。現場
と机上では随分と違うという実感をした経験がある。その後、性能設計の導
入について、地盤工学会や土木学会の委員会があり、山本設計士会長ら
と、いろいろ勉強させていただいた経験がある。また、沿岸技術研究センタ
ーの維持管理士や設計士資格制度を委員長として立ち上げた。 

１－２ 建設コンサルタントというのは一体どういうことか
横軸が、その国の人の平均的な収入、縦軸が、その国の平均寿命を取
ったバブルチャートである。収入が上がると平均寿命も上がる。言い換えると、
たくさんお金があると命が長くなる。特に初期には基礎的なインフラが多く必
要だということ。例えば妊婦や子どもの死亡率を低くするのに何が一番いい
かというと、医者や薬とか当然あるけれど、一番大事なのは病院に行くまで
の道路だということ。また子どもの教育においては、たくさんの先生を付けて
教科書を配るということになるが、一番大事なことは、夜電気をつけて復習
をできるようにすること。従って、インフラの基礎的な整備が重要な役割。皆
さんがやっているインフラ整備は、意義のある仕事。 
海外にAll about Careers というサイトがあって、それぞれの仕事を紹
介している。Consulting Civil Engineerは、Expert advice、つまり専
門的なアドバイスをする職業。つまり、DesignとPlanning と
Managementという土木のプロジェクト全体を一貫して見ている仕事。
Civil engineersのコンサルタントはDriving force。事業を進めるために
一番大事な駆動力、プロジェクトの推進力を持っている必要がある。これが
仕事のJob description。その下にExpert assessments とあるが、い
わゆる専門的な力、能力、及び経験が求められる。仕事内容は、
Detailed drawings、Plans and schedules and estimating the 
cost。 
もう1つ大事なことは、プロジェクトのモニタリングをするということ。日本は
分業化が進んでおり、モニタリングをするのは大きな仕事で、定期的にやる
べきとしている。皆さんは、Quality standards、法律的な
requirements、性能に対する責任がある。最後に、常に時間を取って勉
強しろと書いてある。これも仕事のうち。建設作業の動向だとか、進歩する
最近の知識を定期的に学んで欲しい。基準を読みこなして、建設機械とか
新しい工法の情報収集するための時間を確保するべきと書いている。発注
側も、仕事を発注するコンサルタントの仕事や専門知識に対する理解が必
要。 
次に、給与についてであるが、英国の場合、日本とは随分違い、資格が
重要。英国では土木学会（Institution of Civil Engineers）のメンバ
ーかどうかで給料が圧倒的に違う。メンバーだと5万ユーロ（750万
円）、フェローだと1,200万円ぐらい。米国では、平均800万円ぐらい。
シニアcivil engineer（部長とか課長）では、1,000万円近い。日本で
は、平均630万円程度。その違いは、その社会における役割だとか資格
制度だとか、それから一番大事なのは「業務独占」できるかということ。誰で
もできるのであれば給料上がらない。幾つかの国を調べると、「業務独占」
があるので、地位と給料が保証される。これらは、設計士会でいくら議論し
てもなかなか進まないので、設計士会が声を上げて、社会を変えるために
エネルギーを使うべき。 

１－３ 設計士会の方々の役割として、どういうものが期待されている
か 

設計士に期待されることについて、何が求められているのかと問われた



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        参考-6 

ら、1つは、基本的には専門知識に基づくアドバイスが期待されているの
で、大きな意味で知識人とならなくては駄目。専門知識だけでなくて、他の
ことも含めた知識人にならなければならない。基準を覚えていますだけで
は、駄目。そのためには、時代を読むこととか、時代の要請を先取りすること
とか、周辺の技術動向、こういうものを実際のインフラにどうやって活用する
か、ということが期待されている。 
最近読んだ『FACTFULNESS』。ここでいろいろなこと書いてあった。先
ほどのバブルチャートも、ここから引用しているが、皆さんが頭の中に残って
いるデータは古いと言っている。何でそうなるかというと、小さな変化に我々
は気付かないので、古い概念に固定化していると言っている。 
私自身が、日本と中国のインフラの違いを説明する時に考えたものなの
だが、インフラは時間の関数であり、国とか地域の関数だと思う。時間だけ
を見ると、21世紀は何がファンクションの中の変数か。やはり
Globalization。それに技術革新と人口動態。これを中国と日本で比較し
ながら考えると、縦軸は何かの指標として、横軸を時間とすると、全地球化
というのは国単位でglobalization、その次は企業。その次は個人。一番
重要と思うのは、技術革新が指数的に変わっているということ。皆さんの仕
事に、ものすごく影響する。Globalizationの3番目の段階で国境を越え
たネットワークが形成されると、世界的に人が動いたり、物が動くことが想像
できる。また産業構造が変わるので、技術革新が変わり融合する。そのこと
によって、建設の無人化とか、スマートインフラとかになる。次にAging 
society and depopulationによって、労働力が減少する。当然税収が
少なくなり、経済成長も減速する。社会保障費が増加して、新しい建設が
なくなって、維持管理ばかりになってくる。単純に考えると、こんなことが推測
される。 
技術革新が一番大事。これはある計算機の性能の指標。横軸が時間。
私が大学を卒業した1975年から40年ぐらいたつと1兆倍違う。今の学
生と私の頃の環境と1兆倍違う。デジタル革命がどのように社会を変えてい
くかは、皆さんもご存じのように、政府の政策を変えていく。デジタル革命
は、いわゆるマニファクチュア、工業製品に影響を与える。Industry 4.0 と
いう独国の産業政策（2012年）。デジタル革命が、社会や人間の生活
に変化を及ぼすSociety 5.0。中国の産業競争力について整理したレポ
ートは、日本のSociety 5.0より1年前に出ており、デジタル革命がどの
ように政策に変えていくかという点で日本と見方が全然違う。第四次産業
革命で言っているのは、革新技術の融合。それぞれの専門家集団のグルー
ピングで取り組んでいくべきで、一つ一つの専門でやっても駄目。すごく大き
なメッセージ。 
狩猟時代から農耕時代、工業、情報、その次スマートソサイエティー。日
本の政府が言う Society 5.0 は、デジタル革命の社会だとか人間の生活
へのインパクトと同時に、日本が抱えている問題解決の両方を併せて取り
組んでいこうというのが特徴的。高齢化とか、労働力不足だとか、自然災害
も、労災を併せて取り組んでいこうということ。人間が中心となって、デジタル
革命によって、日本が抱えている課題をどうやって解決するかが大事なポイ
ント。その議論で、あんまり報道されていないが、「数学」が非常に大事だと

言われている。AI は、情報をやった人では駄目で、データドリブンも、サイエ
ンスも、いわゆる情報処理ではないと書いている。 
もう 1 つは、「芸術」がすごく大事だと言っている。「芸術」と「科学」は、親
和性がよくて、両方とも創造力を育成する。これは色々なところに出てくる。
最近では東京工業大学とロンドンの芸術大学とで協定を結ぶこととなった。
そういう動きは山ほどある。恐らく設計というのは、ただ構造計算をして、杭
を打てばいいって話ではない。「芸術」も、皆さんの仕事にとって大変大事な
こと。難しい問題だが、大学で土木を勉強しただけでは駄目。0.001％ぐら
いの確率で、ものすごく超優秀な能力の高い子どもを選抜して教育すると
いうことが、幾つかの国でやられている。日本でも議論されているが、基本
的人権からしていいのかなと思うが。 
そういう社会の中で、みんながほんとに幸せかという問題。縦軸が知識の
量、横軸が時間。先ほど述べたように、指数関数的に色々な技術革新が
進む。1970 年に大学を卒業した私としては、あんまり変化がない時代に
仕事が終わっている。でも今の人たちは、6 年間で技術が役に立たなくなる、
学生はずっと勉強しなくてはならないし、先生もずっと勉強しなければならな
い時代。若い世代は回り続けなといけないし、私みたいな年寄りは、高齢
者、社会の変化に適応し続けなければならない。私はスマホ持っているけど
使いこなしてない。LINE を使うぐらい。そのために、落ちこぼれだとか、ある
意味で分断された社会になるかもしれない。これが良い社会ではないだろ
うと考えながら、一方では技術革新を考える必要があるという気がする。 
中国で i-construction の話をしてくれということで話をしたことがある。
縦軸が生産性で、横軸が年であるが、工業製品の生産性は、1985 年ぐ
らいから3倍ぐらいに伸びているが、建設産業は全然伸びてない。だから変
えないといけない。皆さんから批判があると思いながら出したが、公共事業
は政治家の道具になっている。つまり「失業対策」として。「失業対策」は、
その年に配ったお金が景気に反映されなければならない。実際には単純労
働者や熟練者でない人を雇う。そうでないとお金動かないから。そうすると
自動化とか機械化が進まない。つまり生産性が上がらない。さらに優れた
人が集まらなくなる。今は随分変わっているけれど、土工を見るとものすごく
労働集約。人力でないと絶対できないみたいになっている。だから i-
construction をやるというのは、それなりの根拠があると思っている。国交
省は、25年までに25％アップと言っている。ICTの活用、規格の標準化、
及び施工時期を平準化の 3 つがテーマ。投資額が減れば人も減る。一番
減って困るのは、そういう経験してきた技能労働者があっという間にいなくな
ること。土工が一番取り組みやすく、コンクリート構造物のプレハブ化とか、
継手を機械化する、またスランプを 8 センチから 20 センチぐらいするとかが
議論されている。皆さんも、河川とか港湾の浚渫、あるいは地盤改良の出
来高管理に導入することを考えてみては。しかしながら、出来高の管理の
中身が、どうなっているのということ考えてく必要あるとも思っている。皆さん
は、Society 5.0にどのように貢献しているか。あるいはi-constructionの
取り組み、機械化とか自動化とかが、他分野と比べて、どのレベルなのか注
視していく必要があると思う。 
次に維持管理であるが、とても大事。私が知っている範囲では、首都高
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が一番いろんな意味で頑張っていると思う。たくさん道路ネットワークは持っ
ているが、1964 年東京オリンピックに間に合わせるために作られていた国
家プロジェクト。ちょうど私が高校 1 年生。この図は、首都高のネットワーク
を色分けしたもので、黒色が50年以上、赤色が40年以上、黄色が30
年以上。3 次元の点群データとして集めて、それを更新しながらメンテナン
スしていくもの。車の前と後ろに全周型ビデオを搭載して全部デジタル化。
例えば、コンクリート表面の劣化の調査。構造物の間の距離、塗装の劣化
などを調べ、3次元CADだとか FEMメッシュを作成。従って、現場に行か
なくても全部構造物の劣化状況がデータ管理している。日本の港湾の中で
も、このようなシステムがあれば、アップデートしていけば維持管理の生産性
も上がる。先日、東品川の鮫洲の辺りを見せてもらった。「維持管理」に対
して元気が出ない学生が多いが、「維持更新」は、ものすごく挑戦的な試
み。「維持管理」と「維持更新」は、スケールが違う。これから皆さんも「維持
更新」に是非取り組んで欲しい。そのためにも施設のデータが手元にあると
いうことは、ものすごく大事という気がする。 

１－４ 狭義から広義へ
私が理解している科学技術は、大体ルネサンス時代ぐらいから始まったと
思う。それが促進したのは、デカルトの「還元主義」だろう。「還元主義」は、
全体を一つ一つ分かりやすいところまで細分化して理解し、理解できたら、
これを使って問題を解決していくというフィードバックの考え方。これは、決し
て間違っているわけではないが、細分化される、あるいは分業化されるとい
うことによって、全部を知っている人がいなくなくなる。これが「狭義から全体
へ」という、ものすごく根源的な課題。17世紀ぐらいからの思想。 
例えば東工大は、戦後1949 年に新生大学でスタートし、当初10 学
科。東京オリンピック後の高度成長の時に増加し、今は 46 学科。教育機
関が4～5倍になったわけではないので、細かく分業化され、全部を見られ
る人がいない。つまり科学知識の全体が、このようになっていると理解してい
る人がいない。土木学会の論文の分野も、私が学生の頃1 つしかなく、計
画も水理学も一緒だった。ところが今は 20 分野以上。20 分野を読む人
はいないし、せいぜい2分野ぐらいを読みこなす程度。これが細分化。誰の
責任ではなく科学技術の展開のプロセス。社会がこれをどれほど理解してい
るか疑問で、多くの人はほとんど理解していないという実感。私が書いた文
章だが、「工学の役割は、ある社会的課題に対して新たな開発も含めた諸
技術を駆使して、問題解決の姿勢を保持しつつ、当該社会課題に対して
社会が受け入れられる解を見出し、かつ実現することである。」従って、でき
るかできないというのは工学の判断ではなく、どうやって問題を解決するかと
いうこと。しかしながら一遍で問題が解決できないので、色々なプロセスをフ
ィードバックしていかなければならない。「建設事業における具体的行為とし
ては、計画、調査、設計、施工、維持等の複数の段階を経るとともに各段
階の間にフィードバックプロセスを導入して、実現可能な選択肢を探りつつ
最適な最終的な解に導く」と書いた。こういうプロセスを、実は社会の人は
理解してないということを認識しながら、社会と付き合わなければならない
気がする。宮田港湾施設研究室長が基準に書いた文章も、内容は全く同

じ。それでも、それを理解していく必要があり、さらに全部が分らないといけ
ない。このために、このフィードバックプロセスが仕事の中に入っていなければ
ならないと思う。 
1つ驚いたことがあった。昨年11月7日に、土木学会で国際基準のセ
ミナーがあり、私も呼ばれ日本の技術をどのように海外へ輸出するかという
議論に参加した。その後の質疑の中で、「海外の基準には計算例がないの
で、使えない」と、有名なコンサルタント会社の方が発言されてびっくりした。
彼が意図したことと同じかどうか判らないが、私なりに「設計実務とは計算例
に沿って当てはめすること。」と理解した。作った基準は国に責任があり、自
分にはないことを意味している。このことは、先ほどのJob descriptionとは
随分違う理解。よく言われるように、技術基準は「料理本」ではない。塩コ
ショウ小さじ 1 杯ずつ入れて、何分間煮込むと美味しいものが出来るという
話ではない。つまり、当てはめの実務設計は「会計ソフト」と同じ。いずれは
要らなくなる職業の中に入ってしまう。税理士もなくなると思っているが、その
ようになってしまう。皆さんには、社会のインフラづくりを創造的な仕事として
実践して欲しい。 
分業化の話。地盤調査、あるいは波浪調査、試験をやる。その中で、計
測機械やオペレーターがどのように動いたかについてあんまり意識がない。デ
ータ値に終始し、設計計算する。他方、施工工程がどうなるかって意識し
ないとうまくいかない。実際の現場は、人力以上に、計測や施工機械であ
ったりオペレーターだったりするわけで、このような集団が全体としてうまく流
れるかというマネジメントは、Job descriptionが示すように、コンサルティン
グエンジニアの役割。例えば、地盤調査データを精査する場合に、幾つかの
ポイントがある。1 つは、どのくらいの密度と方法でやられたかということと、ど
うやってそこから設計定数が決められているか。もう1つは計算根拠。そうい
うものが明確に分かってないと、設計者は責任が持てない。地盤調査デー
タは、報告書の最後 2 ページぐらいで何か設計のレコメンデーションがある
程度。ここだけ見ていたら、本当に良いものかどうか分からない。私は、確認
事項は 3 つあると思っている。1 つは、ちゃんと調査が実施されたかという。
もう 1 つは、ちゃんと報告されているか。最後はちゃんと解釈しているか。こ
のプロセスがあって、初めて設計する定数とか係数が決まってくる。何故か。
目的に合致した試験方法でないと、実施されたデータが使えないからだ。
次に、報告は指定された様式でデータが記載されてないと他と比較できな
い。解釈は、蓄積された地盤工学の知識と異なるデータが出ても、どう処理
するか分からないので、適切な工学的判断できない。以上の実施と報告と
解釈がちゃんとなされていない限り、厚い報告書であっても、「ああそうです
か」って言って仕事が終わりではない。 
次に、施工方法。工法選定は、時間の制約だとか経済性で決まり、どの
ような機械を使えばいいかと考えていると思うが、オペレーターの立場で図
面を作成しているか。ある機械のオペレーターが図面を見て、こんな危険な
ことやらせるのかと言われる可能性がある。設計者は、判断と責任はキーワ
ード。 
今日、皆さんにぜひ議論していただきたいのは、「狭義の設計と広義の設
計」。いろんな側面があると思う。そこを今日、パネルディスカッションとフロア
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とのディスカッションしていただきたい。もう 1 つは、恐らくこれパネルディスカッ
ションでも、何名の方もおっしゃると思うが、会計検査について。会計検査が、
設計法を新しくする、難しくするという意見がある。憲法90条に書いてある
ので会計検査はやらなければならないが、会計検査院法第20条3項に
おいて正確性、合規制、経済性・効率性、および有効性の検査の視点が
記されている。このうちの「合規制」は、基準のどこに書いてあるのですかとか、
過去の事例はどうですか、と理解されているが、そういうことではないと思う。
そのような理解をしていると、設計者の判断を重要だと思うような設計が生
まれるはずがない。   
本日は、3つぐらいのことを期待しながら講演させてもらった。是非4者で
今後、本テーマで議論を深めて頂きたい。楽しみにしている。 

（要約 海洋・港湾構造物設計士会 理事一同）



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        参考-9 

２． 吉村達彦顧問の講演「問題発見と未然防止/製造業 
（自動車産業）の視点から」 

写真2 吉村 達彦 氏
【略歴】 
ＧＤ３コンサルティング代表 トヨタ自動車（株）元シニア・スタッフ・ 
エンジニア 海洋・港湾構造物設計士会 顧問 
・1968 年トヨタ自動車株式会社入社 第２技術部 
・1988 年工学博士 東北大学 。 シャシー技術部部長、 
信頼性・強度シニアスタッフエンジニアなどを歴任。 
・2000 年九州大学大学院工学研究院教授 個体力学講座 、 
兼経済学研究院ＭＢＡ教授  製品開発のマネジメント。 
・2003 年ゼネラルモーターズエグゼクティブダイレクター 信頼性・ 
耐久性戦略担当 。 
・2007 年ＧＤ３コンサルティング代表。自動車技術会賞受賞、 
機械学会技術貢献賞受賞、日経品質管理文献賞受賞。 

「未然防止とはなんなのか 」について、自己紹介を兼ねて自動車業界
をもとに説明がありました。 

２－１ 自己紹介を兼ねて、自動車業界の紹介 
・『想定外』『想定外』という言葉がたくさん出てくるが、大きな話でなくても私
たちの前で起きていることはみんな『想定外』であると考える。 
・自動車業界は戦後大きくなってきたが、戦時中の飛行機の設計者が自
動車業界へ移動してきており、自動車業界は、官の制約なしに自ら技術を
確立してきた。（車検制度は明治時代からあったが、官の規制が強くなっ
たのは1970 年以降） 
・各社独自の考えによって技術が確立されてきた。 
・設計は事実（お客様）と論理の結合である。設計者は論理技術に傾き
やすい。 
・事実と論理を結合しなくても設計はできるが、適当に設計をしている場合
がある。 
・トヨタは壊れない自動車を作り、世界の自動車もこれに習って信頼性を高
めた。 
・しかし、信頼性問題は絶えない。解決の難しい技術的問題はほとんどなく、
ちょっとしたミスによって発生する問題が増えてきた。 
・問題が起きる前に対処する未然防止（お客様より先に問題に対処する）
を導入した。 
・未然防止 DRBFM（Design Review based on FailureMode）

は、世界中で10 万人以上の設計者が使用している手法になった。 

２－２ 私たちはこんな中で仕事をしている 
・客先に指示された目標を満足した製品を提供している範囲（青色の領
域）では、品質問題は発生していないが、想定外の気が付かなった範囲
（黄色の領域）で品質問題は起きている。 
・建設業界では、与えられた目標が仕様設計で、性能設計導入により
性能レベルは向上するが、「気づいていない領域」は大きく、ここで品質問
題は発生する。 
・お客様とは、一般製造業では、その製品を使ってくれる人であり、客先
（仕事を依頼した人）ではない。 
・建設業にとってのお客様は「未来の子供たち」である。 
国は客先（発注者）ではあるが、お客様ではない。 
・製造業において、最終の製品メーカーだけが想定外の範囲を考えても、
材料や部品の詳細を知らないので、お客様の満足は得られない。 
・インターフェース（繋ぎ）が脆化すると近くしか見えなくなる。お客様は客
先になり、客先が上司になってしまう。 
・企業が大きくになると、組織やプロセスが複雑で、繋ぎが脆化して大企業
病になりやすい。 
・大企業病の症状は、「指示待ち、責任の外を見ない、実行に時間がかか
る、言い訳を言う」ことである。 
・大企業病を言い換えると、「４無」（ものを見ない、差を見ない、議論を
しない、振り返らない」であり、考えなくても仕事ができてしまう。 
・その結果、製造業の設計者は、客先の要望を満たしているので品質問題
はないと思ってしまう。未然防止を考えていたら、新しいことに挑戦できない
と考えてしまう。 

２－３ 世の中では｢想定外｣と言われる問題が絶えず起きている 
・ジェームズ・コリンズが提唱した「衰退の 5 段階」は、「第 1 段階 成功
から生まれる傲慢」「第2 段階 規律なき拡大路線」「第3 段階 リスク
と問題の否認」「第4 一発逆転の追求」「第5 段階 屈服と凡庸な企業
への転落か消滅」があり、今、世の中では第3 段階の（想定外の）問題
が多数起きている。 
・実力と目標が乖離していると問題は多く発生する。（目標が明確でそれ
を達成できないと偽装する。目標を達成できても、お客様の期待に目を向
ける余裕がなく、問題の発見ができずに品質問題が起こる。） 
・建設業界は、戦後、大量のインフラ整備の効率化への対応の中で、標準
化・基準化・分業化が行われてきた。その過程で、性能への着目度が相対
的に低下した。（機械的な作業をしている）「衰退の 5 段階」で言うと
「第3 段階 リスクと問題の否認」にある。しかし、性能設計を導入して更
に成長する。ここで海洋・港湾構造物設計士の役割が重要になってくる。 

２－４ 当たり前に未然防止を行う職場を作る～第 3 段階からの 
脱却～ 
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・製品設計段階でのブレークスルーポイント（本質的な課題を打ち破る革
新的な解決）は、「過剰なチェック・管理からの脱却」「後工程の役割を見
直す」「効率一辺倒からの脱却」であり、キーワードは創造・発見（未然防
止）である。 
(1)過剰なチェック・管理からの脱却 
・これまで、考えること（発見力、創造力）はごく限られた特別な人が発
揮すれば良いと思われてきたが、すべての人々が、気づきの力を高め、それ
を活かす仕事をすることが重要である。 
・すべての仕事は「お客様より先に潜在問題を発見し、製品をお客様の期
待に近づける」行為である。 
・仕事の中心に「問題発見」を持ってくるようにする。 
(2)後工程の役割を見直す  
・これまでの品質管理手法は担当者本人が行う手法であった。 
・工程間の情報の劣化を防ぐことが重要である。 
・前工程の情報が正しく、それを正しくつなぐことを考えると前工程が必然的
に強くなってしまう。 
・手法だけを取り入れても成果に繋がらない。 
・製造業で設計だけが強い会社の製品は品質が良くない。 
・後工程引き取りの概念は、トヨタ生産方式 JIT（ジャスト・イン・タイム）
の「必要な量を必要な時に供給される」のもとになる考えである。 
・後工程が前工程からの情報の価値を高めて受け取れば工程間の情報の
劣化は防げる。 
・現状打破のキーワードは「後工程取り引き」である。 
・前工程と後工程がインターフェースで議論して、お客様のために潜在問題
を発見することが必要である。（情報は必要な人が取りに行くことが重要で
ある） 
(3)パレートからハインリッヒへ 
・ハインリッヒの法則とは、「重大事故だけを起こさないために重大事故だけ
に注意しても、重大事故は防げない」ことであり、軽度の事故の原因も徹
底的に究明し、再発防止を図り、更に、被害のないヒヤリハットにも目を向
け、その経験を共有しなければならない。 
・全員が常に潜在問題にまで、目を向けていなければ、重大品質は防げな
い。 
・パレートの法則では警備な問題には目を向けないので、潜在問題などは
ないと考える。 
・ハインリッヒの法則のインシデントは「あわや大事故になったかもしれない災
害（ヒヤリハット）」を指すが、品質の場合、お客様のところで起きることが
見えにくいことからすると、お客様にわたってからのインシデントはとらえにくい。 
・品質のハインリッヒの法則では 300 件のインシデントは、結果としてでは
なく、「お客様の期待を裏切る可能性のある兆候」と捉えるとよい。 
・つまり、お客様の期待を裏切る可能性がある潜在問題を発見すること、
「未然防止」がこれに該当する。 

（要約 海洋・港湾構造物設計士会 理事一同）



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        参考-11 

３． 東京大学 大学院経済学研究科  教授 藤本隆宏 氏の講演 
「設計論に立脚した広義のものづくり経営学」 

写真3   藤本 隆宏 氏 
【略歴】 
早稲田大学商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 
上級研究員（研究院教授） 
・昭和54年3月 東京大学学経済学部経済学科卒業 
・平成元年 6 月ハーバード大学ビジネススクール博士課程修了
（D.B.A. ハーバード大学） 
・平成2年7月東京大学経済学部助教授 
・平成8年４月大学院経済学研究科助教授 
・平成10年12月同教授 
・令和3年4月1日より 早稲田大学 商学学術院 ビジネス・ファイ
ナンス研究センター 上級研究員（研究院教授） 

３－１ 日本の産業（製造業）について 
・研究上、造船業や建築分野とも多くの関わりがある。今日は港湾に限定
せずに、広い意味での「ものづくり」として製造業などで何か接点があれば良
いと考えている。 
・ものづくりの原点として現場を繰り返し見ることが重要である。今回のコロ
ナウイルス感染拡大でも日本の工場現場はほぼ稼働できており、生産の
継続力、災害後の復旧力はすばらしい。 
・現場重視・地域重視の「三方良し」企業は、雇用に対するこだわりが際立
っている。三方良しとは、売り手良し（利益）、買い手良し（顧客満足と
付加価値）、世間良し（地域の雇用安定）のこと。 
・日本の製造業のGDP20%超は主要先進国の中では高く、約1000万
人が従事し110兆円を生産しており低く無い。 
・1990年以降の30年間、製造業は苦労したが失業者は少なく、衰退は
していない。逆境の中での日本の製造業のしぶとさは評価できる。グローバ
ル競争に強い比較優位産業が生き残っている。 
・成長が止まっていた割には、失業率が海外に比べ小さい。局所的に負け
てはいるが、全部負けてはいない。つまり、大負けしておらず、勝ったとは言
えないが負けてはない。 

・日本のものづくり現場の歴史のうち、戦後から75年で振り返ると、高度成
長期から途中に冷戦ショックはあったが貿易黒字が 2010 年ごろまで続い
た。1990年以降の製造業停滞の原因は、金融危機、国内不況、円高、
中国の台頭によるグローバル競争、デジタル化による競争力喪失などであ
った。 
・日本で物作りを行うことは、設計の比較優位を持つすり合わせ型製品な
ら可能である。うまくやると、米国と中国の両方から仕事が来る。 
・例えば、スマホの基幹部品の一部は両方から注文が来ている。中国企業
はアメリカよりも良い製品を作りたいので、日本から部品を買いたい。半導
体の分野はコロナ渦の状況でも動いており、日本のある半導体製造機メー
カーはフル稼動である。 

３－２ 広義のものづくりについて 
・「広義のものづくり」とは、設計者の思い（設計情報）をモノに作り込むこ
とである。 
・製品とは「構造設計情報」が「媒体」となって素材に転写されたものであり、
設計情報が付加価値の源泉である。（媒体は設計を伝える器） 
・付加価値の高い良い製品には良い設計情報が存在している。 
・人工物の構造と機能の分配と連結に関する情報・知識を「設計」と呼ぶ。 
・「媒体」が有形なら製造業、無形ならサービス業、いずれにせよ付加価値
の源泉は「設計情報」にある。 
・「ものづくり」においては、「設計情報」のトータルな循環を良くすることが重
要である。開発、サービス、ソリューションまで含む広い概念である。 
・例えば、名古屋港コンテナ埠頭の無人搬送台車が競争力を発揮するとし
ても、そのままアジア諸国の巨大港湾施設には持っていけない。しかし、物
流の滞留時間を短く出来れば日本の港湾施設も優位性が出る。大きさで
は勝てないが、良い流れのネットワークが売りになる。トヨタの工場を見ても
大きいから良いわけでは無く、流れが良いということこそがメリットである。 
・バーチャルエンジニアリングが進化している。リアルな設計を行う事が出来
る。設備や環境の構造モデル、運転者の操作モデル、競争機能のシミュレ
ーションなど、例えば、自動車産業の製品開発などはそのようになってきてい
る。顧客に機能でアピール出来るかが重要である。 
・製造業もサービス業も消費者を満足させるための機能シミュレーションを
行い、流れの最適化を検討する。大量の組合せ計算に量子コンピュータが
入ってくる可能性もある。また、さらに能力の高い現場チームが組めば大き
な優位性を生む。 
・最適組合せ問題は、課題はシンプルでも、組合せは天文学的になるが、
AI を用いたシミュレーションで最適化に近付く。例えば、ゴミ収集車の効率
化・最適化を検討した結果、現在の半分くらいで可能という結果が得られ
た。 
・日本の自動車は多能工のチームワークによる生産となっており、リードタイ
ムは日本が世界で最も短い。他方、インターフェイスが統一されているよう
なモジュラー型製品の単能工による大量生産は米国や中国が得意である。 
・日本はすり合せ製品が得意である。日本のこうした「設計の比較優位」を
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最大限に活かすべきだ。小回りの効く変種・変流・変量生産も得意である。 
・競争力とは「選ばれる力」、特定製品の競争力を発揮するには、現場、
製品、企業までその多層的な把握が必要となる。 
・製品の設計思想（アーキテクチャ）を見極める必要がある。すり合わせ
型の製品は、日本は概して得意である。設計の比較優位のあるものを輸
出する。一方、ハイテク部品・設備の寄せ集め型のモジュラー製品となると
日本はあまり勝てない。 
・「競争力」とは選ばれる力であり、「ものづくりの組織能力」と「製品・工程
のアーキテクチャ」が適合するときに競争力は高まりやすい。 

３－３ 設計情報の良い流れについて
・広義のものづくりでは付加価値の流れの良さが重要である。物的な生産
性は設計情報の発信速度×密度である。目の前のものだけを部分最適で
流そうとすると、その部分がかえって渋滞することが多い。全体最適の流れ
を良くすることが必要である。サイバーフィジカルシステムで工場のリアルタイ
ムの見える化をめざす。 
・流れの改善の結果、生産性とリードタイムの改善が同時に可能である。
IOT、AI、自動化の前に「良い流れづくり」をまず考えるべきである。 
・このように、ものづくりの能力構築のためには、まず付加価値（設計情報）
の流れを掴むことが重要である。 
・そのためには、空間流れ図と時間流れ図をきっちり描くことが流れの改善
につながる。 
・「流れ図」は、高高度の全体の流れ図から始め、問題の多いところにズー
ムインして中高度、低高度の図に階層的に移行する。 
・日本は諸外国に比べ生産現場の統合型組織能力が強いので、CFS 等
を活用して「見える化」し、情報共有によって、複雑な「流れ」を人とAIの協
調により改善する協調型ユニット工場を目指す。 
・常に流れの悪い箇所（兆候）を把握する意識を持って、特にその箇所
をズームアップし根本原因を分析することで、より良い付加価値の流れを作
ることができる。これで良い設計の良い流れを作るのである。 

３－４ アーキテクチャ（設計者の発想）について 
・米国や中国では機能と構造の組合せがシンプルな「モジュラー（組み合
わせ）型」の製品で強いのに対し、日本では機能と構造が複雑に組み合
わさる「インテグラル（擦り合わせ）型」の設計で力を発揮する傾向が多い。 
・「クローズド・インテグラル型」アーキテクチャの例は自動車や機能性材料な
ど、「オープン・モジュラー型」の例はパソコンやインターネットなどがある。日
本が強いのは前者の高度な「擦り合わせ」と「作り込み」を必要とするもので
ある。 
・ものづくり日本の造船業を例にすると、中国や韓国が近年伸びてきたが、
日本は大手より一部の中手造船所がばら積船等で健闘している。今後は
技術の大手と商売上手の中手の補完的連携や付加価値船への多様化が
浮上の鍵となる。 
・日本の海運業者・船主などの海運オペレータと、港湾・荷役サービスなどタ

ーミナルオペレータとの連携を今後うまく図り欧米諸国と競争していくために
は、海事システムの階層構造（海事クラスター）全体の設計も重要となっ
てくる。 
・今後の日本の製造業にとっては、現場の能力構築とともに、本社のアーキ
テクチャ戦略により諸外国のデジタル業界と自社標準で繋がることが重要で
ある。 

（要約 海洋・港湾構造物設計士会 理事一同）
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４． 東京大学生産技術研究所教授 野城智也氏の講演 
「建築設計の設計論」 

（海洋・港湾構造物設計士会 広義の設計のあり方を考える座談会
（第5回）において） 

写真4 野城 智也氏 
【略歴】 
東京大学生産技術研究所教授 
・1980年東京大学工学部建築学科卒業 
・1985年東京大学工学系研究科博士課程修了 
・1985年建設省建築研究所入省 
・1991年武蔵工業大学建築学科助教授 
・1991年University of Reading 
・2001年東京大学生産技術研究所教授 
・2009年東京大学生産技術研究所所長 
・2013年東京大学副学長(2016年3月まで) 
・現在に至る、「建築ものづくり論」藤本隆宏教授らと共著 

・発注者は要求条件を過不足なく記載しているつもりでも、第一案を設計
してみてみると暗黙の要求条件が明らかになることがある。 
・発注者の背後にいるクライアントの要求はさまざまである。 
・設計者は、技術的に成立すると思って設計しても、施工関係者からのフィ
ードバックをもうと、うまくいかず、変更を強いられるはよくある。 
・仮設の設計条件で設計してみてうまくいかないときは、要求条件に遡って
変わることもよくあるのが、建築設計の実態である。 
・ＰＭは設計者が兼ねる場合もあれば、発注者組織が行う場合もある。 
・英国政府が出したプロジェクトのマネジメントに関するガイドラインでは、設
計・施工の前に、3 つの段階があり、①必要性を検討し、②プロジェクトを
定義し、③チームを編成することが大切であるということが認識できるものに
なっている。 
・同じ機能をより安いコストで実現するアプローチ（VE）のための、プロジェ
クトの価値を定義するのが、VM（Value Management)である。先進
的なプロジェクトでは、ワークショップを通じて、定義されていく。 
・比較的プロジェクトの目的や機能がはっきりしている場合には、VMに関す

るワークショップは最低限の1回でよい。 
・機能を定義しがたい場合やステークホルダーが多い場合には、VM に関す
るワークショップを設計の各段階で丁寧にやっていく必要がある。ステークホ
ルダーが多い場合に重要視すべきなのは、多くの人に受け入れられる案を
形成していくことであり、これが設計者の役割である。 
・建築分野では、将来用途変換が行われる可能性があるため、設計時の
機能に対して最適化するだけではなく、将来の用途変換に対しても対応で
きるような空間構成を考えることが暗黙の規範となっている。 
・設計の川上段階では、設計者は仕切っていく状況が多く、その後は施工
者がどのように技術的に裏付けていくかが主になっていく。 
・設計の早い段階で、施工者や製造者の知識が必要だが、知識を提供し
ても施工者や製造者にメリットが生まれない可能性がある。 
・建築分野ではパッケージ化が進んでおり、設計者はさまざまなパッケージ
をどのように組み合わせるかを考えながら設計をしている。一方、ゼネコンは
各部位で役割分担を行い、場合によっては約定を作ったうえで仕事を進め
ている。 
・建築分野では、さまざまな人が設計しているため、それをどうコーディネート
するかという悩みが高く、うまくコーディネートできないと大事故につながる。 
・建築分野では、役所内の技術者が薄くなっており、官民の技術の優位性
が逆転してきているため、審査すること自体が難しくなってきているのが現状
である。 
・工学的な判断を前提とした、性能規定化は必要だが、規則的や仕様的
な規定をすることがよいことかということは冷静に考える必要がある。 
・BIMを使用しても、すり合わせを行うことは必要である。 
・BIM 活用の際には、あとの利用は後工程が考えるため、欲しい情報を取
り出せる連携ツールをフル活用も必要である。 
・契約発注方式・設計者選定方式はダイナミズムに耐えうるかは疑問であ
る。 
・海外の事例であるが、選定された 2 社ですり合わせを繰り返し、一旦設
計が完成した段階で、2 社のうち 1 社を選定し、実施設計に進むという方
式をとったことがある。 

＜質疑応答＞ 
・マネジメントプロジェクトファンクションには資格は必要であるか。（山本会
長） 
→資格は特にない。国際的にはプロジェクトマネジメントの資格者はいるが、
IT 系の人が仕切ったりすることがある。日本では建設系のマネジメントに関
する資格はないと思う。しかしながら大事な仕事であるから、資格があった
ほうがよいようには思う。 
→港湾分野でも様々な人がかかわっているが、マネジメントする人がいない
現状がある。（山本会長） 
→ワークショップを行うと、お互いの立場がわかってくる。ワークショップを通し
て、理性的に考えていく雰囲気出来上がると、自分にとって最大化されてな
くても、その案に対して受け入れてくれることがある。 
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→港湾分野では、指宿の海岸の事例があり、ワーキングを行っているので
少し似ているように思った。（山本会長） 
→仕切り役ではなく、ファシリテーションできる人材がどのくらいいるかが大事
だと思う。大事な要求を設計段階の川下ではなく、もっと早い段階であぶり
だしていくことが大切である。 
・建築物の将来の用途変更を考えるあるいは「スケルトン・インフィル」という
概念は、港湾分野でも適用することができるか。（山本会長） 
→海外では、使わくなったピアを再開発の拠点として利用している事例もあ
る。建築分野の人間として、特に横浜の大さん橋などは興味深い存在であ
る。建築分野でも、設計時の条件で最適化して無駄を省いた設計をして
いたこともあるが、ちょっと状況が変わっただけで、使い物にならなかったこと
もあった。一方、将来どのような使われ方をするかを完全に予測するのは難
しく、ぼんやりでも予想して変化に対して対応できる設計をするというイメー
ジである。 
→岸壁の利用状況と比較して、船が大きくなるスピードが速く、増深が必
要などの課題が出てくる。今後を考えるうえで参考にしたい。（山本会長） 
・VM と VE の違いと、求められるものは何か。それぞれ、どのような技術や
素養が必要か。（中原副会長） 
→都市計画系のコンサルタントの人は、街づくりのワークショップをよく行って
いる印象がある。そのような人たちには、ワークショップのメンバーの選定や、
参加者がためらいなく発言できるようにアイスブレイクの方法など、様々な経
験を思っている人がいると思う。ただし、ワークショップを行って合意したよう
な気がするだけで、実際には矛盾だらけというもあるので注意が必要である。
ある程度技術的な知識を持った人が交通整理を行うことが大切であり、ワ
ークショップの運営経験を積み重ねていくしかない。 
→技術は最低限必要で、プラスアルファで、案件によって求められるものも
異なってくるとの理解でよいか。（中原副会長） 
→経験を重ねてコツを掴めば、実務でも展開していけると思う 
→ワークショップ等を通して案が出たときに、最終的に決定するのはどのよう
な人か。（中原副会長） 
→建築系では、VMが事例としては極めて少ない。 
・まずは、人々に受け入れられることを目標議論していく必要があるという印
象を受けた。人々に受け入れられた後、その価値を高めるような次のアクシ
ョンは何かあるか。（中原副会長） 
→建築の設計の中で、特にステークホルダーとの関係で悩みがあるのは、
評価軸が決まっている中での最適解が求められるわけではないということで
ある。それぞれの立場で見たときに、受け入れられるかを評価していただき、
合意形成を行っていく。全員にとって満足、あるいは最低限でもすべての人
が我慢できる範囲である必要がある。 
・必要性の検討やプロジェクトの定義、チームの編成といった機能設計の部
分をもう少し制度的に位置づける必要があると感じたが、現在はこの部分
が欠けている状況である。（八尋副会長） 
→日本の建築にもない。 
→機能設計の部分を充実させるためには、時間も費用もかかるため難しい。

この部分は建築では費用として含まれているのか。（八尋副会長） 
→建築分野でも、費用としては見込まれていない。現在は、きわめてあい
まいな設計条件だけ（プロポーザル方式）で選ばれた設計者が、要求条
件をなし崩し的に整理している状況がある。 
→発注者に機能設計を位置づけてもらうことが、既設構造物の設計等で
は重要になってくる。（八尋副会長） 
→施設によっては、設計者とプロジェクトの定義をするコンサルタントは別の
業者がよい場合もある。ただし、プロジェクトの定義のみを行った業者への
報酬等の課題も残る。中には、予算化された例もあるが、まだまだ属人的
なものである。 
→発注者に、そのように認識を持ってもらうことが必要だということだと思う。
（八尋副会長） 
→見識のある担当者も多いが、多数ではない。 
・建築分野の街づくりでは、既設空間の機能を高度化して、レイアウトを決
定するが、それも予算化の対象外との認識でよいか。（八尋副会長） 
→それぞれの自治体の裁量で予算化されている。VM を行ったことで、より
よい街になったという成功例があるので予算化できる。 
・第 5 次社会資本重点計画が出され、基本理念には「価値の提供」に関
しても具体的に記載されていた。既存ストックの最大化の作業をどこでやる
のがよいか。（八尋副会長） 
→まずは、定義にかかる費用が無駄だという考えを変える必要がある。最
終的な費用を考えると、定義を行ったほうがよかったとなるのではということを
社会認識にできるかが重要である。もう一点は、長期的な視点で考えても
らい、外部の専門家に機動的に動いてもらわなければまとまらないものであ
るということを理解してもらう必要がある。 
・指宿の事例では、地元のファシリテーターを使ったりすることでワークショップ
の雰囲気がよくなった印象がある。ただし、ファシリテーターに完全に任せる
のではなく、技術者がサポートしていくという取り組み方もあると思った。
（石本理事） 
→技術的な観点からの実行できないものにならないように、技術者がサポ
ートしていくのは必要であると思う。 
→その費用は見てもらえるのか。（八尋副会長） 
→見てもらえないので、持ち出しになる。（石本理事） 
→発注者に申し入れて、増額変更とするのは難しいか。（八尋副会長） 
→ワークショップの開催費用とワークショップ資料作成費用の中で何とか賄っ
ている状況である。（石本理事） 
→海岸分野では比較的ワークショップを行ったりしていると感じる。港湾分
野でもできないことはないように思う。（八尋副会長） 
→海岸分野でも比較的費用が潤沢なものだけの印象がある。（石本理
事） 
→いいものを作るという意味ではやった方がよい。（八尋副会長） 
→結局はやる気の問題だと思う。（石本理事） 
・建築の場合の、技術の伝承はどのように考えているか。（八尋副会長） 
→問題が深刻である。分業が進んだことが原因で、サブコン任せになってい
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る印象がある。アナログからデジタルに変わり、専門分業化が進んだことで、
全体を見渡すような技術者が減ってきている。 
→発注者も受注者も分業化が進んだことで、全体を見ている人がいなくな
っている。BIMや CIM が客観的につながる唯一のものである気がしている。
（八尋副会長） 
→BIMやCIMは道具として利用していかなければならない。その意味で、
重村氏の話は琴線に触れている内容だと感じる。 
→一度話を聞いてみたい。（八尋副会長）

（要約 海洋・港湾構造物設計士会 理事一同）
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５． 京都大学経営管理大学院特任教授 小林潔司氏の講演 
「プラットフォームとしてのインフラ価値の創造」 

写真５ 小林 潔司氏 
【略歴】 
京都大学名誉教授 京都大学経営管理大学院特任教授 
・1978年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。 
京都大学工学博士。 
・京都大学助手、鳥取大学助教授、教授、京都大学大学院工学 
研究科教授、同経営管理大学院教授を併任。 
・同経営管理大学院長、同経営研究センター長を経て、 
現在京都大学名誉教授、同経営管理大学院特任教授。 
・交通政策審議会委員、同港湾分科会会長、日本学術会議会員等
の公職の他、元土木学会会長、（一社）日本アセットマネジメント
協会会長などを歴任。京大学生産技術研究所教授 

５－１ 本日の4つの論点 
本日の論点は、①港湾計画論の特殊性と、日本型港湾計画が機能計
画不在なまま、なぜ施設配置計画に特化してきたのか、②2007 年の性
能規定化は特定の設計法や材料などの使用を前提とした「仕様」による基
準を廃止し、構造物が本来備えなければならない「性能」によって基準を
定めることで技術開発を促進することが目的の一つであったが、そのように
なっているのかどうか、③「仕様」が施設管理者や民間企業の裁量に委ね
られたが、その効率が発揮できているのかどうか。こういうお題を事前に設計
士会から頂き、1 つ私が付け加えた④デジタル自体の先駆けとして
BIM/CIM など開発してきた今、デジタルツインとか言われているが本当に
役に立つのか、この4点について設定した。 

５－２ 港湾計画論の特殊性について 
港湾計画体系とそれが掌握する領域、この計画論、基本方針は法定
計画であるが、その間の地方ビジョンは任意でいろいろ策定されているが法
定計画ではない。 
河川計画だと河川整備計画に該当するが、港湾計画は本来ここで機

能を議論すべき話かと思うが、ずっと審議会の中でも問題になってきた。 
そういう状況で、この地方ビジョンの機能、これを性能とどう結び付けてい
けばいいのかということが、この場の主要な論題だと解釈している。 
先ほど整備計画が港湾では少ないと言ったが港湾計画の特殊性が原因
であり、道路計画や河川計画では機能は比較的明快で、道路は車が走る、
それを実現するための構造物としての性能は、そこからいろんな関係性が
見えてくる。港湾計画はそこがよく見えない、だから、なかなか整備計画が
作れない原因になっていると考えている。 
東さんの計画論、昭和 28 年の土木学会誌の講座、戦後の港湾計画
のスタート論はここから出てきており、長尾義三、吉川和弘の門下で、これ
をいろいろ勉強した。 
この東計画論の中には既にポートオーソリティーという言葉が出てきて、
日本でも取り入れるべきと唱われているが、完全な形のポートオーソリティー
はこの国にはない。東計画論でも出てくるが、日本は島国で海外との貿易
には港湾を使わざるを得ない。飛行機では高額過ぎるので、主な貿易手
段は港湾を通じてやらざるを得ない。こういうことで港湾がインターフェースの
機能であり、陸地側と海側のインターフェース。そういう場所であり当然都市
が発達してくる。 
2番目の特殊性は、国際的社会経済環境という外生変数がいつも変わ
ってくること。永久に港湾計画は終わらないかも分かりません。国際経済、
国際政治が変化しやすく、それに応じて港湾に求められる機能も変化してく
るという宿命がある。 
 それから難しいのはステークホルダーが極めて多様であり、施設があれ
ばいいというわけではなく、そこを使って運用するいろんな主体がいないとイ
ンフラの価値が出てこない。 
 港湾という施設の価値は、いろんな機能と施設の間のインターフェース
をどう運用していくか、活用していくかというところから価値が生まれてくる特
殊性があるということである。 
総合計画いうのは空間と機能と施設、これをどうバランスよく取りまとめて
いくかということで、土木計画学ができて、もう80年ぐらい時間が経つが、い
まだ総合計画は本当に実現したかと言われると、ちょっとクエスチョンマークと
言わざるを得ない。それぞれ空間計画、施設計画、機能計画というのはあ
るが、この 3 つを総合的に考えた総合計画が果たして存在するのかというと
今をもってまだ実現できていないのではないか。 
 港湾計画というと施設計画が中心だった。もちろん最近は空間という言
葉を入れた話になってきているが、機能も完全に入れた形になっているかと
いうとなかなか厳しいと思う。 
それから、土木計画学というのは交通がほとんどで半分以上の研究者は
交通を研究している。それ以外を研究している人は極めて少ない。交通と
いうのは機能であり機能計画は考えやすい。だから、そこばっかり集中してき
た。最近は景観などの研究者も増えてきたので、空間もだいぶ射程に入っ
てきたけれども、この施設設計ということも包含して議論する土木計画学研
究者がいるかというと、極めて少ないというのが実情である。 
やはり、この機能と空間、機能と施設、この間のインターフェースをどう考
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えるかというのは難しく。何か仕掛けがないと直接ここが結び付いてこないと
思っている。 
今日は一つ、この概念をキーにお話ししたい。コンポーネント、サブシステ
ム、システム、これは使い慣れた言葉だが、システムの外側にシステム・オ
ブ・システムズという、システムのシステム、港湾というのはシステム・オブ・シ
ステムであり、これから説明をしたい。 
これは、2020 年に出された基本方針。港湾の開発、利用および保全
並びに開発保全航路の開発に関する基本方針で、港湾分科会として取り
まとめた。これは法定計画で動いており、その中に港湾が戦略的に果たす
べき機能という形で3項目あるが、極めて網羅的というか、単一の機能じゃ
ない。 
非常に複合的なたくさんの機能を、港湾という施設が達成していかないと
いけない。これは道路や河川も機能は複数あるが比較にならないくらい複
雑な機能を達成していかないといけない。港湾機能が複雑なのは、それぞ
れの個別機能ごとに複数主体が関与するそれ自体がシステムである。 
例えば、クルーズという機能は、クルーズ観光を実現するため複数の利
用主体、あるいは組織、企業が一緒になってクルーズというものを動かして
いかなければいけない。そこにまた多くの施設が関与するし、その施設が他
のことにも使われる。そのクルーズという機能をもってしても、それ自体が複
雑なプラットフォームになっており、それが数多く集まって、重なっているのが
港湾という施設である。 
だから、機能が見えにくい。なかなか機能と、それから性能、施設計画と
いうのがすぐには結び付いていかないという特殊性を持っているのではない
かと思う。 
一つ一つのクルーズがプラットフォーム、それから、今動こうとしているカー
ボン・ニュートラル・ポートも一つのプラットフォーム、それがまたいろんな全体
をコーディネーションしていかないといけない。だから、プラットフォームをコーデ
ィネーションするプラットフォームが必要で、そこに価値が生まれてくる複雑な
性格を持っている。 
港湾施設の性能、機能というのは、港湾それぞれの施設の機能に影響
を及ぼし港湾全体の統合的機能、システムのシステムに影響を及ぼす。そ
の統合した全体の機能達成水準を評価、コーディネーションするプラットフォ
ームないと、どこへ向かっていっているか分からない。従って、地域の整備計
画が非常に重要なことは言うまでもない。 
昔から唱えられていたポートオーソリティーが、もし仮に日本にでき、このコ
ーディネーションができるかというと私はちょっと懐疑的だと考えている。民間
にそういう機能ができるかどうかという問題ではない。それは空港だとか今あ
る施設をどう運用していけばいいかという問題だけじゃなく、これから例えば
カーボン・ニュートラル・ポートを作っていかないといけない。新しいシステムを
開発し、いろんな民の意向を取りまとめていかないといけない、そういう先導
役を誰がするのかという話になる。 
 これまで BtoB、BtoC という研究をしてきたが、GtoB というのかガバメ
ントドリブンという、そういうガバナンスを見直してもいい時代にきている。そう
いう機能が必要とされ、それができれば、港湾の機能計画というものもかな

り中身が見えてくるのではないかと。 
そのプラットフォームという言葉は、PORT2030の中に港湾が果たすべき
役割という意味でコネクティッドポート、プレミアムポート、3 つ目にスマートポ
ートと書いている。第 4 次産業革命を先導するプラットフォーム、こういう言
葉で議長としてこれを取りまとめたが、今から考えると私が考えるプラットフォ
ームと、いろんな委員の先生方が考えるプラットフォームのコンセプトが収斂
していなかった可能性もある。 
 何か情報システムのデータベースができること、それをプラットフォームと
思っていられる委員も多分あっただろう。私の思うプラットフォームはもっと広
義なプラットフォームであり、この言葉をもう少し深掘りすれば良かったと今と
なって思っている。とはいえ、その当時まだプラットフォームという概念がそこま
で深く議論されていなかったというのも事実。Grab や Uber タクシーなどの
イメージでプラットフォームを捉えていたので、いろんな DX ができてくれば、
それがプラットフォームになるイメージで捉えていたが、今ここがもっと重みを
増してきたというふうに思う。 
余談だが、プラットフォームについて教科書的なことを少しおさらいしてお
きたい。 
例えば、クレジットカードの例でいうと、消費者が増えれば増えるほど、そ
のクレジットカードをアクセプトする店舗が増えてくる。これが一番最初のプラ
ットフォームの話です。1970 年代の話だが、このネットワーク外部性という
話が出てきたということです。 
港湾地域というのは、まさにこのネットワークの外部性がものすごく強く働く
地域であり、それがプラットフォームの特殊性で、日本がこのプラットフォーム
の発展に実は遅れている。例えばアメリカだと、自動運転というのは
Google という巨大なプラットフォーマーが前へ進め、それに例えばGM とか
自動車メーカーが乗っかっていっているが、日本にはそういうプラットフォーマ
ーが育っていない。育たない環境にあるのかどうか、日本では既存のオペレ
ーターが強く、既存の産業が強い。それのコーディネーションを今やっていると
いうのが、日本のプラットフォームの実態、あるいはアジアのプラットフォーム
の実態。どちらがいいか悪いかという問題ではなく、そういう構造になっている。 
初期のプラットフォーム事例として、この DX のイメージはユニクロのプラッ
トフォームで、ユニクロは自身の会社を持っていない。このグループに参加し
ている企業は全て独立した企業で、そこがユニクロの製品を作っている。ユ
ニクロ自身は新しい製品を 2週間に 1度ぐらいの頻度で作り替え、新しい
デザインをどんどん作っていっている。それがユニクロの仕事だという。 
出来上がったデザインを、そのグループのデータベースに共有し、いつまで
に製品、その材料、原料、それから申し送り、そういうことを済ませてくれとい
う予定日が書いてある。どういう色目とか指示する情報をデータベースに放
り込み、それをそのグループに参加しているいろんな企業が見て、自分のと
ころができると思ったら手を挙げる。それでデータベースの中に書き込んで契
約が成立している。これは一つのプラットフォームの例である。 
どの工場、どの企業がどれだけの製品を作り、船積みをいつやるか、契約
どおりに送れたかどうか。契約を守れなかったり遅延が何度も生じたりすると、
その企業はグループから外される。代わりはいくらでもいる、それがユニクロの



海洋・港湾構造物設計士会【DEMPHIS 会】                        参考-18 

いう最適化であり厳しい世界で動いている。サプライチェーンで物がどこから
どこに動いているかリアルタイムで全部把握されており、何時何分どこの空港
から飛び立ったとか、いつ到着するかいう情報は常に共有され、サプライチェ
ーンで待ち受けている企業は到着が数日かかるのであれば、自分の遅延に
つながらないよう別の生産を先に始めるなど、そういうことをずっとやっていっ
ている。これでサプライチェーンが繋がりユニクロのシステムが動いていってい
る。 
これは一つのDXの最たる例だが、ユニクロ1社がコントロールしているの
で比較的簡単な方であり、現実の港湾ロジスティクスではたくさんのグルー
プが、たくさんのユーザー、エンドユーザーとつながりを持っている。それを情
報として、どうマネジメントし、プラットフォームの運営設計というのは、ユニク
ロのシステムの設計より、はるかに難しい。 
ポートオーソリティー1 つが全部できる訳ではなく、一つ一つのシステムの
設計は分散化してやっていかざるを得ない。このユニクロのプラットフォームと
いうのは、まだ古いプラットフォームで、今はもっと複雑になってきている。アマ
ゾンのプラットフォームは消費者とサプライを繋げるだけでなく、その途中で評
価者など部分メカニズムを入れ全体が回っている複雑な情報システムを動
かしている。 
このプラットフォームというのはネットワーク効果がどうしても出てくるため、
たくさんのユーザーがアプリを入れた方が、価値が上がる。東南アジアはもう
Uber は負けて全部Grab一色になっている。タクシー会社は、個人タクシ
ーはGrab に入るか、Uber に入るかという選択で、入るためには加盟費が
必要なため両方に入るのは得策でなく、どちらか一方に入る。ほとんどの個
人タクシーがGrabに入り最終的にはGrab一色になってしまった。こういう
ネットワーク経済性が働くようになる。 
港湾地域にはそれが強く、阪神淡路大震災で港湾機能の多くが釜山に
流れたという、不幸な出来事があった。ああいうインシデントが起こると、この
ネットワーク効果ということが、ものすごく毀損されてしまい、いったんそれで
固まってしまうと、ロックインしてしまうのでそれを変えるというのは非常に難し
い。そこをどう勝ち抜いていくか、その落とし穴からどう抜け出していくかという
ことが、ずっと港湾戦略、港湾分科会の大きな課題であった。 
日米豪印で今グリーンポートという話をしており、カーボンニュートラル、
CNP、アジアのネットワークを作っていこうという大きな課題がある。まだアジ
ア諸国ASEANが入っておらず、これからどれだけ仲間を増やしていくかとい
うことだが、一帯一路のように、もうロックインしてしまった状況から新しいスキ
ームに移れるかどうかは、やっぱりレジームが根本的に変わるこの時代にやら
ないと。いったん決まってしまうと、もう抜け出すのは容易ではない。これが、
現在版のプラットフォームのメカニズム、非常に基本的なメカニズムだと考え
る。 
顧客とサプライヤーをどうマッチングする場を増やしていくか、バンドリングに
よる費用効果、PFI や PPP などばらばらであったものを一緒にするコスト縮
減効果、もう一つは PPP で行政によるリスク分担、こういう 3 つのリスク分
担、ネットワーク効果の創生、それからバンドリング、こういう 3 つの条件をど
う設計していくか、これがプラットフォームの設計の今の非常に基本的な条

件だと思う。 
これからの研究分野に負うところが多く、いろんな形のプラットフォームがあ
ると思う。これはエージェント型のプラットフォーム、これは東日本の震災復
興で使われた形で復興型の CM として一つの事例、それから、今私がやっ
ている JAAM というか、このアセットマネジメントを集約的にする。一つの自
治体だけでは厳しいので集約化するプラットフォームができないかアセットマ
ネジメント会社と相談しているが、こういうふうなものを作っていくということも、
このプラットフォームの一つの特殊事例になるのではないか。 
港湾地域でCNP のプラットフォームのため、CNP計画マニュアルが年内
に作成されるが、具体的に何をするかというところが現時点では紹介できて
いない。今すぐにできるメニューは少ないが、まずは前に進むために策定し、
どんどんマニュアルは頻繁に改定していく予定で港湾局が動き始めたという
状況。 
来年からアンモニアの混焼が始まる。全てアンモニア発電というのはコスト
が高過ぎるので、石炭発電、火力発電にアンモニアを混ぜて発電をすると
いうのが、来年からスタート、実証的に進めていこうという段階である。今の、
カーボン・ニュートラル・ポートという、まずはそこからというところで動いている
が、水素発電など次の段階となる。 
東日本大震災で原子力発電が止まり、日本の電力確保のためLNGの
獲得に必死で動いて、LNG 発電基地も増設され長期契約、安定契約を
結んだ途端に脱炭素となった。トランシジョンをこれからどう描いていくかもあ
り、まだ水素発電がすぐにできるという状況ではない。 
どうこれをコーディネートしていけばいいか、一つ一つプラットフォームを構
築していく必要があるが、電力会社一つだけで出来る状況ではなく、港湾
施設や整備局の協力も必要。電力をどう蓄電するか。FIT政策も終わるの
で、それに対応する別の制度をどう考えるのか、いろんな話を考えていく必
要があり、ポートオーソリティーだけでは出来ない。 
7地域8港湾でCNP動き始め、整備局が中心になって動いているが、
ガバメントドリブンな動きをしない限りは、新しいシステムはできないのでは
ないかと思う。 
一方、トレードレンズ、海上物流、船荷証券、それに関わる情報を全部
ブロックチェーンで繋いでいこうという発想で、このトレードレンズは Maersk
とそれから IBM、巨大企業で、この国際ブロックチェーンが、これはシステム
としてもう動いている。 
日本の大手海運業も全部これに参画する状況になってきた。これも大き
なプラットフォームで、今回のワクチンの輸送に関して、例えば、コールドチェ
ーンがクローズアップされた。 
日本はコールドチェーンに強い国で、アジアでまだ中国、韓国の追随を許
していないが、今回のワクチンで中国が言い出したから、コールドチェーンも、
もう日本の牙城というのは崩れる危険性もある。 
港湾地域で国交省の連携基盤を作っていくが、誰がデータを入れるのか
という大きな問題を抱えている。このデジタライゼーションから、デジタルトラ
ンスフォーメーションDXへと、DXの定義はいろいろあるが、やはり「誰が」と
いうことが重要で、組織を超えて情報が流れる必要があり、これが DX であ
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る。組織の中だけで情報を流す DX もあるが、重要なことは組織を超えて
情報が流れるかどうか。 
そのDXまずは標準の基盤が必要で、それがデジタル庁の一つの役割だ
が、それだけではなく組織の間で情報を受け渡すためのプラットフォームへ誰
かが流さない限り、情報は流れない。先ほどのユニクロの事例では某商社
がシステムを動かしている。やはり動かす主体がいないといけない。その人
材をつくらない限りDXは上手く前へいかないと思っている。 
アジア版のスマートシティーは世界中いっぱい概念があり、ERIA というイ
ンドネシアにある日本が一番の株主の国際機関で、そこと一緒にインクルー
シブ・スマート・シティーというプロジェクトを始めている。スマートシティーの構
成する要素として、このエネルギー、交通、防災等の危機管理、発電、この
4 つのプラットフォームを一つのスマートシティーとして、この間でのDX をどう
していくか、これを考えようという動きをしている。 
４つの要素部分が、それぞれ自立的に独自に動くことを大前提に、コー
ディネーションが必要になったらプラットフォームとして処理を行う。これが後で
お話しする性能規定の話と深く関わってくると思っている。 
中国などのスマートシティーとの差別化、監視するための情報化社会で
はなく、より自由を広げるための情報だと、日本としての考えをきちっと出す
必要があると議論している。 
先ほどの港湾計画の地方ビジョンに繋がってくるが、これはp4pのプラット
フォーム・フォー・プラットフォーム、いろんな機能、いろんな施設、重合的に
あって、そのコーディネーション機能を議論する場であり、それを地域、地方
ビジョンまで持っていければ。どういうプラットフォームのプラットフォームを設計
するか、これからいろいろ議論していきたいと思っており、そのときに参考にな
るのが、このアジアインクルーシブのスマートシティーの発想ではないかと思っ
ている。 

５－３ 性能規定化の現状について 
2 番目の性能規定の話。私の考える性能は、仕様の集合としての性能
という意味に捉えている。性能を実現する仕様には自由度がある、だから
性能規定で設計できようが、この性能を実現するための仕様を自分で開
発している、こういうことだと思っている。 
ただ、性能を実現する仕様の全てを精査できるわけではない。どんな仕
様が入っているか、全て網羅することは不可能だと思うし、あんまり意味が
ある話でもないと思っている。 
その一方、性能規定には技術的条件が反映され、継続性が必要とされ
る。もちろん、阪神・淡路、東日本で性能の規定がいろいろ変わったが、や
はり継続性で朝令暮改ではいけない。やはりきちっとした継続性、信頼性
があって初めて成り立っている。 
計画・設計案は基本的な外力とか、計画にとっての外的条件だが、それ
を想定し、それはそういう計画行為、設計行為の確定的なベンチマーキン
グを規定する。 
例えば、河川分科会の話題でも、計画降雨シミュレーション、温暖化シミ
ュレーションで眞鍋さんがノーベル賞を取りましたが、膨大な計画降雨パター

ンがコンピューターでシミュレーションできる。ある流域でも何十万通りぐらい
の降雨パターンができるが、不確実性もいろいろ表現できるが、河川計画、
流域治水計画としては一つしかやっぱりない。この場合にはこうする、この場
合にはこうすると言っても、計画案は 1 つ、設計案は最終的に 1 つに絞ら
なければならない宿命がある。 
いろんな不確実性に対して、1つの計画案、1つの設計案で対応せざる
を得ない中で、その 20 万通りの降雨パターン、その全てに対して、流域、
治水計画案、1 つで全部対応できるか、今、それは全ての 1 級河川で検
証が始まっているが、実情は難しい問題である。 
計画・設計案は性能規定、ハザードマップの想定をどこまで超えても対応
可能かいうと、現実は難しく超過外力というものが発生する可能性は必ず
ある。その時に、超過外力が発生したと想定してどういう対応が出来るのか、
これを想定・計画していく必要がある。 
L1、L2 想定というのは大きな進歩だったが、あれは離散的で実はその
間に中間段階が多くあり、それぞれの場合にどう対応するかということころが、
まだクリアでなく課題がある。 
計画・設計案の立案には外力・外的条件に関する想定が絶対必要であ
る。今はやはり要求性能を満足しない外力・外的条件これが顕在化してき
た、想定外が出てきた。こういう場面にどう対応したらいいのか。そういう意
味で、河川計画は一番ある意味で今、転換期にきている。計画案を 1 つ
作るが、20 万通りの降雨パターンがあれば、今はコンピューターで何でもで
きるので、20 万通り全部でやって検証してみることもできる。その計画案が
20万通りの降雨パターンのうち19万5,000 パターンでうまいこといくので
あれば、残りの5,000パターンがどんな場合か。ある特定の支川に集中豪
雨が降った想定とか、今、私権の制限とか、いろいろあるので、なかなか実
現できない特殊な地域が浸水するとか、そういう極小化したケースも徹底
的に洗い出すことも可能となる。 
計画案のブレ、どんなことが起こり得るのかということを検証していく。それ
ができれば、ある特定の地域に雨が、集中豪雨が降り出したらもう最初か
ら自衛隊を派遣するとか、そういう想定をしておく方法もある。 
 これは今までの計画論、設計論もそうだったと思うが、外力・外的条件、
これが与えられ比較する計画案 A、B、C があり、それぞれを採用したとき
に、どういう結果が出てくるかというのを検証し、最適な計画案を選んできた。
ところが、今の河川は外力が20万通りあるとすれば、計画・設計案は最終
的に 1 つ決め、その決めた計画案で想定内の範囲に収まるか、あるいはブ
レが出てくるかそれを判別し、このブレが出てきた部分にどう対応していくか。 
広域災害、複合災害で、流域治水計画で全て対応できたらそれにこし
たことはない。それができないケースは、他の流域、他の所に助けを求める
想定など、あるいは同時に起こった想定ではどう対処するかなど、そういう場
合はコーディネーションが重要になってくる。 
だから、1 つのベンチマーキングでやれるところはやろうと決めて、やれない
部分は事前に洗い出しておく。そういうシミュレーションも今は出来るように
なってきた。それがプラットフォーム・フォー・プラットフォーム、システム・オブ・
システムの役割だと考える。 
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一昨年の台風で成田と羽田、空港がストップした。その前は関西空港も
機能が止まった。あれは空港間での助け合いが出来なかった。なぜかという
と、事前に想定して計画していなかったからである。これから桜島が噴火し
たらどうするのか、あるいは富士山が噴火したらどうするのか、そういったコー
ディネーションというか、このシステム・オブ・システムの時代には必要となって
くるのではないかと思う。 

５－４ 施設管理者や民間企業の裁量に委ねられた結果について 
3番目の仕様が施設管理者や民間企業の裁量に委ねられたが、その裁
量性が発揮できているかどうかということだが、これもまたいろんな課題があ
る。 
包括管理業務委託に関わる発注者、受注者双方の取引費用が無視
できない。入札コストがかかり過ぎる。いろんな総合評価型の提案をしない
といけないが、提案書を作るというのはそんな簡単なことじゃない。ものすご
いお金がかかる話。でも、やはり一度、既存、事業者が決まってしまうと、完
全に有利で次に入札する時は、その事業者はよく分かっているので入札費
用も少なくて済む。 
いろんな性能というのを条件で挙げ、それに対して提案する。でも事業
者の方は、会社の中でルーチンでこなしていくため仕様を作らないといけな
い。点検は何回に 1 回にするとか、何日に 1 回ずつとか、そういう事細かく
企業の中で設計していかないとできない。だから、結局は会社ごとに仕様を
作っているが、その一度、仕様ができて失敗をしなければ、それはやっぱり
継続化するので、あえて変えようというインセンティブはなかなか湧いてこな
い。 
それから、発注者は全てをモニタリング出来る訳ではなく、例えば流域下
水道で排出される水質をモニタリングすることは出来るが、受注者が BCP
マネジメントまでモニタリング出来ない。だから、全てを観察できるわけでは
ない。 
発注者は性能規定を達成するための仕様集合というか、全体を把握し
ているわけではない。むしろ民間企業の方がどういう仕様で可能かということ
の方が分かってくるということで、発注者よりも受注者の情報量が多い。でも
受注者間では企業秘密だから共有は出来ない。そういうことで、分散化さ
れてしまって、果たして効率的な性能包括管理業務委託、それが可能かど
うかというところは工夫が必要と思う。新しい技術を導入するというのは、こ
んな契約を構造化すれば簡単にできるかというと、そういうものではなく、契
約の問題ではないかと思っている。 
アセットマネジメントのマネジメント基準では、アセットマネジメントの技術
を指定しているわけではなく、現場というのはルールで動いている。ルールを
現場が勝手に変えたら、混乱する。ルールは、仕様は、会社の中の仕様は
きちっと守る必要がある。ところが、それが上手くいかない時はそのルールを
変えないといけない。会社で決めたそのルールをどう変えていくのか、その道
筋や手順を示したものが実はマネジメント基準、ISO の基準だということで
あり、ここがなかなか普通は理解されていないのが現状である。 
これが ISO の手順で第1 ステップから並んでいる。しかし、どこを読んで

も普通のアセットマネジメントの話はどこにも出てこない。これは先ほどのル
ールを変える手続き、手順が書いてある例で、それが ISO の持っている構
造だが、なぜ日本でこの ISO がなかなか尊重されないのか、ISO の国際
委員会に出たら、いつもそれを実感する。日本以外の国は全部 ISO が必
要で、認証がないと太刀打ちできない。日本は何か書類が多過ぎて現実
のISOとは違うと言われている。 
日本のマネジメントの特殊性なのか、一番大きなのは、例えば、終身雇
用制、年功序列、終身雇用制は日本の雇用慣行でだいぶ薄くなってきた
が、そこに問題がある。今の学生でも、現実は転職が増えてきたが最初に
就職した企業に一生行くと考えている学生は多い。ところが、外国に行った
ら誰もそんなこと考えていない。プロモーションというか、昇進するためには会
社を売る。ジョブホッピングしている。だから、就職したその日から、もう就職
活動している者もいる。 
だから、そういう国だと、マニュアルというものを作っておかないと品質が駄
目になる。マニュアルがないと現場は動かない。マニュアル労働者というのが
多い。ISO というのは、問題が起こったマニュアルを変える手続き。マニュア
ルを変えたのは、どういうエビデンスで変えていったのか示す、アドホックに変
えていないかと。それを外部審査でそこを見て、機能がシステムとして動いて
いるか外部審査を受けながら、マニュアルを継続的に改善する。 
マレーシアのアセットマネジメントの基準は、バージョン数が何回も頻繁に
変えて、更新の回数が多いほど信頼に足る、マニュアルの熟度が上がってい
っているという評価になる。 
日本は終身雇用であれば良いところも一杯ある。だから、会社の若手を
勉強させる機会を与えることができる。20代、30代前半の技術者に勉強
を期待する、チャンスを与えることができる。しかし、人材に投資した費用は
どこかで返してもらわないと困る。だから、それは30後半か40のところで一
生懸命、会社に投資したお金を返してもらうわけで、そこで、他の会社に移
られたらたまらない。同じ会社だから勉強など教育も上手く回っていっている。 
それが日本的な雇用慣行で能力があるから現場は動く。マニュアルがなく
ても現場は動く、現場は見てみれば何が問題になっているか現場は正直に
教えてくれる。失敗したら失敗だと分かる。日本は現場主義で動けるメカニ
ズムがあるから、いちいちマニュアルに書く必要はない。そこに決定的なマネ
ジメントの風土の違いがある。 
ただ、現場の数が減って現場を経験するチャンスも減ってきた。また、熟
練なエンジニアが高齢化してきた。ノウハウが伝わっているかどうか、現場を
通じたら伝わるが言葉だけで伝えるということでは不十分。最初のプラットフ
ォームの話も一緒だが、そういった事例が増えてきた。やはり明文化あるい
は AI 化というのも一つの方向性。例えば日下部先生がどう判断されたかと
いうのをAIに残すというのは素晴らしい。書いて残す時代から、新しい技術
を活用してプロフェッショナルな技術を継承していく、そういう時代に入ってき
た。 

５－５ デジタル時代の先駆けBIM/CIMはインフラマネジメントの高
度化に役立つのか
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最後に、デジタル時代の先駆けとしてBIM/CIMが開発されてきたが、イ
ンフラマネジメントの高度化に役に立つのか、この話に最後つなげて終わり
にしたい。 
デジタルツインの図、左側がリアルプロダクト、製品、右側はバーチャルの
ツインである。例えば、実際の製品では実験で事故のシミュレーションなど出
来ないが、バーチャルの世界では、いろんなシミュレーションができる。これも
効用の一つで、こういうデジタルツインが急速に普及してきた。港湾施設で
も3Dモデル事例のように普及しつつあるが、設計図が残っていない古い施
設もあるので、全ての港湾施設で普及するには先の話になる。 
問題はこれを何にどう使うかということで、施工の効率化など直接的な目
的で用いてきたが、マネジメントかアドミニストレーションという間に入った時
にどう役立つかと。これが、インフラのデジタルツインを考えた時に我々が考
えるべき問題で、デジタル空間上の双子、それは「ある姿」なのか「あるべき
姿」なのかということ。 
製造業の製造物も同じような問題があると思うが、設計図どおりにできて
いる保障は実はどこにもない。隠れた瑕疵、見抜けない瑕疵があるかも分
からない。それから劣化して機能が低下する、だから、このツインのバーチャ
ルな姿というのは、どの時点の姿を描いているのか、造られた時点の話を描
いているのか、劣化した後の現在の話を描いているのか。そうすると、この双
子は一体何を表わしているのか、私は一つの選択肢として、設計の段階で
想定していたあるべき姿、それと現実の状況を比較して乖離がないか判断
するための一つのレファレンスになるか、そういう在り方があると思っている。 
もう一つは仮想的な条件の下でインフラに発生する可能性について評価
できる。デジタルツインの目的でもあり、いろんな可能性がある。今まで一度
も経験してこなかったような、台風がやってきた時にどうなるか、それは、特に
洋上風力でこれは極めて大事だと思うが、秋田沖の洋上風力のリスク評価
がきちっと出来ていない。地震や断層は分かっているが個別の洋上風力が
果たしてどこまで台風に、あるいは地震に耐えられるか、実は評価がきちっと
できてないがヨーロッパの保険料率を適用して保険は掛かっている。ヨーロッ
パはそういう災害がない。ヨーロッパ基準で保険料率を一応計算し、その上
に危ないということでプレミアムを上乗せしている。ヨーロッパよりも頑丈な施
設を造ってコストはかかっている。高くなったコストに、高くなったプレミアムを
払っている。やはり正確なリスク評価を徹底的に行うツールとして活用すべ
きと思う。 
それから、マネジメントを支援するためのインターフェース、マネジメントに
役立つから情報システムも役立つのであって、9 月 1 日にデジタル庁が出
来たが何か情報システムだけ取り上げて、デジタル庁でやるというのは論外
だと思う。実際のマネジメントに役に立つ情報が、どう支援できるかというとこ
ろが重要である。 
以上の考えをまとめると、現実の評価も大事だが可能性の評価ができる
点。これが 1 点。網羅性と悉皆性、和歌山で水道管が落ちたが、点検で
見落としていた所があって、表形式の点検帳だけではチェック不足。一つ橋
梁をデジタルツインで見えている所と見えていない所、ここは見た、ここは見
えない、一回も見てないなどの情報を連続体できちっと描かないと、過ちの

元になる。網羅的、悉皆的にマネジメントが出来るか、これが 2 点目の大
きな話。 
それから想定外の話で、関西空港の連絡橋に船が衝突し、再開する時
に安全性をどう検証するか大きな問題となった。危険を察知し損傷を見つ
けることより安全の検証の方が大変で、橋脚あるいは上部構造物が動いた
かどうか検証する必要があったが、衝突前がどういう位置で、衝突後どうなっ
たかということを比較できず。それも一つの大きなネックになった。 
目視点検では局所的な損傷など見付けることは出来るが変位は判別で
きない。変位があったから安全性の検証になる訳ではないが、アラーミング
機能というか何か異常を検知するシステムが必要で、このデジタル情報を
使ってそれが可能になってきた。それを受けて、DX をどう活用していけばい
いか、組織マネジメントをどう変えていけばいいのかという話になる。 
これが私の考える情報システム、プラットフォーム空間でこの 3D 上に全
部の情報を乗せてしまったら重過ぎて動かない。データを保管する空間、設
計に関する情報を保管する空間、シミュレーションする空間、この情報空間
をプラットフォーム上に反映できると良い。必要あれば、有限要素法のポリゴ
ン化というのがあっという間にできるとか。そういうインターフェースの開発が鍵
を握ってくると思う。ここにAIとか、そういう情報、技術を入れ込み、これを4
次元化すると初めてこの差分解析、変位、これが検証できるようになる。 
港湾の場合は点検が難しく点検に金がかかるし見えない所が多い。この
港湾の維持管理のマネジメントと、さっきの 3D 情報システムのインターフェ
ースが必要。 
抽象的に言ってもいけないので、3 つほど事例を紹介して終わりにしたい。
１つは現実の評価から可能性の評価へ、橋梁3Dモデルとフォールトツリー
分析は、こういう末端の事象、目視点検結果から構造物全体に及ぼす影
響を簡単に評価できる。こういう研究はもう幾つか取り組まれ実用化してき
ているが、現実の話はもっと複雑なフォールトツリーになってくる。 
シミュレーションで重点監視部材の抽出と書いているが、これは阪神高
速の例でいろんな亀裂が起こり得る可能性があり、どこに亀裂が起こると問
題か検討した。コンピューターが乱数を発生させて何十万回もシミュレーショ
ンすると幾つか危ない部材を抽出でき、ここの亀裂は構造的に安全性にも
たらす影響が大きい、そこを例えば重点的にモニタリングすると維持管理費
用も削減できる。危ない所を切り取る、重点的に点検すべき部材の把握
は重要。 
２つ目は網羅性・悉皆性、とにかく全部を評価しないといけない。大阪
市の下水道で管渠、地下構造物のため目視点検するというのは容易なこ
とではない。このコンクリート管渠で、2 万 8,000 箇所は大阪市が点検し
たが、残り8万9,000箇所は何も点検できていない。この2万8,000箇
所の統計的劣化モデルで寿命予測を実施、統計的なメカニズムが同じと
想定し、点検できていない管渠がどうか予測した下水道管渠健全度マップ
で見ると、港湾地域の管渠の劣化が厳しいと想定された。やはり大阪市は
重点的に劣化調査が必要との認識を持った。 
このまま放っておくと2070年どうなるか、これから50年、60年かけて更
新する必要があり資金計画の再考が課題となっている。一部だけではなく
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全部をきちっと網羅的に悉皆的に調査点検することが重要。 
３つ目は点群データによる斜面異常検知とリスク。これは先程の想定外
の話、MMS や航空レーザーで時間と共にどう動いていっているか。3 次元
パターン認識をどうすればよいか。 ここも点群データというのは点だけで、
対象物との対応が取れていない。座標だけで、その座標と対象物がどう関
係しているのか対応させるのに物凄いエネルギーがかかる。分析するための
時間のうち 8 割はその対応関係の検証に費やしており、そこの自動化が必
要である。 
しかし、その自動化を図るための基準となるシステムが要る。これが今や
ろうとしている事例の一つ、絶対座標は小さな動きであれば何も必要ない
が、大きな大阪と奈良の間の亀の瀬の地滑りや、あの辺のモニタリング資料
を追うと絶対座標が必要になってくる。絶対座標をきちっと国土地理院など
で国策としてやってもらう必要がある。そこをベースに、今度はそれぞれの斜
面や構造物の動き、変化を観測する。そのためにはこの地点の動きを見て
いく必要がある。そういう対応、ひも付けが必要だが出来ていない、度量衡
ができていないと、そういうインフラができないと難しいので、そういったシステ
ムが必要と思っている。 

（要約 海洋・港湾構造物設計士会 理事一同）
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６． 高知工科大学 学長 磯部雅彦氏の講演 
「目的の多様化と変動化に対応する海洋・港湾構造物の設計に向けて」 

写真６ 磯部 雅彦氏 
【略歴】 
高知工科大学学長 
・1978 年 東京大学大学院工学系研究科修士修了。 
・1981 年 工学博士。 
・東京大学副学長を経て、2013 年より高知工科大学副学長。 
・2015 年 4 月より高知工科大学学長を務める。 
・専門は海岸工学。 
・近い将来起こるといわれる南海地震の津波対策にも高知県や国の 
レベルで中心的に活動する。 
・元土木学会会長。 

本日は「目的の多様化と変動化に対応する海洋・港湾構造物の設計に
向けて」と題して講演を行う。  
これまでの従来の設計では、外力が与えられ、その外力に耐えられるよう
な構造物を技術基準を使いながら設計して、施設の目的に応えていくこと
が行われて来ました。近年では、目的がカーボンニュートラル、あるいは、デ
ジタルトランスフォーメーション等、港湾の目的が多様化したり、気候変動に
よって目的や外力が時間とともに変化したりしている。そういう意味では、目
的が多様化し、変動化している中で、海洋港湾構造物をどのように設計し
ていかなければいけないのか、そういうことを考える時期に来ている。 
本日は、目的が多様化あるいは変動化する防災施設の設計を例として、
実務および行政で行われ始めている状況を紹介しながら、海洋・港湾構
造物全体をどのように設計していけばいいのか、一つのヒントが提供できれ
ばと考えている。 
まず、津波防災については、東日本大震災を契機として大きく考え方が
変わった。被災直後に設けられた東日本大震災復興構想会議をはじめと
した議論を踏まえ、東日本大震災で起こったような津波に対して、ハードの
みで津波を完全に防ぐことは現実的ではない。そのため、理論的にあり得る
最大クラスの津波（レベル２津波）に対しては、避難を中心にして生命
を守り、経済活動の必要最小限な部分については維持をしていこうというこ
とである。一方で、一生に一度は平均して経験する頻度の高い津波により、
新築した家が津波で流されては困るので、堤防を建設して浸水を防ぎ被

害を避けようということである。この数十年から百数十年に一度発生するよ
うな津波をレベル１津波と呼ぶこととした。 
現在の設計は、これまでの構造物の設計とは大きく違ってきて、従来は、
防災施設を設計する際には、設計外力に耐えられればよく、設計外力を
超える外力が生じた場合の検討は基本的には行わないで済ませてきた。し
かし、設計外力を超える外力が作用したときに、構造物がどのような挙動を
示すか、技術者としてある程度責任を持つべきであり、一つの解として「粘り
強い」構造物をつくり、設計外力を超えてもできるだけ壊れない、壊れにくい
ようなものにしていく、ということが決まり、実際にやり始められている。 
「レベル1津波」に耐え得る海岸堤防を設計すれば、レベル1津波を超
える「レベル2津波」が来襲しても、最初のうちは海岸堤防で防いで避難す
る時間を確保して高台、津波避難ビルやタワーなどの安全な場所に避難し
て、生命だけは護る設計にしたわけです。仙台平野での津波浸水高の検
討を紹介する。東日本大震災の津波襲来における浸水深の実測値分布
と、津波越流における堤防被災の有無を踏まえた、堤防ありと堤防なしを
仮定した場合の津波浸水深シミュレーションの結果を比較して示す。実際
の浸水域というのは、堤防が壊れなかった場合に近いような分布を示して
いる。実際には東日本大震災でも、私たち人間の立場では、全体を改め
て造り直さなくてはいけない壊滅的な災害を受けたが、津波の海水の立場
では、結構、海岸堤防というのは形をとどめていて、なかなか海水は入りにく
かったというのが現実で、海岸堤防ありと仮定した予測計算と実測値が近
かったということである。 
粘り強い構造を作っておくと、東日本大震災のような高い津波が生じたと
しても、一番高い津波水位はものの 10 分というあまり長くはない時間であ
り、越流は許しても構造体としては壊れないというようなことがあれば、時間
稼ぎや浸水深を減らすことができ、その後の復興復旧のときの土地利用計
画にも随分役に立つと、フレキシビリティが全く違ってくるということになる。与
えられた外力だけに対して設計するのではなく、そこから少しはみ出したとこ
ろの条件についても設計ができると良い。 
与えられた設計外力に対して耐えられる構造物を作るのは当然だが、少
額の費用追加で機能・便益が大きく向上する対策は積極的に実施し、逆
に多大な費用をかけても機能・便益が向上しない対策は控えめに考えてい
く等、自由度を考えた設計もされていて、一つの目的の「多様化」ということ
に対応した設計が必要であり、「粘り強い構造の設計」により方向性は１つ
見えていると感じている。 
つぎに、高潮防災の取り組みについて説明する。第 2 次大戦直後から
現在に至るまでの高潮被害について、代表的な台風による死亡者数、行
方不明者数を整理している。 
1945 年頃から 1960 年になる頃には、毎年のように非常に大きな犠
牲者を出していたが、1960 年を過ぎると犠牲者の数が激減した。それに
対応して、1945年頃から1960年になる頃は、強い台風が毎年のように
来ており、大きな高潮も続いている。ところが、1960年から 1980年は大
きな台風が来ず、大きな高潮も起こっていないためか、犠牲者の数も激減
している。ただ、1990 年代になると大きな台風が来ており、高潮偏差も大
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きくなっているが、犠牲者は低いままで抑えることができている。これは、昭
和31年の海岸法の成立等をきっかけにして、1960年代から1990年に
かけて、海岸保全施設が急速に建設され、被害を抑えることができたと思
われる。そういう意味では、戦後の海岸保全は大成功を収めてきたといって
良いと思われる。 
ところが最近は、大阪湾で既往最大の潮位を記録した台風 1821 号、
2004年には台風が10個も上陸し、室戸沖では既往最大の波高を観測
する等、外力レベルが上がっているように感じられ、もう一つの目的の「変動
化」に対応した設計が必要であると思える。 
高潮に関する変動への対応として、平成 27 年の水防法の改正では、
「想定しうる最大規模の高潮に対して、高潮浸水想定区域を想定し、高
潮特別警戒水位を定め、避難体制をとる」ということが決まった。 
東京都では、高潮の浸水予測と逃げるためのリードタイムから、外郭堤
防を高潮が超える 30 分前の水位を予測し、この水位が観測されたときに
は高潮特別警戒水位情報を発信し、即刻避難してもらうという体制になっ
た。 
津波のレベル２と同様、レベル２高潮に対しても避難を中心に防災す
ることになった。津波と同様に設計クラスの高潮を超えたときに、海岸堤防
がどの様な挙動を示すかが非常に重要になってきている。 
「変動化」への対応として、気候変動対策への取り組みについて説明す
る。1990 年前後から IPCC の活動が始まると気候変動に対する様々な
レポートが発表された。日本でも 2018 年に気候変動適応法が成立し、
気候変動データベースの構築により気候変動の将来予測がある程度可能
となった。海岸保全基本方針には、「高潮に対して、適切に推算した潮位
に、適切に推算した波浪の影響を加え、これに対して防護することを目的と
する」ということで、気候変動によって変化する外力にどう対応するかというこ
とが制度的にも始まった。 
現在の高潮に対して余裕高を考慮して設定された計画天端高が、時と
共に大きくなる外力に対して、余裕高の範囲を超えて気候変動が進むと、
耐用年数内でも天端高が不足する状況が出てくる。外力が変動することを
前提とし、予測したものまで外力として考える設計をするということになって
きている。 
昨今の海面上昇などの気候変動による外力変化については、レベル１
設計に取り込み、非常に稀な高レベルの高潮に対しては、避難を中心に
被害を最小限に抑えていくという防災体制ができてきた。ここでも粘り強い
構造物をどのように設計していくのか、機能を増やしていくのかというのを議
論しなくてはいけない状況になってきている。 
さらに、目的の「多様化」の例として、高知県の種崎千松海岸を紹介す
る。津波に必要なレベル１の海岸堤防を、今までの壁体という堤防とはか
なり違うコンセプトにより、敷地の広さ等の条件をうまく利用した丘のような
ものを作っている。丘のような構造であるため粘り強い構造でもあり、景観
や海岸の利用にも適した海岸防災施設が、関係者の努力と理解で一体
的に整備されようとしている。 
特に防災施設を事例として説明したが、防災、環境、利用を含み、目

的が多様化し、気候変動によって外力そのものが変動化してきている状況
下において、構造物の設計について、与えられた外力一つに対して耐えら
れる設計ではなく、多様化・変動化する目的に合わせた設計を推進すべき
という時期にきている。このようなことができる制度を作っていくことが必要と
思っている。 
国土交通省の技術基本計画には、カーボンニュートラル、デジタルトラン
スフォーメーション、海底資源、防災減災、メンテナンスなど様々な目的が
示されている。これらを含み、より具体的に港湾・海岸に特化した
PORT2030 があるが、ここにも、ブランド価値、資源エネルギー、グリーン
化、スマート化、強靭化など様々な目的が示されている。これらを受けて海
洋・港湾構造物をつくる場合、港湾法が最も強力な制度となる。
PORT2030 のような大きな方針をもとに、基本方針を定め、港湾計画を
つくり、それを具体化する技術上の基準をつくるということになっている。基本
方針には、国内複合一貫輸送網、海洋再生エネルギー、低炭素化、サイ
バーポート、AI ターミナルといった内容が示され、PORT2030 の精神が具
体的な言葉として引き継がれている。 
港湾計画の段階になると、本当の施設の機能といえるような、目的・目
標を掲げたような記述がかなり減ってきている。港湾計画を受けた要求性
能は、大きな意味での機能の定義や、機能を表現する単語等が減ってき
て、この段階で機能全体を総合的に考えていくというのが難しくなってきてい
る。 
防災については、東日本大震災以来、粘り強いという言葉が広がってき
て、これが、一貫して計画の上位の段階から設計まで繋がってきていると言
えると思う。粘り強いにならって、PORT2030 に書いてあるような目的・目
標のようなものを、さらに港湾の基本方針、計画、そして要求性能、最終
的には性能規定、性能照査というところまで、一貫して繋げていくことで、機
能を保証し、より国民のためになる港湾整備あるいは海洋開発というもの
ができていくのではないかと考えている。 
１つの新しいステージが開けていけるような、そういう時期に来ているの
ではないか、こういうものをぜひ進めて行ったら良いのではないかと思う次第
である。ご清聴ありがとうございました。 

（要約 海洋・港湾構造物設計士会 理事一同）
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